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○議事日程第１号 

令和元年12月10日午前10時00分開会 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 議案第１号～第 10号及び報告第１号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

その他会議 会期の決定（決定） 

に付すべき 

事件（１） 

議案第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算

（説明） 

議案第２号 平成31年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 平成31年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（同） 

議案第４号 平成31年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

議案第５号 平成31年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第６号 網走市後期高齢者医療特別会計補正

予算（同） 

議案第７号 網走市公の施設に係る指定管理者の

指定について（同） 

議案第８号 地方公営企業法適用に伴う関係条例

の整理に関する条例制定について（

同） 

議案第９号 網走市附属機関条例及び報酬職員給

与条例の一部を改正する条例制定に

ついて（同） 

議案第10号 網走市職員給与条例等の一部を改正

する条例制定について（同） 

報告第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算

に係る専決処分の報告について（同） 

請願第８号 日米共同訓練の規模縮小とオスプレ

イ参加の中止を求める意見書提出に

ついての請願（総務経済委員会付託） 

陳情第14号 「国による妊産婦医療費助成制度創

設」並びに「福祉医療制度の実施に

伴う国保国庫負担金の削減措置廃

止」を求める意見書提出についての

陳情（文教民生委員会付託） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

工 藤 英 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

平成 29年第４回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

平成 29年 12月５日（火曜日） 

 

令和元年第４回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

令和元年 12月 10日（火曜日） 
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次     長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

─────────────────────── 

午前10時00開会 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 ただいまから、令和元年網走市議会第４回定例会

を開会します。 

 本日の出席議員は15名で、定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議には次の議員から欠席

の届け出がありましたので御報告します。 

欠席、工藤英治議員。 

本日の会議録署名議員として、石垣直樹議員、川

原田英世議員の両議員を指名します。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、諸般の報告は既に印刷して

お手元に配付しておりますから、それによって承知

願います。 

 また、監査委員から、例月出納検査結果の報告が

ありましたので、その写しをお手元に配付しており

ますから、それによって承知願います。 

また、市長から物損事故に係る和解及び損害賠償

額の決定の専決処分の報告が法令に基づき提出があ

りましたので、お手元に配付しておりますから、そ

れによって承知願います。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、本定例会に当たり提出され

ました請願１件、陳情１件につきましては、文書表

にして付託区分表に記載のとおり関係常任委員会に

付託しましたから、承知願います。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、会期の決定についてを

議題といたします。 

 まず、議会運営委員長から、本定例会の会期及び

運営に関する諸般の事項について、発議を求めま

す。 

近藤憲治議会運営委員長。 

○近藤憲治議員 －登壇－ 本日をもって招集され

ました本年第４回定例会の運営に関する諸般の事項

を協議するため、去る12月６日午前10時から議会運

営委員会を開催しましたので、ここにその結果を御

報告申し上げ、あわせて会期の決定に関する動議の

提出に代えますとともに、今議会運営に関する諸般

の事項につきましても、議員皆様の御了承と御決定

を賜りたいと思います。 

 まず、議運当日におきます本定例会の付議予定案

件は、議案10件、報告１件、その他会議に付すべき

事件１件、さらに本議会で関係委員会に付託されま

す請願１件、陳情１件の合わせて14件であります。 

 また、一般質問は、通告期限までに11名の議員か

ら通告がなされたところであります。 

以上のような案件と状況から判断いたしまして、

会期は、本日から12月19日までの10日間とすること

がよろしいということになった次第であります。 

どうか本会議におきましても、議運の決定どおり

御了承と御決定を賜り、議事を進められますようお

願いを申し上げまして、本委員会の結果報告といた

します。 

○井戸達也議長 ただいま、議会運営委員長から報

告と発議がありましたが、そのとおり決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本定例会の会期は、本日

から12月19日までの10日間とし、運営に関する諸般

の事項につきましても、発議のとおり決定しまし

た。 

 なお、会期中の審議日程及び本日の議事日程は、

あらかじめ議会運営委員会で決定のありました内容

をもって印刷して配付しておりますから、それによ

って承知願います。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 それでは、ここで開会に当たり、

市長から挨拶があります。 

市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 令和元年第４回定例会

の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様におかれましては、時節柄何かと御多

用の中、御参集をいただき、御審議を賜りますこと

に厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に御提案を申し上げております案

件は、網走厚生病院脳神経外科運営支援事業、産業

振興資金積立金、製氷設備改修事業補助金、博物館

網走監獄耐震診断補助金などの追加を主な内容とす
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る一般会計補正予算と、国民健康保険特別会計のほ

か四つの特別会計の補正予算、地方公営企業法適用

に伴う関係条例の整理に関する条例制定、網走市附

属機関条例及び報酬職員給与条例などの一部改正の

ほか、公の施設に係る指定管理者の指定、平成31年

度網走市一般会計補正予算に係る専決処分の報告に

ついてであります。 

 議案の細部につきましては、後ほどそれぞれ担当

者から御説明申し上げますので、よろしく御審議を

賜りますよう、お願いを申し上げます。 

 次に、この機会に最近の主な行政諸般の動向につ

て、その概要を御報告申し上げます。 

 初めに、農業についてですが、今年は年明けから

降雪量が少なく、春先の好天が続いたことから融雪

が進み、農作業も例年より早い４月中旬から開始を

したところです。 

 その後、天候の大きな崩れもなく、良好に経過し

たことから生育は順調に推移し、畑作３品とも計画

を大きく上回る見込みです。ＪＡオホーツク網走に

よると、麦類の取扱額は計画比約19％増で、秋まき

小麦の比較品比率は94％と平年を上回っておりま

す。バレイショの取扱額は計画比約２％の増となっ

ており、でん粉含有率は20.9％、てん菜の取扱額は

計画比約20％の増で糖分含有率につきましても

16.9％、豆類の取扱額は計画比約11％増の見込みと

なっており農産の取扱額では計画を13％上回る見込

みとなっております。青果についてでありますが、

タマネギは増産となったものの、市況価格下落の影

響もあり、計画比で約５％減の取扱額となる見込み

です。 

畜産、酪農につきましては、個体販売はおおむね

高い水準で推移しており、有価も若干上がっている

ため、取扱額については前年比、本年計画比で、と

もに約２％の増加となる見込みです。 

その結果、ＪＡオホーツク網走の現段階での予測

によりますと、農業生産取扱額全体では前年と比較

いたしますと約19％の増、本年計画といたしますと

約22億円の255億6,000万円の見込みとなっておりま

す。 

次に、漁業についてでありますが、11月末までの

網走漁協の漁獲状況は、主要魚種であるサケが漁獲

量で4,561トン、対前年比56％、金額26億1,603万円

で、対前年比45％と近年では記録的な不漁となって

おります。 

 ホタテは、平成27年、28年の大しけによる漁場被

害から回復し、漁獲量で１万8,544トン、対前年比

214％、金額で27億7,730万円、対前年比218％とな

り、漁獲量、金額ともに前年を大きく上回りまし

た。 

 網走漁協全体で見ますと、サケの漁獲は減少した

ものの、ホタテやスケトウダラ等の増加により、漁

獲量全体では５万4,286トン、対前年比121％となり

ましたが、金額ではサケの不漁が影響して93億5,437

万円、対前年比79％と昨年を下回っております。 

次に、西網走漁協の状況ですが、網走湖では主要

魚種であるシジミが湖内環境の変化により資源量が

減少したため、生産計画を減産しており、漁獲量、

金額ともに対前年比82％となっております。 

 ワカサギでは、漁獲量では対前年比90％、金額で

対前年比94％で前年を若干下回り、網走湖全体では

漁獲量金額ともに対前年比83％と昨年を下回ってお

ります。 

 能取湖ではホタテの成貝が好調で、漁獲量で対前

年比136％、金額で157％となりました。 

 一方、サケは前浜同様不漁となっており、漁獲量

では対前年比73％、金額で55％と昨年を大きく下回

りました。 

能取湖全体では、漁獲量が対前年比97％、金額で

98％となりました。 

 西網走漁協全体では、漁獲量で4,626トン、対前年

比95％、金額17億7,963万円で、対前年比93％となっ

ております。 

 次に、観光の動向についてでありますが、本年４

月から９月までの上期における観光客入込数は77万

人で、対前年比109％、宿泊者数は21万2,000人で対

前年比99％となりました。 

 第１四半期の４月から６月までにつきましては、

ゴールデンウイークが10連休となった影響もあり、

入込数が増加をしましたが、宿泊者数はゴールデン

ウイークの反動などもあり、わずかに減少いたしま

した。 

 第２四半期の７月から９月につきましては、ラグ

ビーワールドカップ2019の開催に当たり、日本代表

とフィジー代表のキャンプが実施されたことや、オ

ホーツク網走マラソンの開催効果もあり、入込数は

増加をいたしましたが、トップリーグの合宿が中止

になった影響もあり、宿泊者数は昨年をわずかに下

回りました。 
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 上期の外国人観光客の宿泊者数は、中国、香港か

らの入込数が堅調だったことに加え、国際チャータ

ー便の運航により韓国からの入り込みが増加したこ

とから、外国人全体といたしましては対前年比106％

となりました。 

 また、上期における観光施設の入館者数につきま

しては、ゴールデンウイークの期間の動きが好調だ

ったことや、昨年の胆振東部地震の影響による落ち

込みから回復したこともあり、オホーツク流氷館は

対前年比104％、博物館網走監獄は対前年比119％と

なりました。 

次に、ラグビーワールドカップ2019日本大会に出

場したフィジー代表チームの網走合宿についてであ

りますが、９月12日から19日までの８日間、網走ス

ポーツ・トレーニングフィールドにおいて、初戦の

オーストラリア戦に向けたトレーニングが行われま

した。また、この間、９月13日にはオホーツク流氷

館において組織委員会主催によるチームウエルカム

セレモニーが開催され、出場キャップの贈呈などが

行われたところです。キャンプ期間中にはフィジー

代表チームの選手、スタッフによる市内の小学生を

対象としたラグビー教室が開催されたほか、公開練

習日には市内外から400人を超えるラグビーファンが

訪れていただいたところであります。 

次に、第５回目となりましたオホーツク網走マラ

ソンについてですが、去る９月29日に開催した2019

大会では、フルマラソンの部、５キロの部、３キロ

の部、合わせて2,560名のランナーの方に出走してい

ただきました。大会が終了して２カ月が経過し、大

会に対しての感想や改善要望などが寄せられており

ますが、実際に走っていただいたランナーからは大

変評価が高く、ランニングポータルサイト、ランネ

ットのランキングでは12月９日時点で北海道ランニ

ング大会で第１位、全国ランニング大会においても

第４位となっております。 

なお、大会開催による経済効果は１億5,800万円と

算出をしており、対前年比109％となっております。 

次に海外プロモーションについてですが、中国及

び台湾において観光プロモーションを行ってまいり

ました。中国プロモーションにおいては11月12日か

ら17日までの日程で、中国広州、深圳、杭州及び上

海の各市において、釧路市と連携しビジットジャパ

ン地方連携事業により、旅行会社へのセールスコー

ルを実施してまいりました。 

今回のプロモーションは、昨年度に引き続き実施

した事業であり、本事業において、今年10月に招聘

した旅行会社及びインフルエンサーのフォローアッ

プを中心に意見交換を行うとともに、新たな観光コ

ンテンツを紹介するなど、ひがし北海道地域の魅力

を改めて紹介し、観光客の送客をお願いしてきたと

ころであり、今後も積極的な誘客促進に取り組みを

図ってまいりたいと考えております。 

次に台湾プロモーションでありますが、こちらは

釧路、帯広両市及びアジア圏での旅行セミナーを数

多く実施し集客実績にあるＪＲ北海道と連携し個人

消費者向けのＢtoＣセミナーを11月16日、17日の日

程で台中市と高雄市で実施いたしました。 

セミナーでは、北海道旅行に関して一層のリピー

ター化と急速なＦＩＴ化が進み、より深い情報を求

める傾向にある台湾の個人消費者に対し、従来の観

光情報に加え、食や体験を絡めたより具体的な地域

の魅力的な観光情報を発信してまいりました。 

台中市のセミナーでは313名、高雄市のセミナーで

は297名のお客様に御来場いただき、効果的な情報発

信に加えて、ＪＲを活用した旅行の提案を行ってき

たところであります。 

また、セミナー前日の11月15日に台北市内で釧路

市、帯広市とともに航空会社、旅行会社に対してセ

ールスコールを実施してまいりました。 

航空会社では、台北発ひがし北海道３空港への国

際チャーター便について意見交換を行い、各旅行会

社では、札幌など道央圏以外の北海道観光の目的地

を検討しているという情報も聞くことができ、誘客

促進に向けた施策の充実や継続的な観光情報の発信

の必要性を感じたところでもあります。 

 次に、網走市立郷土博物館についてであります

が、本年７月に、文化審議会から文部科学大臣に答

申が行われていた登録有形文化財への登録につきま

しては、12月５日に告示され、本館及び新館の２件

が正式に登録の運びとなりました。 

これに先立ち、12月１日には建築家、田上義也氏

の業績を振り返り博物館建物の価値について改めて

学ぶ「博物館登録有形文化財記念の集い」を開催し

たところであります。 

 今後とも、建物の保全に努め、郷土を語る博物館

としての機能の充実を図り、その価値を一層高めて

まいりたいと考えております。 

 次に、建設工事についてでありますが、11月末ま
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での発注率は約89％で、工事業務の発注はおおむね

完了いたしました。現在施工中の工事につきまして

は、引き続き早期完成に努め、工事の進捗を図って

まいります。 

 以上、行政諸般の動向について申し上げました

が、誰もが健康で安心して暮らすことのできるまち

づくりの実現に向け取り組んでまいりますので、議

員の皆さまを初め、市民の皆様の特段の御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げ、定例会の開会

に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第２、議案第１号から

議案第10号まで及び報告第１号の合わせて11件を一

括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第１号から議案第７号及び第

10号並びに報告第１号につきまして、一括して提案

理由の御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第１号から議案第６号までの平成31

年度網走市各会計補正予算について、御説明を申し

上げます。 

 議案資料１ページ、資料１号を御覧願います。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では２億4,646万7,000円を追加、国民健康保険特

別会計では352万4,000円を追加、公共下水道特別会

計では132万8,000円の減額、簡易水道特別会計では

188万3,000円を追加、介護保険特別会計では146万

8,000円を追加、後期高齢者医療特別会計では231万

5,000円を減額しようとするものでございます。款項

の区分及び金額につきましては、各会計議案第１表

に記載のとおりでございます。 

 ２、繰越明許費の補正でございますが、年度内に

事業執行が困難な事業につきまして、翌年度に繰り

越して使用できる予算額を新たに定めるものでござ

いまして、その繰越額を一般会計の展示物改修基本

計画策定事業で600万円とするものでございます。追

加の内容は、一般会計議案の第２表のとおりでござ

います。 

 ３、債務負担行為の補正でございますが、債務負

担の限度額を新たに設定するものでございまして、

一般会計は網走市南コミュニティセンター管理委託

料ほか次ページにまたがる計15件の合計で１億3,875

万2,000円とするものでございます。追加の内容は、

一般会計議案の第３表のとおりでございます。 

 ２ページ中段の４、地方債の補正でございます

が、一般会計で保健衛生事業債の限度額追加及び道

路橋梁事業債、港湾事業債、河川整備事業債の限度

額変更といたしまして１億5,050万円を追加しようと

するものでございます。追加の内容は、一般会計議

案の第４表のとおりでございます。 

次に、補正予算の内容でございますが、今回の補

正予算のうち、人件費につきましては一般会計と特

別会計の各費目にわたっておりますので、ここで一

括説明し、事業別明細書の中では、それ以外の補正

項目のみ説明させていただくことで御了承いただき

たいと存じます。 

 人件費でございますが、議案資料21ページ、人件

費の補正概要についてを御覧願います。 

 人件費補正額は、合計で723万1,000円の追加でご

ざいます。内訳としまして、特別職では市長、副市

長、教育長で12万4,000円の追加、議員で270万3,000

円の減額、一般職では981万円の追加でございます。 

 詳細につきましては、資料に記載のとおりでござ

います。 

 次に、人件費以外の項目について、一般会計から

御説明を申し上げます。 

 それでは、別冊でお配りをしております事項別明

細書７ページを御覧願います。なお、歳出補正額の

財源内訳欄には、特定財源となります歳入の内訳を

記載しておりますので、説明は歳出のみとさせてい

ただくことで御了承いただきたいと存じます。 

 初めに、総務費の財政調整基金費、産業振興基金

積立金では、女満別空港ビル株式会社の株式譲渡収

入の積立金として5,520万円の追加でございます。 

 次に、９ページを御覧願います。 

 民生費の社会福祉総務費、国民健康保険特別会計

繰出金では、人件費補正に伴う繰出金として352万

4,000円の追加でございます。 

 同じく、障がい者福祉費、就労継続支援給付事業

では、給付費の増に伴い1,500万円の追加でございま

す。同じく高齢者福祉費、介護保険特別会計繰出金

では、介護特会の高額医療合算介護サービス費の増

及び人件費補正に伴う繰出金として59万3,000円の追

加でございます。 

 その下、後期高齢者医療特別会計繰出金では、人

件費補正に伴う繰出金として231万5,000円の減額で
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ございます。 

次に、11ページを御覧願います。 

 同じく、生活保護総務費、生活保護事務費では、

生活保護システムの改修に係る経費として123万

2,000円の追加でございます。 

同じく、扶助費、生活保護事業では前年度国庫負

担金の清算に伴う返還金として4,057万3,000円の追

加でございます。 

衛生費の保健衛生総務費、郊外地区飲料水確保事

業では、井戸水の浄水機器等の設置助成に係る経費

として100万円の追加でございます 

その下、簡易水道特別会計繰出金では、人件費補

正に伴う繰出金として88万3,000円の追加でございま

す。 

その下、網走厚生病院脳神経外科運営支援事業で

は、医療機器等の整備に対する負担金として、１億

9,345万4,000円の追加でございます。 

同じく、健康管理費、健康診査事業では、母子保

健システムの改修に係る経費として85万4,000円の追

加でございます。 

次に、13ページを御覧願います。 

 農林水産業費の水産業総務費、製氷設備改修事業

補助金では、製氷施設の設備改修に対する補助金と

して1,650万円の追加でございます。 

次に、15ページを御覧願います。 

 土木費の土木総務費、河川整備事業では、河川整

備に係る経費として2,500万円の追加でございます。 

 同じく道路橋梁費、ロードヒーティング整備事業

では、国庫補助金の減額に伴い、1,250万円の減額で

ございます。 

同じく、道路橋梁新設改良費では、国庫補助金の

減額に伴い、道路ストック修繕事業で2,000万円の減

額、潮見鱒浦線歩道整備事業で3,000万円の減額でご

ざいます。 

次に、17ページを御覧願います。 

同じく港湾建設費、国直轄港湾整備事業負担金で

は、国の事業費の減額に伴い1,900万円の減額、その

下、第４埠頭岸壁改良事業では国庫補助金の減額に

伴い1,500万円の減額でございます。 

消防費の消防組合負担金では、前年度繰越金の確

定等により1,893万円の減額でございます。 

 次に、19ページを御覧願います。 

 教育費の文化財保護費、博物館網走監獄耐震診断

補助金では重要文化財建造物の耐震対策に対する補

助金として440万円の追加でございます。 

以上が一般会計歳出補正の内容でございますが、

今回の補正に係る一般財源の所要額として、地方交

付税で3,347万9,000円を追加するものでございま

す。 

 １枚めくっていただき、20ページから22ページを

御覧願います。 

 この表は、給与費明細書でございます。 

 23ページを御覧願います。 

 この表は、一般会計にかかる債務負担行為の支出

額に関する調書でございます。 

24ページを御覧願います。 

この表は、地方債の現在高見込額に関する調書で

ございます。 

 次に、各特別会計の補正でございますが、人件費

につきましては、一括して説明をさせていただきま

したので、それ以外の補正のみ説明させていただく

ことで御了承いただきたいと存じます。 

 国民健康保険特別会計を御説明申し上げます。30

ページ、31ページを御覧願います。この表は、給与

費明細書でございます。 

 次に、公共下水道特別会計を御説明申し上げま

す。 

 38ページ、39ページを御覧願います。この表は、

給与費明細書でございます。 

簡易水道特別会計を御説明申し上げます。45ペー

ジを御覧願います。 

飲料水対策事業の他会計受託事業では、一般会計

から受託する郊外地区を対象とした井戸水の浄水機

器等の設置助成に係る経費として100万円の追加でご

ざいます。 

１枚めくっていただき、46ページ、47ページを御

覧願います。 

この表は、給与費明細書でございます。 

次に、介護保険特別会計を御説明申し上げます。

53ページを御覧願います。 

保険給付費の高額医療合算介護サービス費では、

高額医療合算介護サービス費の増加に伴い100万円の

追加でございます。 

１枚めくっていただき、54ページ、55ページを御

覧願います。 

この表は、給与費明細書でございます。 

次に、後期高齢者医療特別会計を御説明申し上げ

ます。62ページ、63ページを御覧願います。 
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この表は、給与費明細書でございます。 

 以上が、平成31年度網走市各会計補正予算の内容

でございます。 

 次に、議案第７号網走市公の施設に係る指定管理

者の指定について、御説明を申し上げます。 

 議案資料の31ページ、資料２号を御覧願います。 

 ここに記載しております網走市南コミュニティセ

ンターほか16の施設につきましては、来年３月末で

それぞれ指定管理者の指定期間が終了いたします。

そのためこれらの施設の指定管理者につきまして、

選定委員会において、それぞれ記載の団体を選定い

たしましたので、地方自治法の規定に基づき、本審

議会の議決を得ようとするものでございます。 

 次に、議案第10号網走市職員給与条例等の一部を

改正する条例制定について御説明を申し上げます。 

 議案資料63ページ、資料５号を御覧願います。 

 初めに改正の趣旨でございますが、人事院勧告に

基づく国家公務員の給与改定の取り扱いに準じて、

一般職の給与及び常勤の特別職並びに市議会議員の

期末手当の支給月数を改めようとするものでござい

ます。 

 改正する条例は、記載の４条例でございます。 

 改正の内容でございますが、本年度の人事院勧告

の国家公務員の取り扱いに準じ、一般職の給料表及

び勤勉手当、常勤の特別職並びに市議会議員の期末

手当を改正しようとするものでございます。 

 施行期日等でございますが、一般職の給料表の改

定及び令和元年度に係る勤勉手当、常勤の特別職並

びに市議会議員の期末手当の改定は、公布の日から

施行し、平成31年４月１日から適用し、令和２年度

以降の支給分につきましては令和２年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、報告第１号平成31年度網走市一般会計補正

予算に係る専決処分の報告について御説明を申し上

げます。 

 議案資料76ページ、資料６号を御覧願います。 

 補正予算の内容でございますが、スキー場整備事

業に係る予算措置をするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございますが、網走レーク

ビュースキー場のリフト常用制動機等緊急修繕に係

る経費として339万8,000円を追加するもので、予算

の款項の区分及び金額につきましては、専決処分書

第１表に記載のとおりでございます。 

 ただいま御説明を申し上げました報告第１号につ

きましては施行に緊急を要することから、地方自治

法第179条第１項の規定により、令和元年10月23日付

で専決処分をさせていただきましたので、ここに御

報告を申し上げ、御承認をお願いするものでござい

ます。 

 以上、議案第１号から議案第７号及び議案第10号

並びに報告第１号につきまして一括して提案理由の

御説明を申し上げましたが、よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○井戸達也議長 水道部長。 

○脇本美三水道部長 －登壇－ ただいま御上程を

いただきました、議案第８号地方公営企業法適用に

伴う関係条例の整理に関する条例制定について提案

理由の御説明を申し上げます。 

 議案資料33ページから34ページ、資料３号を御覧

願います。 

 条例制定の内容でございますが、令和２年４月１

日からの簡易水道事業、下水道事業、個別排水処理

施設事業への地方公営企業法の適用に当たり、関係

する条例の整備を行うため本条例を制定しようとす

るものでございます。 

 制定の内容でございますが、（１）は「網走市水

道事業の設置等に関する条例」を「網走市公営企業

の設置等に関する条例」に題名を改めるとともに、

簡易水道事業、下水道事業、個別排水処理施設事業

を設置しようとするものでございます。 

 （２）、（３）は、網走市下水道条例及び網走市

個別排水処理施設条例において、管理者の権限に関

し「市長」から「網走市公営企業の管理者の権限を

行う市長」に定めるとともに、委任規定を「規則」

から「企業管理規定」に改めるものでございます。 

 （４）、（５）は、網走市都市計画下水道事業受

益者負担金条例及び網走市特定環境保全公共下水道

受益者分担金条例において、管理者の権限に関し、

「市長」から「網走市公営企業の管理者の権限を行

う市長」に改めるものでございます。 

 （６）は、網走市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例において、「水道事業の管理者の権限

を行う市長」を「網走市公営企業の管理者の権限を

行う市長」に改めるものでございます。 

 （７）は、網走市水道事業給水条例において、管

理者の権限に関し、「網走市水道事業者の管理者の

権限を行う市長」から「網走市公営企業の管理者の

権限を行う市長」に改めるものでございます。 
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 （８）は、網走市簡易水道事業条例において、管

理者の権限に関し「市長」から「網走市公営企業の

管理者の権限を行う市長」に改めるとともに、事業

の設置に関する条文を削除するものでございます。 

 （９）は、網走市職員定数条例において、公営企

業に属する職員定数を改めるものでございます。 

 （10）は、網走市特別会計設置条例において、公

共下水道特別会計、簡易水道特別会計、個別排水処

理施設整備特別会計を削除するものでございます。 

 （11）、（12）は網走市基金条例及び網走市ふる

さと寄附条例において公共下水道事業基金を削除す

るものでございます。 

条例の施行期日につきましては、令和２年４月１

日より施行しようとするものでございます。 

条文の新旧対照表につきましては、資料の35ペー

ジから58ページに記載のとおりでございます。 

以上、議案第８号につきまして、提案理由の御説

明を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました、議案第９号網走市附属機関条例及

び報酬職員給与条例の一部を改正する条例制定にお

いて提案理由を御説明申し上げます。 

議案資料の59ページ、資料４号を御覧いただきた

いと存じます。 

初めに、条例改正の趣旨でございますが、いじめ

防止基本方針の実施に当たり、いじめ防止対策推進

法による機関とその報酬を定めるため、当該条例の

所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容でございますが、記載のとおり網走市

いじめ問題再調査委員会ほか四つの機関を追加し、

網走市いじめ問題等対策連絡協議会を除く三つの機

関に報酬を設定しようとするものでございます。改

正する条例は記載の２条例でございます。 

施行期日につきましては、公布の日から施行しよ

うとするものでございます。 

以上、議案第９号につきまして御説明申し上げま

したが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○井戸達也議長 以上で、議案の提案理由の説明を

終わります。 

なお、ただいま提出されました案件につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づきまして、後日各

会派１名による大綱質疑を行い、大綱質疑終了後に

は所管の各委員会に付託し、細部審査を行うことに

なります。 

○井戸達也議長 以上で本日の議事日程は全て終了

しました。 

 開会当初に決定いたしました審議日程に従いまし

て、再開は12日、午前10時としますから御参集願い

ます。 

 本日はこれで、散会いたします。 

 御苦労さまでございます。 

午前10時38分 散会 
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○議事日程第２号 

令和元年12月12日午前10時00分開議 

日程第１ 議案第１号～第10号及び報告第１号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算 

       （各委員会付託） 

 議案第２号 平成31年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（総務経済委員会付託

） 

 議案第３号 平成31年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（同） 

 議案第４号 平成31年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

 議案第５号 平成31年度網走市介護保険特別会計

補正予算（各委員会付託） 

 議案第６号 平成31年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（総務経済委員会付

託） 

議案第７号 網走市公の施設に係る指定管理者の

指定について（各委員会付託） 

議案第８号 地方公営企業法適用に伴う関係条例

の整理に関する条例制定について 

      （総務経済委員会付託） 

議案第９号 網走市附属機関条例及び報酬職員給

与条例の一部を改正する条例制定に

ついて（文教民生委員会付託） 

 議案第10号 網走市職員給与条例の一部を改正す

る条例制定について（総務経済委員

会付託） 

 報告第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算

に係る専決処分の報告について（文

教民生委員会付託） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

石 垣 直 樹  

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名）   

工 藤 英 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、定足数に達しておりま

令和元年第４回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ２ 日 

令和元年 12月 12日（木曜日） 
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すので、ただいまから本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議には、次の議員から欠

席の届け出がありましたので報告します。 

欠席、工藤英治議員。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、小

田部照議員、松浦敏司議員の両議員を指名します。 

─────────────────────── 

○井戸達矢議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第２号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、既に一括上程中の議案

第１号から議案第10号まで及び報告第１号の合わせ

て11件を議題とし、大綱質疑を行うわけであります

が、通告がありませんので、お手元に配付しており

ます議案付託区分表のとおり、所管の各常任委員会

に付託の上、会期中に審査することとしたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

────────────────────── 

○井戸達也議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 本議会の審議日程に従いまして、各委員会議案等

審査のため、これより本会議は休会とし、再開は17

日、午前10時としますから参集願います。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前10時02分散会 

────────────────────── 
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○議事日程第３号 

令和元年12月17日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （古田議員、澤谷議員、永本議員、近藤

議員、川原田議員、石垣議員、村椿義

議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

工 藤 英 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席をした者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部次長    武 田 浩 一 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部次長    田 口   徹 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

総務防災課参事    石 井 公 晶 

職 員 課 長    寺 口 貴 弘 

財 政 課 長    古 田 孝 仁 

市民活動推進課長    田 邊 雄 三 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 健康推進課長    永 森 浩 子 

 社会福祉課長    岩 尾 弘 敏 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

 農 林 課 長    佐 藤 岳 郎 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 商工労働課長    秋 葉 孝 博 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 

 観光商工部参事    前 田 関 羽 

 都市整備課長    立 花   学 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

 学校教育部次長    大 西   篤 

 社会教育部次長    岩 本 博 隆 

 学校教育課長    小 松 広 典 

 スポーツ課長    阿 部 昌 和 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

本日の出席議員は15名で、定足数に達しておりま

すので、ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

○井戸達也議長 本日の会議には次の議員から欠席

の届け出がありましたので、報告いたします。 

令和元年第４回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ３ 日 

令和元年 12月 17日（火曜日） 

   

網 走 市 議 会 会 議 録 第   日 

平成 年 月 日（ 曜日） 
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 欠席、工藤英治議員。 

 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、近

藤憲治議員、栗田政男議員の両議員を指名します。 

 

○井戸達也議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第３号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○井戸達也議長 日程第１、一般質問を行います。 

 前例に従い、通告順に発言を許します。 

 古田純也議員。 

○古田純也議員 －登壇－ おはようございます。

志誠会の古田純也でございます。 

 通告書に従い、質問いたします。 

 2018年の日本人の平均寿命は女性が87歳、男性が

81歳で、ともに過去最高を更新し、人生100年時代

の到来と言われています。生き方、働き方もしっか

り考えていかなければいけないなと私は思います。 

 元気で仕事に励み、生きがいのあるまちをつくる

網走では、元気で御活躍されている高齢者の方が多

い印象があります。 

 長きにわたり、健康推進に努められた方々には大

変感謝いたします。これからも人生100年時代を生

き抜くためにも、健康で過ごしたいと誰もが強く願

うことでしょう。 

 心身ともに自立し、健康的に生活できる期間を健

康寿命と呼ばれていますが、網走市民の健康寿命は

どのような状況なのか、ほかのまちと比べてどうな

のかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 網走市民の健康寿命の状

況についてでありますが、平成30年３月に改定され

ました北海道健康増進計画すこやか北海道21におけ

る数値となりますが、当市における健康寿命につき

ましては男性が79.08歳、女性が84.17歳となってお

り、平成25年３月との比較で男性が0.23歳、女性が

0.94歳、前進しているところでございます。 

 また、健康寿命と平均寿命の差、いわゆる不健康

で日常生活が制限される期間につきましても、男性

が0.45歳、女性が0.6歳、縮小している状況にござ

います。 

 道東６市における比較でありますが、健康寿命に

つきましては、北見市、帯広市、釧路市とは大きな

差はありませんが、人口規模の小さい紋別市、根室

市におきましては、不健康で日常生活が制限される

期間が短い状況でございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 健康と病気の間で連続的に変化し

ている状態を未病と呼ばれています。自覚症状はな

いけれども健診結果が悪化してきているとか、検査

結果では異常はないけれども何となく体調不良だ、

治療が必要な病気になってしまう前の未病の段階で

気づいて、未病改善の取組が健康寿命を延ばす一歩

だと思います。 

 そこでお尋ねいたします。 

 24時間電話健康サービス事業が実施されています

が、どのくらいの市民が利用されているか、年代別

利用がわかるデータがありましたらお示しくださ

い。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 24時間電話健康相談サー

ビス事業の状況についてでありますが、受託をして

いるティーペックの集計によりますと、平成30年度

の実績で延べ相談件数が1,534件となっておりま

す。 

 年代別の相談状況でありますが、10代１件、20代

188件、30代509件、40代232件、50代416件、60代95

件、70代79件、80歳以上が14件となっておりまし

て、女性の利用が72％を占めているところでござい

ます。 

 過去２年度との比較で特筆する部分といたしまし

ては、50代男性の相談件数が増えている状況が見受

けられます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 50代の利用がかなりあるというふ

うに理解いたしました。 

 各世代の課題に応じた未病改善が必要だと思いま

すが、特に働き盛りで忙しい方々の未病改善の取組

があればお伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 働き盛り世代の未病改善

の取組についてでありますが、当市では市民健康づ

くりプランに基づく保健事業、また高齢者保健福祉

計画、介護保険事業計画に基づく介護予防事業な

ど、様々な事業に取り組んでおります。 

 政策構築時の概念といたしましては、未病といっ

た位置づけではなく、いわゆる病気の予防や健康増

進、さらには介護予防を目的に事業を展開している

ところでございます。 
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 取組事業といたしましては、各種健診や事後指

導、企業向けの健康教育、男性限定の運動講座や料

理教室、市民プール健康づくり事業やフィットネス

教室などがございます。 

 このうち昨年度から開催しております男性限定の

運動講座につきましては、日頃運動する機会が少な

いという20代から50代の働き盛りの男性に好評であ

り、病気の予防や健康づくりのきっかけづくりにつ

ながっているものと考えているところでございま

す。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 ふだんから予防に心がけ、健康を

測定するために足を運び、さらにコミュニケーショ

ンもとられたら、心も体も健康でいられると私は思

います。 

 そこで、現在は国保連合会からお借りしている血

管年齢測定器や脳年齢測定器を当市としても導入

し、老人クラブやふれあいの家で活用することが望

ましいと思いますがいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 老人クラブ等での血管年

齢測定器や脳年齢測定器の活用についてであります

が、市内における測定機器を活用した取組につきま

しては、西地区地域活動推進協議会や桂町連合町内

会が国民健康保険団体連合会から測定機器を短期に

借り受け、地域全体の介護予防事業として実施する

ものであります。 

 実施に当たりましては、市民活動推進課の支援や

介護福祉課の助成を活用するとともに市保健師も参

加させていただき、個別相談やアドバイスを行って

いるところでございます。 

 老人クラブや高齢者ふれあいの家の介護予防健康

増進に資する支援につきましては、フィットネスイ

ンストラクターによる出前講座すこやか宅配プログ

ラムや理学療法士、作業療法士が取組の技術的助言

を行う地域リハビリテーション活動支援事業を実施

するとともに、市保健師も定期的に訪問させていた

だき、健康教育、健康相談を行っているところでご

ざいます。 

 血管年齢測定器や脳年齢測定器につきましては、

購入価格が高額であるため導入は難しいと思われま

すが、申請により１週間程度の借り入れが可能とな

りますので、各種行事や地域の取組などを通じて、

測定機会を創出していきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 次の質問に入ります。 

 現代社会は予想をはるかに超えるスピードで変化

し、かつてなく不安定なものになってきています。

そんな中、自らの身を守る社会保障制度とそれを支

える税金の仕組みの知識を持つことの重要性は高ま

っています。しかし、社会保障に関心がなく大人に

なっても理解されている方が少ないなと、私前職の

生命保険の営業をしたときに実感いたしました。 

 今よりもっと厳しい環境を迎える子供たちには、

困ったときにはお互いがお互いを助け合う、相互扶

助の考えの大切さを早くから学んでいただきたい

と、私は思います。 

 そこでお尋ねいたします。 

 網走市の教育目標の中で三つの力、「学ぶ力」

「つくる力」「生きる力」とあります。私が先ほど

述べた社会保障制度や相互扶助の考えについて、子

供たちがどのような教育を受けているかお示しくだ

さい。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 社会保障制度や相互扶助の

考えにつきましては、小学校、中学校ともに主に社

会科の指導内容として扱われております。 

 授業の中では社会保障制度の基本的な内容の理解

をもとに、少子高齢社会における社会保障の充実、

安定化を図っていく必要があることを理解できるよ

うにするとともに、財政の現状や少子高齢社会な

ど、現代社会の特色などを踏まえながら、受益と負

担の均衡のとれた持続可能な社会保障制度の構築な

ど、これからの福祉社会の目指す方向について理解

できるように指導をしているところでございます。 

 また、中学校段階におきましては、貯蓄や保険の

仕組みなどにも触れ、社会保障の充実、安定化のた

めには、自助、共助及び公助が適切に組み合わされ

るよう留意することについても、理解できるように

指導しているところでございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 将来確実に年金不足や医療費不足

で厳しい環境を迎える子供たちに、現状小学校から

社会制度を理解してもらうための授業がないのはな

ぜかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 学校教育におきましては、

学習指導要領に基づき、系統的、発展的に指導が行

われております。 
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 小学校における社会科は、社会的事象を総合的に

捉える内容として構成されています。社会保障に関

しましては、高齢者や障がい者の生活支援や介護、

医療の充実、子育て支援などに関わる具体的な事業

を選択して取り上げ、市役所などが地域の実態や住

民の意見を取り入れながら、国や北海道などと協力

して計画的に政策を実行していることなどについて

調べたり、その取組の中で自分の考えを伝え合った

りするなど、多面的・多角的に考察しながら、その

仕組みについて理解できるように指導しているとこ

ろでございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 社会生活を送る上で、必要な知識

や情報を持ち活用する能力をライフリテラシーと呼

ぶようです。小学生でも、社会制度を楽しく学べる

ゲーム教材が注目されているようです。 

 私の調べでは、今年の８月に沖縄県立図書館主催

親子向けイベントを実施。小学１年生から中学２年

生までの幅広い年齢の子供たちと父兄の参加。神奈

川県平塚市でも約70名の小学生と父兄が参加で大盛

況されたようです。 

 参加者のアンケートです。 

 「たくさんの給料をもらうと、たくさんの税金を

払うことがわかった。」「社会の仕組みについて知

ることができた。」「ゲーム形式で遊びながら学べ

るところがいい。」「小さいころからこうした知識

を学ぶことが大事だ。」 

 途中で行われる選挙の結果でその後のゲームのル

ールが変更したり、楽しみながら社会制度を体感

し、税や社会保障、選挙制度を学べるようです。 

 先日、網走市議会で、桂陽高校２年生の授業の１

コマをいただき、出前授業と称して議会の仕組みの

大切さ、選挙の大切さをお伝えし、その後、選挙に

行こうをテーマに意見交換会を行ってきました。 

 事前のアンケート調査では、全く選挙に興味関心

がない状況でしたが、授業後のアンケート調査の結

果を見て、選挙に関心を持った人数が増えていまし

た。だからこそ、早い時期から社会制度の仕組みに

触れて興味関心を抱けば、もっと自ら考え、自ら学

び続けることができると私は思います。 

 子供たちを取り巻く環境は急激に変化します。今

から少しずつ慣れておけば、近い将来きっと役に立

つと思いますので、学校授業でライフリテラシー教

材を導入した実践的な取組が重要だと感じますが、

市の見解をお伺いいたします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 社会生活を送る上で必要な

知識や情報を持ち、活用する能力を身につけるため

に、体験的な学習活動や地域の企業、組織と連携し

た学習活動を実施することは有効であると認識して

おります。 

 一方で、今日的な教育課題に対応した教育内容に

は、社会保障教育のほかにも消費者に関する教育、

生命の尊重に関する教育、防災を含む安全に関する

教育、伝統や文化に関する教育などがございます。 

また、新学習指導要領ではプログラミング教育や

キャリア教育などの充実を図っていくことも求めら

れておりますことから、各学校では、児童生徒の実

態や発達の段階に応じて重点的に扱う内容を選択し

て取り組んでいくこととなります。 

 こうしたことから、まずは社会科を中心とした指

導の中で、社会的事象の特色や相互の関連、意味を

多角的に考える力や、学習したことを社会生活に生

かそうとする態度を確実に養っていけるようにして

まいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 子供たちもこれから厳しい環境が

待っているのがもう現実とされておりますので、今

後も社会保障に対する意識向上の教育、よろしくお

願いいたします。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○井戸達也議長 澤谷淳子議員。 

○澤谷淳子議員 －登壇－ おはようございます。

公明クラブの澤谷です。 

 通告に従いまして、外国人観光客に対する災害時

情報について質問させていただきます。 

 先月、古田議員とともに鹿児島県霧島市で開催さ

れた全国都市問題会議に参加させていただきまし

た。今年の議題は防災とコミュニティでした。開催

地の霧島市の取組を少し紹介させていただきます。 

 霧島市は桜島の噴煙を見ながら１年中降り注ぐ灰

の掃除が日課だそうですが、その桜島ではなく平成

23年に新燃岳の大噴火による地震があり、その衝撃

波でガラスが割れるほどの空振も経験したそうで

す。その後、観光客が激減するなど経済も大打撃を

受け、その経験を生かし、平成29年から30年の新燃

岳の再噴火のときは、国内、国外の観光客にタイム

リーで正確な情報を新聞、マスコミ報道とは別に、

市として発信し続けたことで、その後の観光客数の

落ち込みも少なく食いとめたそうです。 
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 そして現在、霧島市では市のホームページ全体を

多言語化し、市民向けの情報も外国人観光客が見ら

れるようにしていて、その中の防災のページでまず

自分の身は自分で守る、初期の自助活動の支援にな

るようにとの思いからでした。 

 そこで、網走はこれから冬の流氷シーズン、夏の

東京オリンピック札幌開催で、外国人観光客の増加

がますます予想されていることを踏まえて、現在、

当市を訪れる外国人観光客数は国別で年間どれくら

いでしょうか。今後の見通しも含めてお伺いいたし

ます。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 初めに、インバウンドの

入り込み状況についてでございますが、当市ではイ

ンバウンドの宿泊人数を集計しておりますので、宿

泊人数にてお答えをさせていただきます。 

 網走市の訪日外国人宿泊人数は、平成29年度が４

万1,031人、平成30年度が４万1,500人、前年比

101.1％の過去最高の記録をしたところでございま

す。 

 平成30年度の国地域別宿泊人数は、トップが香港

の8,685人、以下、台湾が8,647人、中国8,115人、

韓国2,799人、シンガポール2,350人、タイ1,812

人、マレーシア1,462人などとなっております。 

 今後の見通しについてでございますが、今年度上

期の女満別空港の利用者数が前年度比103.8％、ま

た上期の外国人宿泊客数も前年比106.1％と増加傾

向にあり、台湾、香港、中国からの動きも引き続き

顕著でありますことから、今後も増加が見込めるも

のであるというふうに期待をしております。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 相当な数ですね。 

 もしも相当な数の外国人観光客が、当市に滞在中

に災害に見舞われたとすれば、実際にその方が本国

に帰るまで、網走市民と同様に避難所に受け入れた

りすると思います。 

 網走市の地域防災計画で、外国人観光客について

の対応はどうすればよいか、何か決めていることは

ありますか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 当市の地域防災計画で

は、第11章災害時要援護者対策計画の第３節外国人

に対する対策として、市内にお住まいの外国人を災

害時に配慮が必要な方として位置づけ、多言語によ

る情報提供の充実など、必要な防災対策を講ずるこ

ととしており、外国人観光客もこれに準じて対策を

行うものと認識をしてございます。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 それでは、特に外国人観光客の方

は、災害の状況や交通手段の復旧状況とか、どこに

相談したらいいかとか、言語が通じない分ネット検

索をします。それができる環境にあるか確認したい

のですが、平時にフリーＷｉ－Ｆｉの利用は１回60

分、１日10回の回数制限があります。有事にはこの

回数制限はどうなりますか。また、その画面の多言

語化はどうなっていますか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 お尋ねのフリーＷｉ－Ｆ

ｉ、ＡＢＡＳＨＩＲＩ Ｃｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉは大

規模災害発生時にはインターネット接続の認証をス

キップする災害モードに、入り口になりますポータ

ル画面が切り替わりますが、この入り口となるポー

タル画面は、日本語、英語、簡体、繁体の中国語、

韓国語、タイ語、フランス語に対応しておりまし

て、スマートフォンの言語設定に応じて言語が切り

替わるようになってございます。 

 また、１回の利用時間及び１日の利用回数も、平

常時の１回60分、１日の利用回数10回から、災害時

には１回15分、１日の利用回数が無制限に替わるこ

ととなってございます。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 ネットが切断されない限り、回数

制限なく利用できるのは安心しました。そして、フ

リーＷｉ－Ｆｉ画面の多言語化も実施されているの

もよかったです。しかし、ホームページのほうの多

言語化はまだ対応されていないようにお見受けしま

す。 

 さきに言いましたが、霧島市では外国人観光客に

は、不安の中でもとにかく自分自身で情報収集でき

るよう自助活動の支援にと、ホームページの多言語

化を取り入れておりました。 

 また、東京都はさらに踏み込んで防災単独のホー

ムページを開設していて、ハザードマップや一時滞

在施設、変化する情報など、外国人観光客もそのま

ま言語を切り替えるだけで、地元住民と同じ情報を

見ることができるようになっております。 

 網走のホームページも、避難所などが掲載されて

いる部分だけでも多言語化できないでしょうか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在の市の公式サイトで
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の多言語表記の状況については、御指摘のとおり、

ごく一部を英語で紹介するページを持っているだけ

ということでございますが、国土交通省、観光庁が

監修をしております訪日外国人向けの災害時情報提

供アプリＳａｆｅｔｙ ｔｉｐｓというものがござ

いますが、緊急地震速報や津波警報、気象特別警報

などを多言語により、プッシュ型で通知をする仕組

みを構築をしてございます。また今月６日からは、

地方自治体がテレビやラジオなどを通じて発信をす

るＬアラートでの防災情報を他言語で提供する機能

も追加をされました。 

 Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓは避難行動を示した対応

フローチャートや、周りの人から情報を得るための

コミュニケーションカードなども提供されておりま

すことから、当市としましては、訪日外国人への防

災情報の提供はこのアプリを活用することとし、今

後も訪日外国人が安心して旅行を楽しめるよう、情

報提供環境の整備に努めてまいりたいというふうに

考えてございます。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 それでは最後に１点、観光施設や

宿泊施設では、もう当然外国人観光客にも避難誘導

や声かけなどしますが、施設と市役所の連携とかは

ふだんはどうやってとっているか、何か決まり事と

かありますでしょうか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今、事業者等との連携に

ついては、まだ不十分かなというふうには考えてお

りますけれども、平成26年の10月に国土交通省観光

庁では、訪日外国人旅行者の安全確保のための手引

というもので対応指針を示してございます。 

 この指針では、災害発生後の訪日外国人旅行者へ

の支援に関する自治体や観光施設等の管理者、宿泊

施設事業者など、各主体の基本的な役割が例示をさ

れております。外国人旅行者の安全確保に向けて

は、各主体がお互いの役割を十分理解した上で、平

常時から支援に向けた準備に取り組むことが重要で

あるというふうに認識をしておりますし、災害発生

時には自治体をはじめ、観光協会や観光施設管理

者、宿泊施設事業者などが連携をして避難情報の提

供、避難誘導、帰宅支援体制等の支援を確保するこ

とが求められると認識をしております。 

 市では、先ほど答弁をさせていただきましたＳａ

ｆｅｔｙ ｔｉｐｓなどの外国人支援ツールなどに

ついて、観光施設管理者や宿泊施設事業者などと情

報共有に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 外国人観光客の方が災害弱者にな

ることは改めて認識いたしました。タイムリーで正

確な災害情報や今後のお役立ち情報など、誰でも検

索できるようホームページの多言語化を取り上げま

した。 

 全国都市問題会議で何度も言われたのは、防災対

策の鍵は、「今あるものを生かす」だそうです。網

走のローカル情報の発信の形にこだわりはないの

で、ホームページのほかに、今言われましたＳａｆ

ｅｔｙ ｔｉｐｓですか、そういうものもあります

ということですので、こだわりはないので、ホーム

ページのほかに、市民にも外国人観光客にも生かせ

る方法があるなら、それらもこれから研究検討して

いただきますようお願いして、質問を終わります。 

○井戸達也議長 永本浩子議員。 

○永本浩子議員 －登壇－ おはようございます。

公明クラブの永本でございます。 

 質問に先立ちまして、12月４日アフガニスタンで

医療のみならずかんがい事業などの人道支援に生涯

をささげ、志半ばにして凶弾に倒れた中村哲医師の

貴い生涯に心から尊敬と哀悼の意を表します。 

 それでは、さきに通告させていただきました３項

目について質問をさせていただきます。 

 初めに、エキノコックス症の周知についてお伺い

いたします。 

 最近市街地へのキツネの出没が増えているように

思います。私の町内会は市民会館の周辺地域です

が、キツネを見かけたという話が出ており、つくし

ケ丘に住んでいる友人からも話がありました。 

 市のほうで把握しているキツネの出没状況と、そ

の対応策についてお伺いいたします。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 市街地におけるキツネの

出没状況でありますが、市街地全般に出ている状況

でありまして、市民から情報や相談が寄せられてい

るところでございます。 

 市民からの相談については、ここ数年は毎年延べ

20件前後ございまして、年々少しずつ増加する傾向

があります。 

 出没するキツネへの対応策ですが、市街地では銃

器を使用することができないため、箱わなを設置し

て捕獲し駆除を行っております。箱わなの設置につ
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きましては、キツネがわなにかかっている状態であ

ると、子供は手を出したりするなどの危険性が考え

られるため、公園や道路上での設置は行っておりま

せん。そのため、設置に当たりましては、相談者の

協力を受けまして、個人宅の庭先に設置させていた

だきまして、キツネがわなにかかったときは市に連

絡をいただくという形で対応をしております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 その箱わなで捕獲をするというこ

とで、個人宅の庭先だと子供さんが触れたりという

ことはないのでしょうか。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 そこにつきましては、で

きるだけ子供さんが手を出さないようなところでで

すね、そこに配慮しながら設置をしているというと

ころでございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 その辺の配慮をよくしていただき

ながら、箱わなで捕獲された件数というのは把握さ

れているのでしょうか。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 市街地で捕獲してる数で

ございますけれども、平成29年度では７件、平成30

年度で８件、今年度につきましては多くて、10月ま

でで14件ございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 やはり少しずつですけれども、増

えているという状況を確認させていただきました。 

 このキツネに関して一番気をつけなくてはならな

いのは、やはりエキノコックス症だと思いますけれ

ども、近年のエキノコックス症の発症状況を全国、

道内、網走近隣に分けて教えていただきたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 近年のエキノコックス症

の発症状況についてでありますが、北海道感染症情

報センターによりますと、平成26年から５カ年の発

症数は全国で129件となり、このうち94.6％に当た

る122件を北海道が占めているところでございま

す。 

 発症報告といたしましては、札幌保健所管内の47

件を最大に、函館保健所管内の11件、帯広保健所管

内の９件、旭川保健所管内及び北見保健所管内の８

件と続いており、網走保健所管内は４件、紋別保健

所管内は２件といった状況でございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 私も調べてみましたら、本当に毎

年毎年患者が出ているという状況が続いておりま

す。 

 このエキノコックス症なのですけれども、先ほど

お話があったように、ほとんど94.6％、ほとんどが

北海道ということで、基本的には北海道内に限られ

たもので、本州の方はその名前も知らない方がほと

んどだと思います。 

 私も網走生まれの網走育ちなのですけれども、大

学から東京に行って10年前に網走に戻ってくるま

で、全く知りませんでした。つい先日、先ほど言っ

たつくしケ丘の友人が、我が家にキツネがやってき

ました。近づいても逃げないから人間なれしていま

すねというコメントとともに、キツネの写真をメー

ルで送ってくれました。慌ててエキノコックス症と

いう怖い病気があるから、キツネを触ったり、えさ

をあげたりしないように、野菜や果物もよく洗って

食べるようにと返信いたしました。この方は息子さ

んが東京農大に入学したことがきっかけで、御夫婦

で本州から網走に移住してこられた方です。網走

も、農大生もたくさん来てくれて、また本州から移

住してきてくれた方も増えているかと思います。 

 特定健診の項目にエキノコックス症の検査は入っ

ていますが、よくわかっていない人も多いのではな

いかと思います。私自身も友人に教えるためにもう

一度よく調べてみて、エキノコックス症の怖さを改

めて知りました。よく御存じの方もいらっしゃると

は思いますが、もう一度確認してみたいと思いま

す。 

 エキノコックス症とは、サナダムシの一種である

エキノコックスという寄生虫がいて、自然界では主

にキツネと野ネズミに寄生しています。成虫はキツ

ネの腸に寄生して卵を産み、その卵がふんと一緒に

排泄され、野ネズミが木の芽などと一緒にこの卵を

食べると、野ネズミの体内で卵がかえって幼虫とな

り肝臓に寄生します。この野ネズミをキツネが食べ

るとキツネの腸の中で幼虫は成虫になり、同じこと

が繰り返され、通常はキツネと野ネズミの間の食べ

る、食べられるという間でエキノコックスは生きて

います。しかし、ここに人間がエキノコックスに汚

染された山菜や果物、沢水などを直接口にしたり、

卵が付着した手や指を介して卵が体内に入ると、野

ネズミと同じように人間の体内で卵がかえって幼虫

となり肝臓に寄生します。エキノコックスが寄生し
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ても、すぐには自覚症状が現れず数年から10数年の

潜伏期間があり、肝機能障害が現れ、放っておくと

肺や脳に転移して亡くなることもある怖い病気で

す。 

 もともとは1924年からの３年間に、中部千島の新

知島から礼文島に人為的に持ち込まれたキツネに寄

生していたものと考えられており、エキノコックス

の知識がなかった当時は、礼文島の人口１万人のう

ち300人前後が発症し多くの住民が亡くなりまし

た。現在では、北海道全域に感染の拡大が確認され

ており、北海道全域の約40％のキツネが感染してい

ることも確認されております。 

 万が一感染すると、寄生虫が体内で無制限に増殖

することと治療に有効な薬剤がないために、手術で

エキノコックスを取り除くしかありません。しか

し、寄生部位によっては切除が困難なこともあるの

で、まずは加熱や水洗いによる予防、そして早期発

見、早期治療が大事であり、感染の有無は血液検査

でしかわかりません。 

 市といたしましても、エキノコックス症とはどの

ようなもので、なぜ検査が必要かをいま一度周知す

る必要があるかと思いますがいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 エキノコックス症の周知

の必要性についてでありますが、市民はもとより移

住者や観光客に対しまして、エキノコックス症がど

のようなものであるか、さらには感染の経路や予防

に関する周知が必要であると認識をしております。 

 また、感染しても10数年自覚症状がなく、症状が

出るころには悪化している可能性があるため、早期

発見を目的とした検査も大切であると考えていると

ころでございます。 

 当市における検査につきましては、年３回のミニ

ドック検診、年２回のエキノコックス症検査を実施

しておりますが、市民に対しましてはホームページ

や市広報誌への掲載、全戸配布のみんなの健康や保

健センターだより、また２種混合予防接種の勧奨の

際のチラシ同封などで周知をしているところでござ

います。 

 今後、エキノコックス症に関すること、さらには

検診の必要性につきまして、周知の充実に努めてま

いりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 長く網走に住んでいらっしゃる方

も先日この話をしたら、もう何年も検査を受けてい

ないので改めてやっぱりしなくちゃねという話にも

なりましたし、藻琴のほうで話をしたときは、キツ

ネもたくさんいるよという話にもなりましたので、

ぜひいま一度詳しい内容の周知をどこかで心がけて

いただきたいと思います。 

 特に農大生に関しては、４年間網走に住んでい

て、万が一その期間に感染をしたとしても、地元に

戻ったり、ほかの地域で就職をしたりした場合に、

５年10年たったときに発症しても、本州のほうでは

このエキノコックス症の検査自体が余りないと思い

ますので、このエキノコックスに関するこの知識を

まず知っておいていただく、そしてまた本州に戻る

際には、一度検査をしてから戻ってもらうぐらいの

取組が必要なのではないかと思いますけれども、こ

の点に関してはいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 農大生に対する周知でご

ざいますけれども、潜伏期間が10数年と長く、帰郷

や就職などで網走を離れた後の検査は必要であると

いうふうに考えております。野生動物への関りです

とか、エキノコックス症の潜伏期間や検査の必要性

などを、在学期間を活用いたしまして周知方法につ

いて工夫してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひお願いいたします。 

 そしてまた周知方法の一つとして、市のホームペ

ージがあると思いますが、今回網走市のホームペー

ジと札幌市、北海道のホームページを比べてみまし

た。エキノコックス症の説明は北海道のホームペー

ジが一番わかりやすいと思いました。先ほどの説明

はほとんど北海道のホームページの引用です。 

 網走市のホームページは終宿主、中間宿主という

専門用語が使われていて一般の方にはわかりづらい

かと思いました。また、網走市のホームページは５

年に一度は血液検査を受けましょうという一文だけ

ですが、北海道のホームページは、北海道での生活

が５年以上で検診を一度も受けたことがない方や、

５年以上検診を受けていない方、特にキツネに触れ

たことのある方や野ネズミを捕食したことのある犬

の飼い主など、感染のおそれのある方は各市町村が

実施する健康診断を積極的に受診しましょうという

ように、具体的に書いてあるので、私も今までは受

けていませんでしたが、網走に帰ってきて10年たつ

ので今度は受けてみなくてはと本当に思いました。 

 また、札幌市のホームページでは、予防方法や住
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宅地でのキツネ対策、犬の飼い方まで具体的に載っ

ています。網走の予防方法には汚染地では川水や井

戸水を飲まない。汚染地では犬など放し飼いにしな

いとありますが、汚染地とはどこなのかが全くわか

りません。 

 今回ホームページの記載内容も見直して、市民の

誰もがわかりやすい内容に充実させていただきたい

と思いますが、この点はいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市のホームページの内容

の充実についてでありますが、議員御指摘のとお

り、エキノコックス症に関するホームページの内容

につきましては、情報量や用語の使い方など見直す

べき点があると考えております。 

 今後、北海道等の掲載内容を参考といたしまし

て、市民はもとより誰もがわかりやすい内容に整理

させていただくとともに、厚生労働省や北海道、さ

らには北海道感染症情報センターのホームページと

リンクさせるなど、利用しやすく見やすい内容に更

新してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは次に、２項目めの民生委員協力員制度に

ついて質問をさせていただきます。 

 民生委員児童委員の任期は３年で、今年の12月１

日で改選になったところだと思います。今回の改正

に伴い、なり手の確保状況や年齢、男女の比率な

ど、網走市の状況はどのようになったのでしょう

か。また、全国全道と比べるとどういう状況なのか

お伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 民生児童委員の現状につ

いてでありますが、今年度令和元年12月１日から令

和４年11月30日までの３年間を任期とする一斉改選

を行ったところであります。 

 状況につきましては、全体定数106名に対し98名

に委嘱、８名が欠員となっており、内訳でございま

すけれども、民生児童委員は定数94名に対し86名に

委嘱、８名が欠員、新任率は20.9％、主任児童委員

につきましては、定数12名に委嘱し新任率は25％と

なっております。男女の比率につきましては、全体

で男性が56.1％、女性が43.9％となっており、内訳

につきましては、民生児童委員が男性60.5％、女性

39.5％、主任児童委員は男性が25％、女性が75％と

なっております。平均年齢は全体で63歳、民生児童

委員は64.8歳、主任児童委員は49.8歳となっており

ます。 

 全国の委嘱状況は未公表でありますけれども、公

表されている政令市を除く全道の委嘱率と男女比率

につきましては、委嘱率が当市を3.1ポイント上回

る95.6％、男女の比率は男性が当市を10.1ポイント

下回る46％、女性が当市を10.1ポイント上回る54％

となっております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 全国的なものから見ると、網走の

ほうが男性のほうが多く、充足率はほぼ変わらない

状況かと思います。 

 年代別にはどういった年代の方が多くなっている

のでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 網走市の年代ごとの割合

でございますけれども、30代が２％２名、40代が

11.2％11名、50代が13.3％13名、60代が43.9％43

名、70代が29.6％29名といった状況でございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 やはり60代、70代の方が大変頑張

っていただいているのが現状ということで、今回８

人の欠員が出て、次の３年後ということを考えると

大変厳しい状況で、多分定年も少し延ばしながらや

ってくださっている方もいるかと思います。 

 ６年後の2025年には団塊の世代の方々が全員75歳

以上となり、網走市も超高齢化時代を迎えます。見

守りを必要とする独居老人も増え、お世話する人よ

りもされる人のほうが圧倒的に多くなることが予測

されますが、市としては今後の課題をどのように捉

えているのでしょうか、見解をお伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 担い手不足など今後の課

題についてでありますが、少子高齢化の進展、核家

族化や単身世帯の増加などにより、地域課題の複雑

化や相談の多様化、さらには地域住民のつながりの

希薄化などに伴い、民生委員の役割や負担が増大す

るとともに、前回改選時から欠員が生じております

けれども、今後におきましても人材の確保が課題に

なるものと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 網走のみならず全国的にも民生委

員のなり手不足が課題となっておりますが、一部の

自治体では民生委員協力員制度を設けて、民生委員

の負担軽減と次の地域福祉の担い手の発掘につなげ
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ております。 

 例えば兵庫県では、今から29年前の1990年に民生

委員を支えるボランティアとして協力委員を制度化

し、民生委員１人につき２人まで配置して、サロン

活動への協力や高齢者宅の訪問、住民の生活状況の

把握などを行っております。 

 兵庫県伊丹市では、2017年時点で民生委員246人

と協力員415人が活動しており、支援が必要な住民

を協力員が把握したら速やかに民生委員に伝えて、

民生委員が対応するという連携で、民生委員の自宅

から離れた地域の状況は把握しにくいけれども、協

力員から情報をもらえるだけでも助かっているとい

う声も聞かれております。また、民生委員になるま

で15年近く協力員を務めた方は、協力員をやってき

たので顔見知りのお年寄りも多く、スムーズにスタ

ートできたと言われております。 

 2014年からスタートした千葉市では、約130人の

協力委員が活動しており、民生委員の約１割が協力

委員の支援を受けております。千葉市で多いのは、

長年民生委員を務めた方が新任の民生委員を引き継

ぐに当たって、慣れるまで大変だからと協力委員を

引き受けて顔つなぎをしてくれるといったケースで

す。 

 また全国的にも女性の民生委員が増えており、網

走の場合は男性のほうがまだ多い状況ですけれど

も、全国的には女性が６対４の割合で増えておりま

す。女性が単身で、一人で単身の男性世帯を訪問す

るのは抵抗があり、事件や事故につながりかねませ

ん。これは反対に、男性の民生委員にも言えること

で、異性の協力員にサポートしてもらえれば活動が

スムーズになるのではないでしょうか。 

 また、民生委員自身が高齢化して体調を崩してし

まったり、家族の介護をしなくてはならなくなった

り、仕事を持っている方は忙しくてなかなか活動が

できないこともあるかと思います。 

 民生委員よりは責任が軽い協力員だからといって

簡単に協力員が見つかるとは思ってはおりません

が、先ほどの兵庫県や千葉県だけでなく、静岡県や

広島市、相模原市、新潟市、青森県の弘前市、八戸

市など多くの自治体で導入されてきております。 

 網走市もこの協力員制度の導入を検討する価値は

大いにあると思いますが、いかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 民生委員協力員制度の導

入についてでありますが、民生委員の負担軽減と新

たな地域福祉の担い手の掘り起こしを目的といたし

まして、民生委員の活動を補佐する民生委員協力員

制度を導入する都道府県や自治体が増えていること

は承知しております。 

 北海道民生委員児童委員連盟によりますと、現在

北海道における導入事例はないとのことであります

が、調査検討を行っている状況と聞いております。 

 仕事を持つ民生委員の負担軽減、旧民生委員の新

任の補佐役として選任することで円滑な引き継ぎが

可能となるといったメリットがありますが、民生委

員協力員の立場や個人情報の取り扱いなど、整理を

必要とする事項も想定されるところでございます。 

 今後、他自治体の動向を注視するとともに、北海

道民生委員児童委員連盟網走市支部と意見交換を行

いながら、人材確保や制度導入につきまして研究し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 いろいろなプライバシーの問題と

か、課題も多いことももちろんわかっております

し、このことで100％解決するとは思っておりませ

んけれども、３年後、６年後ということを考えたと

きに、何かやっぱり手を打っていかなければ、この

民生委員制度自体も崩れていってしまうのではない

かなと思っておりますので、ぜひ前向きな検討をお

願いしたいと思います。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

午前10時58分休憩 

午前11時08分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 永本議員の質問から。 

○永本浩子議員 それでは、次に３項目めのあらゆ

る暴力から子供を守るためについて質問させていた

だきます。 

 先月11月は児童虐待防止推進月間であり、オレン

ジリボン運動として、全国で児童虐待防止に関する

運動が様々な形で展開されたところです。 

 私も街頭演説で子供を守る児童虐待防止対策の強

化を訴えさせていただきました。しかし、痛ましい

虐待事件は後を絶たず、厚生労働省によりますと、

2018年度に全国の児童相談所に寄せられた虐待の相

談件数は、前年度より２万件以上増えて15万9,850

件となり過去最多を記録、また、2017年度に虐待で

命を落とした子供は心中13人を含め65人となってお
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ります。 

 網走市に関しては、本年６月議会での川原田議員

の質問に対する答弁の中で、養護・虐待に関する相

談件数が61件であるとか、未然防止対策としてアン

ケートの実施や虐待予防検討会、個別ケア会議の開

催など、子育て支援課と健康推進課が連携した防止

対策に努めてまいりたいとの答弁をいただいたとこ

ろです。 

 では、実際に虐待が行われたという案件は今何件

あるのか、そして虐待を受けた要保護児童への対応

体制はどのようになっているのでしょうかお伺いい

たします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 児童虐待の件数について

でありますが、今年度における11月末現在の虐待・

養護に関する相談は延べ27件あり、このうち虐待に

関する相談は21件であります。内訳につきまして

は、身体的虐待16件、性的虐待１件、ネグレクト４

件となっております。 

 当市における要保護児童への対応体制についてで

ありますが、各種相談に対応するため家庭児童教育

相談室に３名の相談員を配置するとともに、子育て

支援課の職員が情報収集や安否確認、さらには関係

機関との連絡調整により、ケース検討会議や情報共

有会議を開催することとなります。 

 また、北見児童相談所におきましては、地区割り

で複数の市町村を担当しておりますけれども、網走

市の担当者につきましては虐待相談１名と各種相談

１名が配置され、必要に応じて訪問による面談など

を行っているところでございます。 

 今年度の虐待・養護を含めた事案の対応状況であ

りますが、訪問等による安否確認や面談が32回、会

議開催が10回、児童相談所に一時保護された児童は

10名となっております。 

○井戸達也議長 永本委員。 

○永本浩子議員 やはり網走でも、こういった虐待

事案が結構あるのだなということを確認させていた

だきまして、胸が痛む思いでございます。 

 今、部長のほうからもお話がありましたけれど

も、子育て支援課のほうで、そういった対策会議の

連絡調整等をするということでしたけれども、残念

なことに要保護児童を抱える保育士さんから、市役

所が主体となって開催する要保護児童対策地域協議

会が、問題が起きて開催を要望してもなかなか開催

してもらえない、また開催されても事前の資料がつ

くられていないことが多いとの御相談をいただきま

した。 

 子供を取り囲む状況は刻々と変化しております。

その子供と直接触れ合っている現場から、開催が必

要ですとの要望が来ているのに、なぜ開催されない

のでしょうか。虐待の案件が子供の虐待死にまで至

ってしまう大きな原因は、正しい情報共有の遅れと

一時保護などの判断の遅れだと思います。 

 網走市の場合、幸い虐待死にまで至った例はまだ

ないかもしれませんが、いつ最悪の状況になっても

おかしくないのが虐待事案です。そうなる前にスピ

ーディーな対応ができるよう、市の対応体制の強化

が必要だと思いますが、この点はいかがお考えでし

ょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市の対応体制の強化及び

関係機関との情報共有についてでありますが、議員

御指摘のとおり、会議の開催の遅れや資料の作成に

つきましては、関係者から厳しい御意見をいただい

ており、重く受け止めているところでございます。 

 要保護児童に関する事案につきましては、関係機

関における速やかな状況把握と情報共有が必要とな

るため、遅滞のない会議開催が必要と考えておりま

す。さらに、児童虐待が疑われる場合は、早期対応

が必要となりますが、判断の誤りや遅れにより全国

的に痛ましい事件につながる事案が相次いでいるこ

とも事実であります。 

 現在におきましては、担当者が安易に判断するこ

となく、相談や要望等を受けた場合には面談記録や

電話受領による報告を徹底し、複数の職員による情

報共有と協議を進め、児童相談所と連携を図りなが

ら遅滞なく業務を行うよう指示しているところでご

ざいます。 

 また、会議における資料でありますが、緊急的に

会議を招集する場合につきましては、十分な内容の

資料を作成することができない場合がありますが、

関係機関との正確な情報共有や円滑な会議運営を図

るため、今後可能な限り情報収集を行い、資料提供

に努めてまいりたいと考えております。 

 今後、要保護児童の対応につきましては、業務の

見直しや職員相互の連携による体制を図り取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 先ほどお聞きしただけでも、身体

的虐待が16件、性的虐待が１件、ネグレクトが４件
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ということで、これは相談があった件数ということ

で、相談にまで至らない事案もこの奥に隠れている

かと思います。こういったことを現場で触れている

保母さんとか保育士さんとか、また学童の方とか、

そういったところからの、やはりぜひ開催してもら

いたいという声には本当に敏感に対応していただき

たいと思います。 

 この具体的な強化策というのは、何か具体的に考

えていらっしゃるようなことというのはあるのでし

ょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 具体的な対応、体制強化

といったことでございますけれども、まずは課、係

内職員による情報共有、これはしっかり行うといっ

たことが１点と、また担当職員に任せっきりにする

ことなく複数の職員が関わり意見交換を行うこと

で、遅滞のない適切な対応につながるものと考えて

おりますので、この部分はしっかり進めていきたい

というふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひ担当の方一人で抱え込むよう

なことがないように、そういった体制づくりをきち

んとしていっていただきたいと思います。 

 そしてまた、この情報共有という点で京都府南丹

市では、子育て支援課が地域からの相談や通告を受

けて、保育所、幼稚園、小中学校など児童が所属す

る機関や児相、保健所、警察などの関係機関と連携

し、児童に関する報告を電話で受けて記録し、児童

の出欠状況を紙で持参してもらい資料にまとめてい

ましたが、より迅速な対応をするためにＩＴを活用

した情報共有システムを検討し、５年間無料でクラ

ウドサービスが利用できる民間企業の児童虐待防止

特別プランを５カ月間の試験導入を経て、本年７月

から本格導入いたしました。 

 導入の効果としては、対象児童の欠席の状況や児

童の様子、家庭訪問の記録がタイムリーに共有され

るようになり、共通理解のもと迅速な対応ができる

ようになった。また、対象児童の兄弟がいる保育所

や教育機関にも、相互の情報にアクセス権を付与し

連携がとりやすくなった。これまで紙で集めていた

定期情報は、現場からの画面入力で完結できるよう

になったため、取りまとめにかかる時間がほぼゼロ

になったなど、試験運用の段階で職員の事務作業が

省力化し、状況把握の取り違いや思い違いがなくな

り、的確な対応ができるようになったと南丹市はコ

メントしております。 

 南丹市以外にも、埼玉県の自治体が今導入を検討

しているようでございます。 

 網走市におきましても、職員を削減しながら財政

の立て直しに取り組んでいる最中でもございますの

で、職員の方の負担をできるだけ減らしながら効率

のよい仕事ができるように、ぜひこういった導入を

検討していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ＩＴを活用した情報共有

システムの導入についてでありますが、児童虐待に

つきましては、発生予防、早期発見、また発生時の

迅速、的確な対応が必要となり、対応に当たりまし

ては、関係機関における速やかな状況把握と情報共

有を行い、適切な支援につなげることが重要となり

ます。現状では電話、メール、訪問のほか、必要に

応じて開催する会議で情報共有を行っております

が、迅速で適切な支援につなげるためには、業務を

効率的に進めることも課題と考えております。 

 ＩＴの活用につきましては、要保護児童の情報を

一元的に管理できるため、関係機関におきましては

速やかに情報を取得できるといったメリットがある

一方、道内においても児童相談所と市町村との情報

共有システムが導入されていないこと、またセキュ

リティーや閲覧制限といった課題も想定されるた

め、関係機関の意見を踏まえ実用性について研究し

てまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 まだまだセキュリティーの面等、

絶対に漏らしてはいけない情報もたくさんあります

ので難しい課題もあるかと思いますけれども、実際

導入が始まっているということで、そういったとこ

ろの先進自治体の動向等もぜひ注視しながら、関係

機関の皆さんとよく相談を進めていただければと思

っております。 

 次に、子供を守る体制も大事ですが、子供自身が

あらゆる暴力から自分を守る力を養うことが最も大

切になってくると思います。 

 ６月議会の答弁では、虐待防止の教育ということ

で様々な取組が紹介されておりましたが、その中に

なかったものとして、Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ 

Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ、頭文字をとってＣＡＰの導

入を提案したいと思います。これは子供へのあらゆ

る暴力を防止するという意味で、子供が自分の心と
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体を大切に生きていくための人権意識を育てるとと

もに、いじめや誘拐、虐待や性暴力などの様々な暴

力に対して、何ができるかを具体的に伝える教育プ

ログラムです。今から40年も前の1978年、アメリカ

のオハイオ州で起こった小学生レイプ事件をきっか

けにレイプ救援センターで開発されたプログラム

で、その後全米、全世界に広がり、日本には1985年

に紹介され、日本各地でスペシャリスト養成講座が

開かれて全国に広がり、現在160のグループが活動

しております。 

 私も先日、ＣＡＰオホーツクが主催する大人向け

公開ワークショップに初めて参加いたしました。暴

力にはどんなものがあるのか。暴力を受けたときの

気持ちはどんな気持ちになるのかなど、参加者から

引き出す形で進められ、いじめに遭ったときの気持

ちや負けない方法などを簡単な劇を見たり、劇に参

加したりしながら一緒に考え、楽しく学んでいく中

で、誰でもみんな安心して生きていく権利、自信を

持って生きていく権利、自由に生きていく権利があ

ることを学びます。プログラムは、子供ワークショ

ップの中には就学前向け、小学生向け、中学生向け

があり、大人ワークショップは教職員向け、保護者

向けがあります。 

 大人ワークショップでは、子供が勇気を出してい

じめや性暴力に遭っていることを打ち明けてくれた

とき、最初にどんな言葉をかけたらよいのか。どう

受け止めてあげたらよいのかなど、子供を二重に傷

つけないためにとても大切な内容も学ぶことができ

ます。子供たちが一度でもこうしたワークショップ

を受けていれば、その後の人生に必ずプラスになる

と思いました。 

 未成年の自殺率が全国で最も高い長野県は県をあ

げてＣＡＰの導入に取組、昨年度は県内の小中高校

など45校2,018人がワークショップを受け、2001年

からの総計は県内で２万7,669人の子供たちが受け

たそうです。また、上田市や安曇野市などは自治体

でＣＡＰワークショップの予算を確保しているそう

です。道内でも函館や江別、恵庭市など、網走で一

部の小学校や幼稚園で行ったことがあるようです。 

 このたび網走市いじめ防止基本方針が策定され、

いじめ防止に本格的な取組を開始した今だからこ

そ、ぜひ網走市全体でＣＡＰの導入をお願いしたい

と思いますがいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 学校教育におきましては、

各学校で教育活動全体を通して行う道徳教育や人権

に関する学習を行う中で、自分自身を守る力を身に

つけることの必要性についても指導を行っておりま

す。また、市内の学校には人権擁護委員などを講師

にお招きし人権教室を開催、子供の権利について体

験的に学ばせている学校もございます。 

 子供の権利などに関する学習内容は、児童生徒の

実態や発達の段階に応じて選択することとなりま

す。 

 自分自身を守る力を身につける学習におきまして

も、指導資料を活用したりグループ協議も取り入れ

たりしながら、学習の充実を図るよう指導助言を行

ってまいりたいと考えております。 

 また、大人が虐待防止や子供理解の在り方などに

ついて学ぶことも重要なことであると考えておりま

すので、ＰＴＡ研修会などの充実に向けて、こうい

った情報提供に努めてまいりたいと思います。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 網走もいろいろな角度で、このい

じめ防止に関しては取り組んでくださっていること

はよくわかっているつもりでございます。ただ私も

今回初めて自分自身が参加してみて、本当にこうい

った形でやっていただけると、子供たちの中にもそ

ういった権利に対する意識、また、いじめに負けな

い、いじめないということが身につくのではないか

なと思いましたので、ぜひ教育関係の方からまず自

分自身がこのワークショップをぜひ一度受けてみて

いただいて、体験をしていただければと思っており

ます。 

 次に、子供たちが悩みを相談する身近な存在とし

て、スクールカウンセラーが大切になってくると思

います。 

 現在、網走では数名のカウンセラーさんが各校を

巡回する形で行っていると思いますが、本来なら１

校に１人が理想だと思います。スクールカウンセラ

ーの増員に対する市の見解をお伺いいたします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 現在市内小中学校に配置し

ているスクールカウンセラーは、道費負担による３

名と市費で１名を配置し、各学校を巡回している状

況でございます。 

 さらにカウンセリングを受けることのできる時間

を増やすため、道費負担分以外の時間を市費で予算

措置し対応しているところでございます。 

 スクールカウンセリングの内容の主なものは、不
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登校、問題行動、悩み相談が多く、児童生徒の対応

に関する先生の相談もございます。問題解決のため

カウンセラーに関わる案件が多くなってきていると

ころではございますが、カウンセリングを必要とす

る児童生徒にとって、より多くの機会を得ることが

できるように、学校との連携、調整を密に図りなが

ら対応してまいりたいと思います。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 網走市としても、市費を使って１

人増員しているということで、市としても努力して

いただいていることはよくわかっておりますので、

さらに予算をつけていただければ、１名ずつでも増

やしていただければと思っております。 

 最後に、いじめや虐待というと、どうしても被害

者のほうに目が向きがちですが、いじめや虐待など

の暴力を根絶するためには、加害者の更生が大切だ

と考えます。たとえ一時保護で子供を守ったとして

も、加害者が変わらなければ同じ悲劇が繰り返され

ます。更生に有効なのはカウンセリングだと思いま

す。カウンセリングに関しては、世界から見ると日

本自体がかなり遅れている状況ですが、徐々に普及

しつつあると思います。 

 網走ではまだまだこれからですが、このたび設置

されるいじめ問題専門委員会の構成メンバーには、

国の基本方針により、法律、医療、心理または福祉

に関する専門的な知識を有する者とあります。心理

に関する専門的な知識を有する心理カウンセラーや

臨床心理士の育成に市としてもぜひ力を入れていた

だきたいと思いますが、この点はいかがでしょう

か。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 加害者の更生のためのカ

ウンセリングと心理カウンセラーの育成についてで

ありますが、虐待などの再発を防止するためには加

害者に対するケアが重要となるため、児童相談所に

おきましては、心理治療やカウンセリングに関する

専門的な判定員や嘱託医が配置されているところで

ございます。 

 心理カウンセラーや臨床心理士の必要性につきま

しては、今後の事案の対応状況や関係機関の意見を

踏まえ研究してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 いじめをしてしまう子供も心の中

に深い闇を持っているかと思いますし、また、虐待

をしてしまう親御さん、大人もやはり成長過程で愛

情不足とか様々な問題を抱えながら来た方が多いの

ではないかと思います。また、児相の中のカウンセ

ラーというと、その児相に対する拒絶感ということ

でなかなか難しい面もあるかと思いますので、民間

のカウンセラーなどが増えてくることが望ましいか

と私は思っておりますので、ぜひそういった点で力

を入れながら、これから検討、研究していっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 私の質問は、以上で終わらせていただきます。あ

りがとうございます。 

○井戸達也議長 近藤憲治議員。 

○近藤憲治議員 －登壇－ それでは私からも、通

告に従いまして順次質問をさせていただきます。 

 まず最初に、令和２年度の予算編成方針について

でございます。 

 来年度の予算編成方針を伺う前段として、まず当

市の財政状況について改めて確認をさせていただき

たいと思いますが、９月の定例会でも様々な議論が

あったところですが、平成30年度決算をもとに財政

の健全度をはかる各種指標を見てみると幾つか気に

なる点がございます。例えば、経常収支比率は

97.4％で、平成25年度決算の91.6％や平成26年度決

算の93.2％と比較すると高止まり感がございます。 

また、実質公債比率も15％だったものが29年度は

16.4％、30年度は17.2％となっております。 

 一方で、令和２年度の予算編成方針に添付をされ

ております平成31年度から令和５年度の中期財政見

通しを見させていただいても、５年間で29億円の収

支不足を見込まれております。起債償還の様々なタ

イミング等もありながら、単年度で黒字決算を継続

してきていることもありますし、また、市の広報誌

の中では、各指標においては健全度をクリアしてい

るというような表現もあり、大変難しい財政のかじ

取りをされている状況というふうに私自身は受け止

めておりますが、当市財政の現状を改めてお示しを

いただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 平成31年度当初予算で見

込みました歳入環境をもとに新たに試算をいたしま

した中期財政収支見通しでは、約29億円の収支不足

と見込んでございます。 

 近年上昇傾向にある経常収支比率は、依然として

高い公債費や最近の労働者不足や賃上げにより、委

託業務の労務単価が上昇傾向にあることが影響して
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おります。 

 同じく上昇傾向にある実質公債費比率でございま

すが、人口減少により指標の試算で分母となる標準

財政規模に含まれる普通交付税額が減少しているこ

とと、以前に比べて交付税措置率の低い公債費の割

合が増えてきていることが影響してきてございま

す。 

 ここ数年の財政状況は危機的な状況は脱したもの

の、意を用いて財政運営に心がけなければならない

というふうに認識をしております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今、意を用いてという御答弁ござ

いましたけれども、そこに少し関わり合いがある部

分だと思いますが、債務をこれからまだ圧縮をして

いかなければならない一方で、公共施設の更新時期

も迎えております。それらを計画的に順に進めてい

かなければならない状況でございますが、庁舎につ

いては特別委員会の中で議論がなされておりまし

て、個別には伺いませんけれども、立て続けとなる

公共施設の更新と債務の圧縮、これらをバランスよ

く進めて財政の持続可能性を担保していく必要があ

るというふうに考えておりますが、予算編成方針内

でも公共施設の更新については、予算要求に当たっ

ては利用実態、今後の利用予測、周辺エリア施設の

利活用、トータルコストなどを十分に分析検討する

とともに総量の縮小を基本とすることとしていると

ころですが、立て続けとなる公共施設の更新と債務

の圧縮をどのような考え方で進めていくのか、改め

てお示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 債務の圧縮につきまして

は、厳しい財政状況ではございますが、市債残高は

ピーク時の平成14年度末の534億円から30年度末に

は333億円まで減少いたしました。 

 同様に、国が今年度全額措置をする臨時財政対策

債は８億円しか含まれていなかったわけですが、30

年度末では76億円が含まれており、これを除く実質

的な建設事業の市債で比べますと、残高は250億円

程度とピーク時の半分以下になったと言えるという

ふうに考えております。 

 また、財務状況の悪かった市有財産整備、網走港

整備、能取漁港整備の３つの特別会計は、平成14年

度末に３会計で56億円の赤字を生じておりましたけ

れども、平成19年度に市有財産整備特別会計の赤字

を解消し、残りの網走港と能取漁港の２つの会計の

赤字も平成30年度末で13億円となり、平成14年度か

ら３会計で43億円の赤字を解消してまいりました。 

 また、土地開発公社が抱えていたピーク時で１億

9,000万円の負債も、平成24年度には解消を図って

おります。 

 厳しい財政状況が続く中、庁舎整備に加え道路、

水道といったインフラ施設の更新対応も急務である

と認識をしております。 

 人口が減少し、まちの規模や姿も変わっていく中

で、国からも立地適正化計画の策定を求められてい

ることから、今後市民とともに大きなまちづくりの

視点から公共施設のあり方や規模、箇所数などを考

えていくことになると認識をしております。 

 平成初期に整備した大型施設や学校などの償還も

あと数年で完了することから、厳しさはございます

が、市民サービスとのバランスをとりつつ債務の圧

縮にこれまでと同様に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今債務の圧縮についての考え方、

相当圧縮はしてきているのだよという御答弁をいた

だきましたけれども、起債の残高の部分で見てみま

すと、第４次行革に添付をされていました一つ前の

中期財政見通しでは、平成32年度すなわち令和２年

度では289億円程度まで債務が圧縮されているとい

う見通しでしたけれども、新たな今回の策定された

中期財政見通しでいきますと、令和２年度では起債

の残高は301億円程度ということで、圧縮のペース

に乖離が生じているように見えるのですが、見通し

ベースで結構ですので、この起債残高の乖離という

のはなぜ生じているのか、明らかにしていただきた

いと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 起債残高でございます

が、第４次網走市行政改革推進計画の策定の後、毎

年の予算におきまして重要かつ緊急的な事業に取り

組んできたことに加え、近年では国の防災・減災、

国土強靱化のための３カ年緊急対策で生まれた緊急

自然災害防止対策事業債などの有利な起債を活用

し、緊急かつ集中的に事業を実施してきたというこ

とでございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今の答弁からすると、その有利な

起債を活用したので、残高ベースで見ると思ったよ

り減っていないように見えると、そういう趣旨の答
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弁ですか、ちょっと確認させてください。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 必要な事業を前倒しで実

施をしてきたということでございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 そこは理解させていただきまし

た。 

 これまで伺った部分を含めて、令和２年度の予算

編成について伺いますけれども、第４次行革の際に

添付をされておりました中期財政見通しを見ます

と、来る来年度、令和２年度というのは、政策的経

費の歳出というのを５年のうちで最も抑制されるタ

イミングでございました。新たな中期財政見通しを

見ても政策的経費は36億円程度ということで、相当

抑制されているというふうに見ておりますが、そう

いった制約がある中で、どのような考え方で新年度

の予算編成に当たっているのか、基本的な考え方を

お示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 令和２年度予算につきま

して、総務省は一般財源総額を前年度の水準を下回

らないように確保するとしておりますけれども、概

算要求時における地方財政収支の仮試算では、一般

歳出合計は社会保障費の増加に伴い前年度比2.5％

の増となる一方、歳入の水準超え経費を除く一般財

源総額は1.7％の増加にとどまっており、裁量的な

経費の上積みは望めない状況にあるというふうに認

識をしております。 

 そのような中で、新年度予算は予算編成方針でお

示しをしておりますけれども、将来を見据えた政策

立案に取り組み、安全・安心な市民生活の維持と地

域経済の活性化を図り、持続可能なサービス水準

で、かつ市民満足の向上が得られる予算としたいと

考えております。 

 そのために、今回の予算要求では歳出抑制だけに

軸足を置くのではなく、新規拡充事業におきまして

は総合計画、総合戦略推進枠と国が時限的に交付税

措置を手厚くした制度の積極的な活用を促すため

に、時限措置枠を新たに別枠として設けておりま

す。 

 引き続き、事業効果や必要性の乏しい事務事業の

再構築や整理を行いつつ、財政規律とバランスを念

頭に、国の新年度予算や経済対策の動向に注視しな

がら、全職員がスピーディーかつ的確な情報収集に

努め、効率的で効果的な予算としたいというふうに

考えております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁ありましたけれども、予

算編成では３つの重点施策として、「ひとを育み・

ひとにやさしいまち」「活力あふれるまち」「安

全・安心なまち」を掲げておられますけれども、人

口減少や社会保障費の増大に向き合うためには、や

はり地域の持続可能性を下支えするし、力強い地域

経済を実現するという取組が一義的には不可欠だと

考えます。一部の一次産業を除いては、地域の経済

状況は決して楽観できる状況ではないと受け止めて

おりまして、また地域で稼いだお金が地域の中で循

環する工夫も不可欠であります。 

 ３つの重点施策に「活力あふれるまち」を盛り込

んだ背景や、そこから期待されている成果につい

て、現在の認識で結構ですのでお示しいただきたい

と思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 令和２年度の予算編成方

針では、総合計画の将来像に掲げる「ひと・もの・

まちが輝く健康都市網走」の実現を目指して、まち

に求められる大きな３つの要素を重点施策として掲

げております。 

 １つ目は、誰もが信頼できる医療や教育を受けら

れ、健やかな日々を過ごすことができる良質な生活

環境があることを、「ひとを育み・ひとにやさしい

まち」といたしました。 

 ２つ目として、インフラ施設や都市機能がしっか

り維持され、災害などに対しても一定の安心感があ

ることを、「安全・安心なまち」とし、そして「活

力があふれるまち」は、人々が生き生きと働き活力

あふれるにぎやかなまちの中で、豊かで充実した生

活が営めるよう力強い地域経済を求めて盛り込んだ

ものでございます。 

 人口減少社会の中におきまして、一段と少子高齢

化が進展し生産年齢人口の減少が著しい中で、しっ

かりとした地域産業を維持、育成するには、一次産

業を含め、競争力をより高めることが重要と考えて

おります。特に有資格者が必要な業種の人材育成や

発掘による人材不足の解消、また情報通信やＩｏＴ

技術の利活用の推進により生産性の向上を図り、地

域産業の競争力強化につなげたいとも考えてござい

ます。 

 国もデジタル化を原動力として、経済社会の構造

改革そのものであるソサエティー5.0の実現を目指
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すとしておりますので、その流れにも注視をしてい

きたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁いただきましたように力

強い地域経済を実現しながら、一方で将来を見越し

た投資を行っていくことが網走の未来を切り開いて

いく上で極めて大切であります。 

 例えば、次世代を担う人材の投資、また詳細を申

し上げませんけれども、市民の居住満足度につなが

るようなきめ細やかな予算配分にも目配りが必要だ

と考えますが、そういった未来志向と市民目線に留

意した予算編成についての認識もあわせてお聞かせ

いただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 これまでも未来に向けた

次世代の育成の視点から、ＩＣＴ社会に対応するた

めの子供たちの教育環境の向上や薬剤師、看護師、

介護福祉士、バス運転手などの有資格者の確保や育

成支援、スマート農業の推進などに取り組んでまい

りました。 

 また、市民要望の多い取組といたしましては、

日々利用する道路の老朽化対策や除雪体制の維持、

安心して暮らせる医療体制の維持確保などと捉えて

おります。 

 限られた財源の中での予算編成ではございます

が、網走の将来を見据えた取組や市民の生活に密着

した課題の解決を図る取組は、特に優先順位が高く

早急に対応すべき事案と認識をしております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 予算編成について、最後に事務事

業の見直しについてお伺いをいたします。 

 予算編成方針内においても、事業効果や必要性の

乏しい事務事業については事業の再構築を含めた整

理を行うとうたわれておりますけれども、多様化す

る市民ニーズや新たな課題発掘のために、課題の解

決のために、市の事業は非常に広範な範囲にわたっ

ているというのが現実であります。 

 しかしながら、市の職員のマンパワーにも限りが

ある中で、効率的な事業の遂行のためには事業の見

直し、廃止は柔軟かつスピード感を持って進めてい

く必要があると考えております。 

 事業の見直し、廃止にもしっかりと向き合ってい

くべきだと考えますが、ここ数年での事務事業の見

直しの具体的な成果や今後の見通しについてお示し

いただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 予算要求事務で行ってお

ります事務事業見直しは、これまでの事業ごとの決

算額の状況から指定するものと、新規事業として取

り組み始めて３年から５年を経過した事業につきま

して、その成果や効果を踏まえて今後の事業展開手

法や必要性を再検証し、次の予算要求に反映してい

くということを目的に行っております。 

 近年の具体的な成果の事例といたしましては、高

齢者生活者相互支援事業のメニューの追加と支援額

の拡充、住宅リフォームの小規模リフォームへの対

応拡大や事務負担の軽減を図る見直し、そのほか市

が運営する施設のあり方を見直し、養護老人ホーム

静湖園と２つの保育園で民設民営化を行ってまいり

ました。さらに、こども福祉センターと女性センタ

ー、農産物高次加工研究所では、他の施設で機能補

完が可能と判断をし、廃止をいたしました。 

 こうした事務事業の見直しは、予算の側面だけで

はなく質の高いサービスを効率的に提供していくた

めに、不断に取り組むべき事柄と認識をしてござい

ます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今幾つか具体的な事例も挙げてい

ただきましたけれども、この部分につきましては、

また改めて今後も議論させていただきたいというふ

うに思います。 

 続きまして、２項目めの地域経済の活性化につい

てであります。 

 前段の予算編成でも少しお伺いをしたところでご

ざいますけれども、当市の景況感は商工会議所の統

計資料でも各種出てきているわけなのですけれど

も、なかなか困難な状況があるというふうに受け止

めております。特に人手不足と人口減少による市場

の縮小というダブルパンチのような状況にあるよう

に見受けられ、大変懸念を抱いているところであり

ます。 

 当市の地域経済、一次産業を除外した商工業に特

化して見た場合、どのような認識に立っているの

か、まず総論をお伺いをいたします。 

 また、人口減少が既定路線である以上、見通しも

大変厳しいものがあると考えますが、今後の見立て

についても認識をお伺いしたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 網走商工会議所によりま

す令和元年度第２四半期の景気動向調査では、前年
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同月比の対比で好転とした企業が26.1％、一方悪化

とした企業が26.1％となり、好転企業から悪化企業

を差し引いたＤＩ値はゼロとなりました。これは前

期に比べ16.5ポイントの改善で、６期ぶりにマイナ

ス水準が改善をされておりますが、今後10月から12

月の次期ＤＩ値は再びマイナスに転ずるのではない

かというふうに予測をされております。 

 また、経営上の問題点では、人材不足を上げる事

業者が最も多く、全体の58.3％を占める結果となっ

ております。我が国における生産年齢人口の減少

は、労働力の減少を通じて経済成長の制約となるこ

とが懸念をされております。 

 一方、業態構造の改善などにより、消費ニーズの

変化や非効率性への解消に向けたイノベーションも

求められ、現実に進められている分野もございま

す。 

 いずれにしましても、人材不足という課題は予断

を許さないものというふうに認識をしてございま

す。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 厳しさについての意識はある程度

共有されているのかなというふうに受け止めさせて

いただきました。 

 地域経済の足腰を強化していくために、政策的な

誘導を行っていくというのは行政の大切な使命であ

るというふうに考えております。 

 人手不足には新たな視点での労働人口の確保と生

産性の向上、また地場での消費人口の減少は、市場

を外部に求めていく挑戦と交流人口の増加による補

填という取組が不可欠であります。 

 人手不足感のある業界、業種では、行政のアクシ

ョンがなくても自発的に外国人人材の雇用に向けた

取組に乗り出している事業者もおります。また、外

国人材の受け入れに際して乗り越えるべきポイント

として、安価な労働力としての扱いではなく地元住

民と同水準の待遇と将来的な定住人口になり得ると

いう視点をも内包した受け入れ施策が大切でありま

す。 

 外国人材の受け入れに向けた受け皿づくりを促進

する施策については、小田部議員からも質問がある

ようですのでそちらに譲りまして、私からは人口減

少による市場の縮小についてお伺いをいたします。 

 人口減少は、商圏、いわゆる市場の縮小にも直結

しておりますが、まず市としてはこの問題に対して

どのような解決イメージを持って政策展開に臨んで

いるか、お示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 本格的な人口減少、少子

高齢化社会の到来により地域内の人口消費人口が減

少し、地域経済への影響が懸念をされております

が、当市といたしましては、まち・ひと・しごと創

生総合戦略に基づき、地域特性を生かしながら観光

とスポーツ合宿を基軸とした交流人口の拡大や、企

業誘致の促進、東京農業大学と連携をした地域産業

の競争力を高める取組のほか、ふるさと納税制度の

活用などを進めることにより、人口減少による影響

を緩和してまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁いただきましたけれど

も、競争力を高めて、そしてどうするかという部分

だと思うのですが、市場をやはり外部に求めていく

取組が大切だというふうに思っております。 

 網走産の加工品や商品を外部に売り出す仕組みと

して、ふるさと寄附が入り口になり得るというふう

に見させていただいておりますけれども、このふる

さと寄附を入り口にして、恒常的な購買につながっ

たケースがあるのかないのか、またそういう流れを

生んでいくことを意識的に行っていくことが必要だ

と考えておりますが、何か具体的なアクションがあ

るのか、お示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 ふるさと納税制度の返礼

品の参加事業者からは、ふるさと納税をきっかけに

して、その後直接注文をいただいているケースや、

寄附者の方が観光の際に店に立ち寄っていただいた

ケースもあるというふうにお聞きしておりますの

で、寄附以外での売り上げにも寄与しているものと

考えております。 

 当市におきましても、ふるさと寄附を入り口とし

て、ふるさと応援人事業との連携や市内宿泊クーポ

ンの返礼品としての取り扱いなど、交流人口の拡大

を図っているほか、新製品の創出支援や地場特産品

の高付加価値化など、ものづくりに対する支援制度

の活用により、市内事業者によるより魅力ある商品

の企画開発を促進をしているところでございます。 

 引き続き、寄附者と町のつながりを大切にしなが

ら、ふるさと納税制度の取組を進めてまいりたいと

考えております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁をいただきましたけれど
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も、市場に外部を求めるにしても、やはり今の答弁

中にも少し触れられておりましたが、外部に送り出

す商品のラインナップをどう広げていくかという視

点も大切であります。 

 加工やものづくりにつながる起業を促すために、

小さなビジネスも含めて、ちょっと頑張ってみたい

という市民の方の背中を押すような施策に期待して

いるところですけれども、認識をお伺いいたしま

す。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 当市におきましては、従

来からものづくりに対してその段階に応じた支援に

取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、セミナーなどの開催によるものづく

りや起業への機運の醸成、そしてスタートアップへ

の支援、起業後には新製品の創出やパッケージの改

良に対する支援など総合的な支援に取り組んでいる

ところでございます。 

 引き続き、商工会議所、中央商店街振興組合、金

融機関、東京農業大学など関係機関との連携を図

り、また、市民を初め皆様からの情報提供に際しま

しても積極的な対応を心がけ、地域におけるものづ

くり人材の育成に努めたいと考えております。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで昼

食のため休憩とします。 

 再開は午後１時とします。 

午前11時56分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 近藤議員の質問から。 

○近藤憲治議員 それでは、午前中に続きまして、

質問をさせていただきます。 

 ３項目めのごみ行政についてであります。 

 まず新たな処分場の稼働後の検証について、お伺

いをしてまいります。 

 明治の最終処分場が稼働して２年弱ということ

で、改めて現状について幾つか伺います。 

 分別方法の変更や様々なリサイクルの導入で、埋

め立ての総量を減らすという目的で市民の皆さんの

多大なる御理解もいただきながら、ここまで歩んで

きていると認識をしております。しかしながら、高

齢者には分別が難しい、ルール違反のごみがそのま

まステーションに置かれて飛散していて見苦しい、

また、ルール違反のごみが置かれたままの場合、歩

道上のステーションも箱組みされたままで通行の邪

魔になっているでありますとか、結局分別がわから

なければ埋め立てごみに入れればよいという誤った

認識の人がいるなど、様々な課題が顕在化している

と受け止めております。 

 まずは、新たな分別のルールのスタート及び処分

場の稼働後の検証について、概論をお聞かせていた

だきたいと思います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 新処分場の稼働後の検証

についてでございますが、新たな処理施設稼働前の

平成28年度の資源物を含むごみの総排出量は１万

4,299トンでございました。昨年、平成30年度の総

排出量は１万2,102トンと約15％減少しておりま

す。計画の総排出量も１万3,095トンとしておりま

すことから、総排出量につきましては目標を満たし

ているところです。これは、生ごみを分別したこと

により水切りがなされ、重量が減少するなどの効果

があったものと考えております。 

 次に、ごみの埋立量でございますが、新たな分別

開始前の平成28年度は１万1,753トン、分別後の29

年度は6,278トンと約47％減少いたしましたが、平

成30年度は8,141トンと３割ほど増加しておりま

す。 

 市民の皆様の分別により埋め立てるごみの量は大

きく減少しておりますが、昨年度は停電による食品

廃棄やまた紙おむつの搬入量の増加、または分別し

切れていないごみの増加などが主な要因と考えてお

ります。 

 分別が完全になされた場合の埋め立てるごみの量

の目標値は4,550トンとしておりますが、現状では

目標を上回っている状況となっております。 

 一方、市民の方がごみを出す段階におきまして

は、分別がわかりづらい、違反のごみがステーショ

ンに残されるといった課題もありますことから、わ

かりやすい啓発資料を作成する、わからない方に対

しては個別に対応することなどによる改善を図って

おりまして、今後も継続してまいりたいと考えてお

ります。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁いただきましたけれど

も、目標を達成している部分と達成されていない部

分があって、特にルールの徹底の部分では啓発でと

いう御答弁でございました。この部分については、

また後段少し伺わせていただきますが、次はごみを
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受け入れる側の処分場で顕在化している課題につい

てもお伺いをいたします。 

 処分場の側でも埋め立て用の穴が埋まっていくペ

ースの早さでありますとか、各種現場でのオペレー

ションと実際建設計画時との考え方とのそごがある

作業現場など、改善していくべき必要のある課題が

山積していると私は受け止めております。 

 新たな処分場は約44億円をかけて建設をされたと

記憶しておりますけれども、新たな分別ルールに対

応して効率的な処理作業が行える施設として整備さ

れたものと受け止めておりますが、現場では、例え

ば雑紙処理のスペースが、計画上では建屋内で行う

ところだったのですけれども、そのスペースが確保

できず、真夏でも真冬でも屋外で行われているであ

りますとか、破砕機にごみを投入するタイヤショベ

ルの動線が狭く切り返しが必要で危険性がある等、

様々な改善すべき点が明らかになっております。 

 このような処分場の現場で顕在化している課題に

ついて、市としてはどのような認識をお持ちか、こ

ちらも伺わせていただきます。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 新処分場の現状と課題等

現状の認識でございますが、施設が狭いために選別

作業が屋外で実施されていること、また施設内での

タイヤショベルの動線が狭い状況となっておりまし

て、作業されている方には御苦労をおかけしている

ものということで認識してございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御苦労をおかけしているという

認識をお持ちということなのですけれども、ちょっ

と改めて伺いますけれども、そういった課題がある

という認識があるということは、改善をしなければ

ならないという認識をお持ちなのかどうかお示しく

ださい。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 これにつきましては、施

設の構造上、作業動線の変更など難しいところもご

ざいますけれども、現状の敷地の中でどのような改

善が最も効果的か、作業されている方々の御意見も

いただきながら、よく話し合った中で検討してまい

りたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 そこはぜひ現場との対話の中でよ

い改善策を見出していただきたいと思います。 

 次に、前段分別のルールも含めて伺ったところな

のですけれども、啓発でというお話でしたが、今後

のごみ処理のあり方そのものについてお伺いをさせ

ていただきます。 

 こちらは過去にも議論をさせていただいたところ

ですけれども、様々な要因により現状の埋め立て方

式を是としているのが当市のごみ処理だというふう

に考えておりますが、私自身は現在の手法が未来永

劫にわたってベストであるという判断はしておりま

せん。 

 小型焼却炉の登場でありますとか、様々な中間処

理技術の進歩により、より効率的に、また市民負担

をより低減しながら、ごみの処理をしていく方法を

模索していく意識が行政サイドにも必要であろうと

考えております。 

 新たなごみ処理の手法を選んで確立していくとい

うのは大変時間のかかる作業であります。未来を見

据えて、常に２手３手先を読む政策検討を望みたい

ところですが、そういった意識をお持ちかどうか、

またどのような方向性をお考えなのか、現状の認識

で結構ですのでお示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 今後のごみ処理のあり方

につきましては、まず現在の施設が廃棄物減量化等

推進懇話会の中で、市民の皆様の意見を伺いなが

ら、新処分場におきましては、可能な限りリサイク

ルに回して埋め立てるごみの量を少なくするという

内容で施設を整備したところでございます。 

 今後、埋め立てるごみを減らしていくためには、

分別を徹底する以外にも、可能なものにつきまして

は中間処理をして減量化することも重要であると認

識しております。現在紙おむつの処理につきまして

は、時代の変化とともに新たな技術が出ているとこ

ろでございます。 

 将来のごみ処理の在り方といたしましては、処理

に関する技術の進歩を見きわめながら、埋め立てる

ごみを少しでも抑制する、市民にとってもわかりや

すいごみの分別ができるようになることなども踏ま

えまして、懇話会の中でも意見をいただきながら、

より効果的な廃棄物の処理ができるよう検討してま

いりたいと考えております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁いただきましたけれど

も、今おむつというお話もありましたが、私自身は

それ以外の非常に広い視野を持って、どういった形

で網走の未来のごみ処理の在り方が最善なのかとい
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うのを、予断を排して検討していっていただきたい

という思いを持っていますけれども、そういった広

範な視点を持ってやっていくという考え方だったと

いう答弁でよろしかったでしょうか。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 基本的には現在の埋め立

てを中心に行いながら、分別できるものはリサイク

ルを推進しながら処理を進めていくという考え方を

持っております。 

 その中で、中間処理が適するもので、今のところ

紙おむつが喫緊の課題であるというふうには考えて

おりますけれども、この部分についてそういう適切

な処理方法を見つけることによって、埋立量を減ら

していくということは可能だと思いますので、こち

らのほうも考えていきたいというふうに、今検討し

ているところでございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 これは今後の話ですので、また折

に触れて議論をさせていただきたいというふうに思

います。 

 最後に、地域医療の維持についてお伺いをさせて

いただきます。 

 厚生労働省は今年９月、市町村などが運営する公

立病院と日本赤十字社などが運営する公的病院の

25％に当たる全国424の病院について、再編統合に

ついて特に議論が必要とする分析をまとめ、病院名

を公表しました。網走市内の医療機関はそこに含ま

れてはいませんでしたが、周辺では斜里町国保、小

清水赤十字、ＪＡ北海道厚生連常呂厚生の名前が挙

がっておりました。 

 御存じのとおり、医療機関を受診する患者の動き

は自治体の枠にとどまらず、診療科目やそれぞれの

ライフスタイル等にあわせて、地域を超えて広域に

わたる現状があります。現に斜網地域の２次医療を

網走は支えているわけでありまして、斜里や小清水

の医療機関の体制の変化が網走にも影響を及ぼす状

況があると考えております。裏を返せば、網走の医

療機関の在り方が周辺地域にも影響を及ぼす状況で

もありまして、まずは斜網地域の医療圏域を見渡し

たときに、網走が担う役割についてどのように現状

認識しているか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 広域連携を念頭に置いた

地域医療の確保に向けた網走市が担う役割について

の現状認識についてでありますけれども、斜網地域

を基盤とする１市４町には地域センター病院である

網走厚生病院をはじめ、斜里町国民健康保険病院や

小清水赤十字病院などの公的病院のほか、民間によ

る医療機関が複数ございます。 

 現状では地域住民の安心・安全を図るため、救急

医療体制、周産期医療体制、脳血管疾患医療体制な

ど、緊密に連携協働した医療提供体制の構築を進め

てきたところでございます。 

 当市といたしましては、地域住民が住みなれた地

域で安心して暮らせるよう、引き続き関係自治体及

び医療機関との連携、また情報共有をしっかり行い

ながら、限られた医療資源の有効活用と効率的で質

の高い地域医療の維持、充実に努めていくことが必

要であるというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 今御答弁にありましたように、ま

さに医療資源が限られている中で、どのように維持

をしていくかという視点が極めて大切だというふう

に考えますが、網走もまたオホーツク圏域の医療圏

を北見や紋別、遠軽などといわば手分けをして支え

ている状況にあるというふうに受け止めておりま

す。 

 地域医療の維持という視点に立ったとき、どうし

ても我が町の医療機関や診療科目をどうするかとい

う視点に重きを置きがちですけれども、やはりそれ

だけではなくて、周辺自治体とも連携をした広域で

の地域医療の維持確保に向けた役割分担の在り方

や、北見への搬送時間の短縮に向けた各種施策、ま

た国の地域医療の維持に関する考え方の最新動向な

どについて見識を深めていく必要もあります。 

 また、そういった情報を市民の皆さんにも共有し

ていただき、網走オホーツクの地域医療の在り方を

ともに考えていただく環境づくりが今大切だと考え

ております。 

 広域連携による地域医療の確保に対する住民意識

を涵養するための取組が必要だと考えますけれど

も、認識をお聞かせください。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 地域医療の確保に対する

住民意識の涵養についてでありますが、現在の医療

体制は当たり前に維持されるものではなく、持続可

能な地域医療とするためには、関係する自治体や医

療機関等との連携をはじめ、住民一人一人の地域医

療に対する理解と協力が必要であると認識をしてお

ります。 
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 本年８月、オホーツクの地域医療を考えるため、

網走市長、北見市長、紋別市長、遠軽町長をはじ

め、オホーツク地域の医師会、基幹病院、保健所、

さらには北海道医師会に御参加をいただき、医療を

取り巻く動向や地域医療の維持確保に向けた見識を

深めるとともに、関係機関による情報共有の場とし

て、紋別市におきまして地域医療を考えるオホーツ

クフォーラムが開催されたところでございます。 

 フォーラムにつきましては、来年以降も継続する

ことで進めておりますが、今後得られた情報を地域

住民と共有する方策を研究してまいりたいと考えて

おります。 

 また、昨年度から網走厚生病院の住民公開講座を

開催しておりますけれども、市民が医療と健康を学

ぶ機会を創出するため、あばしり健康マイレージの

対象事業に位置づけ参加を促しているところでござ

います。 

 これらの事業を通じまして、引き続き地域医療の

維持、さらには広域連携による地域医療の確保に対

する住民意識の醸成に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○井戸達也議長 近藤議員。 

○近藤憲治議員 終わります。 

○井戸達也議長 川原田英世議員。 

○川原田英世議員 －登壇－ 民主市民ネットの川

原田です。 

 通告に従いまして、質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 まず、重要文化財の防火・防災についてでありま

す。 

 沖縄では首里城の火災があったわけでありまし

て、大変貴重で歴史的な、そして文化的な価値のあ

るものが失われてしまったと。再建されてすぐの火

災であったということでありますが、これをまたさ

らに再建するということは非常に困難であり、その

とおりにはもちろん戻らないですし、大変なことだ

ったというふうに思います。非常にショックを受け

ているところでありますが、こういった火災を受け

て、重要文化財の保護であり、また防火・防災対策

を今後見直していく必要があるだろうというふうに

考えているところです。 

 網走にも重要文化財がありますけれども、やはり

木造であったり古いということもありますから、今

現在もそれぞれ対策は行われていることというふう

には思っています。また耐震については、本議会で

もありましたけれども、調査をしていくということ

で、本年度は調査の最終年度で、これから耐震につ

いてはるる検討がされていくのだというふうに思い

ますが、そういった意味も含めて、ここでは主に火

災についてどのような対策をされているのか、今後

の方向性等もあわせて伺っていきたいというふうに

思います。 

 とはいえ重要文化財の保護という観点でいくと、

もともとの状況を維持をしながら、大がかりな防火

装置というのはなかなか難しい、景観という問題も

あるのだろうというふうに思います。しかしなが

ら、スプリンクラーであったり、文化財の付近にそ

ういった設備を設置するなど、各地それぞれ様々な

工夫をしているというふうに伺っているところで

す。 

 そこでまず、網走市にある重要文化財の防火設備

の状況がどうなっているのかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○猪股淳一社会教育部長 重要文化財の防火設備に

ついてでございますけれども、平成28年に重要文化

財の指定を受けました博物館網走監獄には、旧網走

監獄の庁舎や教誨堂など８棟の重要文化財の建造物

があります。各施設には消火器や火災報知機などの

消防設備が整備され、また地下には防火水槽も設け

られております。さらに、職員による自衛消防隊も

組織されるなど、防火・防災の備えは整えられてい

るものと認識しているところでございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 職員によるそういった体制もと

られていて、設備もしっかりとそろっているといっ

たような内容だったというふうに思いますが、これ

はそういった職員による体制ができている中で、訓

練や防火設備の管理、そしてもし仮に実際に火災が

あった場合の連絡体制、対応、こういったところに

重要文化財の保護に当たっている財団や市、そして

消防、そして消防との連携というものは重要になっ

てくるというふうに思うのですが、その体制はどの

ようになっているのかお伺いします。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○猪股淳一社会教育部長 体制ということで申し上

げますと、先ほど申し上げましたように自衛消防隊

というのが組織されておりますので、その中での連

絡という形で日常の備えはできております。 

 また、博物館網走監獄のほうでは毎年１月に文化

財防火デーという、１月26日の記念の日、防火デー
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にあわせまして、網走消防署、それから呼人地区に

あります消防団第４分団、さらに市も参加いたしま

して、大規模な防火・防災訓練を実施しておりま

す。 

 また、毎年春と秋の年２回、各設備の点検を行う

など、日頃から消防、また市との連携を密にとりな

がら、防火・防災体制の充実を図っているというふ

うに承知しております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 独自に財団で設置されている体

制と市と消防との連携、今とれているという認識で

回答をいただいたところですけれども、これがしっ

かりと機能していかなくてはいけないなというふう

に思っています。 

 それともう１点聞きたいのは、今訓練も行ってい

るということですけれども、首里城では訓練は行っ

ていたのですけれども、設置されているこの防火設

備が訓練とかで使用されてなかったということで、

火災のときにも使われることがなくて大規模化して

しまったということが報道等で明らかになったとこ

ろです。 

 それで、この網走ではどういった状況なのか気に

なるところなのですけれども、そういった設備をし

っかりと使用して、職員のその体制に当たっている

方たちも使い方をしっかりとわかっている体制にな

っているのかどうか、そこを確認したいというふう

に思います。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○猪股淳一社会教育部長 博物館網走監獄では、先

ほど申し上げました１月に実施しております防火・

防災訓練の際に、実際に放水銃を使いまして放水を

する消火訓練ですとか、同館友の会の会員の皆様を

来館者に見立てまして避難誘導を行うという訓練も

行っており、具体的な状況を想定した充実した訓練

をされているというふうに考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 そういった設備も使いながら訓

練がされているということで理解をしました。 

 やっぱりこれをしっかりと続けていくということ

と、何かあったときにすぐに対応できる体制をしっ

かり構築するということ、連携していくというこ

と、これをしっかりとこれからも行っていただきた

いというふうに思いますが、これからの重要文化財

の防火・防災に対しての考えを最後お伺いしたいと

思います。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○猪股淳一社会教育部長 博物館網走監獄のほうで

は今後も防火・防災に対する必要な設備について、

計画的に整備を進められると伺っておりますが、重

要文化財の保全管理については、所有者の御意向に

よるものではございますけれども、網走の歴史を伝

える重要な文化財でありますので、市といたしまし

ても必要に応じ、御協力してまいりたいと考えてお

ります。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 実際に首里城で火災があったと

いうこともありますので、しっかりと精査をして協

力体制を構築していっていただきたいというふうに

思います。 

 次に、スポーツツーリズムの推進について、伺っ

ていきたいというふうに思います。 

 2020年、来年は日本自体が観光立国を目指してい

く上で重要なキーになる１年だというふうに思いま

す。東京オリンピック、パラリンピックによる大き

な変化もありますし、各地で設立されていっている

ＤＭＯなどの地域の取組が、果たしてこれがうまく

これから回っていくのかどうかの一定の評価が、こ

こら辺で、来年度あたりで出てくるのだろうなとい

うふうに思っています。 

 そういった中で、まだ網走の観光は生かせるもの

を生かし切れていないのではないのかなというふう

に思うわけです。流氷、監獄、この２つに並ぶ新た

な網走のオンリーワンという観光のキーワード、こ

れをしっかりと育てていく必要があると私は考えて

いるところです。 

 そういった中で、スポーツツーリズムについて伺

っていきたいというふうに思いますが、合宿などス

ポーツを通じて交流人口の拡大、これは全国的にも

注目、網走がされているところです。多くの実績を

残していることからも、私は高くこれは評価したい

なというふうに思うところです。 

 そして、このスポーツツーリズムは現に観光振興

計画の戦術の一つにも上げられています。合宿の実

績と高いポテンシャルから考えると、このスポーツ

ツーリズムに対してさらなる取組を行って、さっき

言ったような網走のオンリーワンの一つにしっかり

と育てていくべきだというふうに考えるところであ

ります。 

 そこで何点か伺いますが、まずスポーツツーリズ

ムについて、そもそもですが、これは沖縄とかも取
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り組んでいるのですけれども、北海道掛けるスポー

ツイコール網走となるようなイメージ戦略と合宿や

大会などの誘致、人材の育成、市民スポーツの連携

など、これを推進していくにはあらゆる面からの取

組が必要になってくるというふうに思います。 

 そういった意味で、この推進、観光振興計画の中

にもあるわけですけれども、現実的なこの推進につ

いてどのように考えているのかをお伺いします。 

○井戸達也議長  観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 スポーツツーリズムの推

進に向けた取組ということでございますけれども、

本年開催をされましたラグビーワールドカップに続

き、来年は東京オリンピック、またパラリンピック

が開催をされ、当市はオーストラリアと韓国を相手

国としたホストタウンに登録されておりますことか

ら、今後はスポーツを通した国際交流を契機に国内

外からの交流人口が増加するのではないかというふ

うに期待をしております。 

 また、今年度中に日本版ＤＭＯの登録を目指す観

光協会とも連携をし、オホーツク網走マラソンや来

年度開催予定の新たなサイクルイベントなどを活用

したプロモーションを実施するほか、多種多様な観

光資源をスポーツを通じて発信をし体験してもらう

ことで、網走の観光ブランド価値を向上させたいと

考えております。 

 また、広域連携でのプロモーションの実施やスポ

ーツ課との連携によるコンテンツの造成などに取り

組み、今後もスポーツツーリズムの推進を図ってま

いりたいと考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 様々なコンテンツが徐々に増え

ていっている中で、スポーツツーリズムの形成が

徐々にできてきていって、網走の観光の一つの目玉

として発展していく、そういった推進の方法をぜひ

進めていただきたいというふうに思うのですが、今

回答の中でもありましたように、スポーツ課とのし

っかりとした連携をというふうにありましたけれど

も、私はここにどうしても縦割り的なすみ分け的な

ものを感じてしまわざるを得ないところがありま

す。合宿だとか一部の大会の誘致だとかはやっぱり

スポーツ課になってくるところがあったり、今言っ

たようなマラソン大会だとかサイクリングのそうい

ったものは観光課であったり、これからできるＤＭ

Ｏもまた一つそこと違う部分でのスポーツ関係のツ

ーリズムの取組があるのだろうというふうに思いま

すので、それぞれがそれぞれに行動していたら全く

意味がないというところで、この網走全体のイメー

ジとしてスポーツのまち、スポーツツーリズムを進

めていくに当たっては、私はちょっと縦割り、もち

ろん横でつながって情報共有はしているというふう

には当然思いますけれども、さらに推進していくた

めには、総合的なこういったスポーツツーリズム全

体の一つのセクションが必要になってくるというふ

うに思いますけれども、その所見についてお伺いし

ます。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 総合的なスポーツツーリ

ズム推進セクションということでございますけれど

も、議員からお話がありましたように、スポーツツ

ーリズムにつきましてはその対象者の移動の目的が

競技性の高い分野のもの、これは現在スポーツ課が

やっている。また観光やイベント性の強いものは観

光課がやっているということですみ分けを行ってお

り、今後もそのような対応をしていきたいというふ

うに考えてございます。 

 スポーツの世界は多様な主体が様々な目標や情報

を持っております。このような情報を的確に捉え、

両課が情報を共有し連携をして対応してまいりたい

と考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 それぞれでというところで、多

様なニーズがあるからそれぞれ専門性を持ってとい

うのはわかるのですけれども、情報を一つきちんと

ストックしておく場所をつくっておくというのも、

これは非常に重要ですし、発信する場合も受け取る

場合の形でも、どちらでも重要だと思うのですね。

それがＤＭＯの本来求めてきた姿で、そのためにこ

ういった仕組み、ＤＭＯやプラットフォームが生ま

れてきたというふうに思いますので、それぞれ今、

それぞれで取り組むのだ、幅広いニーズがあるから

ということでありましたけれども、であればなおさ

ら一本化する必要は私はあるのだろうなというふう

に思います。 

 仮に、これからできるＤＭＯが網走の総合的な観

光の窓口となるというふうに考えていった場合は、

やはりこれはそこの総合的な場所は、ＤＭＯの中に

一つのそういうセクションができる必要があるのだ

というふうに思います。そういったセクションがあ

るのか、今それぞれでやると言いましたけれども、

それぞれでやるのであっても、それぞれの中からＤ
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ＭＯとの関わりをしっかりと持つ、参画するという

ことが必要になってくるでしょうし、例えばスポー

ツ協会などの市民のスポーツ団体の参画もＤＭＯに

必要になってくる。そういった中でＤＭＯとして全

体の情報を統括して発信、受け皿になっていく必要

があるのではないかなというふうに思いますけれど

も、所見を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 推進に向けたＤＭＯの参

画ということでございますけれども、先ほどもお話

ししましたスポーツツーリズムを推進するに当た

り、スポーツ関係団体も含めた多種多様な業種が連

携をする必要があるというふうに考えてございま

す。 

 現在、観光協会は日本版ＤＭＯの候補法人として

登録をされ、観光関係事業者などとの幅広い合意形

成の場として網走観光戦略会議を設置したほか、観

光客のデータ収集とその分析などにも取り組み、本

年度の法人登録を目指しております。 

 そういう中において、今後地域ＤＭＯとの連携、

また関係機関とよく意見交換をし、スポーツツーリ

ズム推進に向けて研究をしていきたいというふうに

考えてございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 ぜひ進めていって、そういうふ

うに進めていってほしいというか、ＤＭＯが核にな

るようにしっかりと育てていかなくてはいけないで

すけれども、その中に様々な観光の資源になるもの

がそこに参画をするということが一番大事ですの

で、まちの非常に重要な資源であるこのスポーツ、

スポーツ合宿等も含めて、ＤＭＯに参画しながら新

たな観光のしっかりとした目玉として育てていける

ような体制をこれから構築していただきたいという

ふうに思います。 

 それと、その今のコンテンツがやっぱりスポーツ

ツーリズムにはあればあるほど、地域の魅力の付加

価値が高まっていくのだというふうに思いますが、

その上でやっぱり重要なのは私は民間企業との連携

だというふうに思っています。 

 そういった中で、小清水にできたアウトドアの企

業、店舗との連携で、シートゥーサミットというコ

ンテンツも新たに生まれてきたということもありま

すけれども、こういった企業との連携によるさらな

るコンテンツづくり、これを進めていかなくては、

私はスポーツツーリズムはこれから伸びていかない

というふうに思います。 

 網走には幸いにも、やはりラグビーという大きな

目玉があって、今年は非常に注目を受けたところで

す。そういったラグビーも関わる民間企業などとの

連携したコンテンツづくりを、これは待っていても

なかなか来ませんので、市側からも率先して民間企

業にやってみませんかと企業にアプローチ、プロモ

ーションをしていく必要があるというふうに考える

ところですけれども、所見を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 コンテンツ充実に向けた

民間企業との連携ということでございます。 

 包括連携協定を締結しております株式会社モンベ

ルとはお話がありましたように、本年第１回目のオ

ホーツクシートゥーサミットを開催をいたしまし

た。 

 また本事業におきましては、アドベンチャートラ

ベルのフィールドとして網走の認知度向上が図ら

れ、ステージの一つであるカヤックにつきまして

は、地域資源を活用した新たな商品造成の可能性が

現在出てきております。また本年11月には、株式会

社アールビーズともスポーツ振興によるまちづくり

のための包括協定を締結をいたしました。 

 このようにスポーツを通じた民間事業者との連携

により、新たなコンテンツづくりが進んでいるほ

か、さらに網走で開催をされたイベントなどに御協

賛をいただいた事業者から様々な情報提供を受けて

おります。 

 今後も迅速な情報収集を進め、コンテンツの開発

や充実に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 特にスポーツで、特にラグビー

だとかは必ず企業が関わっていて、網走で合宿をす

る際にはその企業の関係者も、取締の方、役員の方

とかも来られているところであります。 

 そういった中で、網走でいろいろと合宿をする上

でも企業のいろいろなメリットを、メリットになる

ようなこちらからも提示をして、相互関係をしっか

り結んでいくというのは、これができるのはもう網

走ぐらいしかないので、これはすごい強みだという

ふうに思いますから、ぜひとも進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

 それとラグビーに関して言うと、今回ワールドカ

ップがあったわけですけれども、その後、国のほう
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の予算で文部科学省が新たに競技場を設置すると、

全国40カ所分の経費20億円を補正予算に盛り込むと

いうことであります。この、なぜ設置するかという

とラグビーの競技人口が少ないから。せっかくラグ

ビーのワールドカップが行われてこれだけ注目を受

けたのだけれども、競技人口は男性は９万人、女性

が5,000人ということで、やはりこの少ない原因の

背景には競技場が少ないからということもあるのだ

ろうということで、新たに40カ所をつくるというこ

とで補正予算が組まれるということでありますけれ

ども、やはり競技人口が少ないスポーツの振興とい

うのはひとつ限界もあるのかなというふうには思う

ところです。 

 そういった観点も含めてなのですが、私いつもこ

れは思うところなのですけれども、ラグビーがこれ

だけ盛んになって、有名になって、そして子供たち

ももうラグビーの選手の名前を言えてしまうのです

よね。自分たちでボール持って遊ぶというのは、姿

はまだ見たことないですけれども、そのくらい選手

の名前もみんな言えたりする、ヒーローが生まれて

きているなというふうに思って。思えばＪリーグな

どできたときもみんなＪリーグの選手のカードを持

って、ああいうところからスポーツは広がっていく

のだななんて僕は思ったりしていたのですけれど

も、それに近い状況が今ラグビーにあって、ここは

これからさらに伸ばしていくためには、このワール

ドカップで終わらない、これから先の種まきをどん

どんしていかなくてはいけないなというふうに思う

ところです。 

 そういった上でいくと、やはり網走の代表的なス

ポーツの一つにもなっているラグビーなのですけれ

ども、子供たちが触れ合う機会というのをもっとつ

くっていく必要があるのではないかなというふうに

思います。学校で一部やられているところもあると

いうふうに聞いていますけれども、なかなかそれが

続かないだとか、なかなか人数がそろわないと、ま

た指導者がいないとという課題もあるのですけれど

も、やはりそういった機会を積極的に構築する、し

ていく必要があるというふうに思うのですが、そう

いった子供たちがラグビーに触れ合う機会づくりを

どのように考えているか伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○猪股淳一社会教育部長 ラグビーに関してという

ことでございますけれども、網走はラグビー合宿で

30年以上の実績を持っておりまして、今では社会人

トップリーグ所属チームや大学チームに毎年合宿を

行っていただいているというところでございます。 

 また、今年のラグビーワールドカップに際しまし

ては、フィジー代表の公認チームキャンプ地となり

まして、さらには日本代表チームの事前合宿も行わ

れるなど、国際レベルの評価を受けているものと考

えております。 

 このような中で、市内では大学のラグビー部が活

動しているほか、市内全ての小学校において、体育

の授業の中でタグラグビーを取り入れております。

またそのうち五つの小学校ではタグラグビーのチー

ムもあり、近年は全道・全国大会に出場するまでに

レベルアップをしてきております。 

 しかしながら、市内には中学、高校の部活動がな

く、また社会人のチームやジュニアチームなどもな

い状況で、トップリーグ所属チームや大学チームが

合宿に訪れた際に、子供たちや市民との交流を行っ

ていただいているところではございますけれども、

子供たち、市民が本格的に、また日常的にラグビー

に接するという環境ではない状況でございます。 

 ラグビーは今年のワールドカップで一躍人気スポ

ーツとなりましたが、子供たちがタグラグビーも含

めたラグビーというスポーツに触れ合う機会を創出

する取組につきましては、今後とも関係の方々と協

議をしていきたいと考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 せっかく小学校のうちにやって

きたその経験が、中学、高校とつながっていって、

将来的にはプロといったらいいでしょうか、そうい

う選手になれるような人を育てることができるとい

うふうになればすばらしいことだなというふうに思

うのですが、私も子供たちにスポーツを教えている

わけですけれども、やはり教える側にとっても将来

的には国際的な舞台で活躍してほしいなどと思いな

がら教えるのですけれども、ぜひこのまちからそう

いった子たちが、世界で活躍できるような子たちが

出てくると、合宿を受け入れる地域としても、そし

て市民の受け入れる思いとしても大きく飛躍すると

いうふうに思いますし、そういった機会をぜひ創造

する中で、全体的にまちとしてこのまちはスポーツ

のまちなのだというようなふうにいって、それが観

光にもつながっていくという姿が私は一番望ましい

なというふうに思いますので、健康づくりも含めて

ですけれども、そういった部分でもスポーツツーリ

ズムをぜひ、全体的な課題でありますけれども進め
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ていっていただきたいというふうに思います。 

 次に、行政改革について伺います。 

 第４次網走行政改革推進計画、これが平成32年な

ので令和２年で終了するということで、来年度には

第５次の策定に入るのではないかなというふうに思

います。 

 その上で、ここまでの行政改革推進計画をどのよ

うに捉えているのか。これからどのように進んでい

くのか。また働き方改革も進んでいっていますけれ

ども、こういったことを踏まえどのような変化があ

るのか、何点か伺っていきたいというふうに思いま

す。 

 まず初めに、職員の確保についてです。 

 少子高齢化が進行していること、人口の都市部流

出に歯どめがかからない状況、こういったところか

ら、人材不足が大きなまちの全体的な課題になって

いるというふうに認識をしています。そういった中

で、他市においては公務員の人材不足というのも見

聞かれるところです。 

 そこでちょっと伺いたいのですが、この職員の確

保、網走においては計画どおりにまず確保はされて

いるのかどうか、このことを伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 職員の採用についてでご

ざいますが、年度末の早期退職などによって、年度

当初において欠員を生じる場合もございますけれど

も、一般事務職員につきましてはおおむね採用がで

きているというふうに考えております。 

 一方、専門職などについては採用環境は厳しいと

の認識も持ってございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 厳しいということであります。 

 やっぱりこれは大きな課題なのですけれども、な

かなか糸口が見えないというところですが、ここは

まずひとまず置いて次に行きたいというふうに思い

ます。 

 次に、現在の職員の労働状況について伺いたいと

思いますが、さきの決算でもありました。毎年決算

で時間外労働のことについて質問がいろいろ出るわ

けですけれども、多くの仕事を抱えながらやはり仕

事、これは当たっているのだろうなということが、

この時間外労働の時間を見ていてもうかがえるとこ

ろであります。 

 この状況を鑑みて、今職員はなかなか困難な状況

にあるということも、募集が困難な状況にあるとあ

りましたけれども、そもそもの職員数は計画には職

員数をセーブしていくという指針も示されています

けれども、そういった上でも十分なのかどうかとい

うところですけれども、どのような認識なのかお伺

いします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在の職員数でございま

すが、平成29年度に行った組織機構の見直しの際

に、各職場の職員からも聞き取りをしながら配置を

しておりますので、適正な配置がされているという

ふうに考えておりますけれども、一部職場におきま

しては欠員であったり、あるいは新たな行政課題が

発出したりしたことによって、負担をかけている面

はあるというふうに認識をしておりますので、そこ

については負担の軽減に努めていきたいというふう

に考えています。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議 各課にヒアリングをしてつくった

けれども状況は変わっていっている、常に状況は変

わっているということで、負担のあるところもある

という回答でしたけれども、そもそも時間外労働が

ある時点で、私はそれぞれのところに負担があるの

だろうというふうに思います。 

 教職員を含む公的機関の就業者数を一般就業者数

と比率した国際比較というのがあります。これを見

ると、日本は調査対象にある国の58カ国中から下か

ら２番目の公務員比率になっています。10.73％で

すので、約10人に１人が公務員という水準です。ち

なみにアメリカは27.15％、約10人に３人ですね。

スウェーデンは46.15％、世界の58カ国、主要58カ

国の平均は32.6％、約３人に１人は公務員という割

合になっています。もちろん社会主義の国は高いの

は当然なのですけれども、それでもアメリカでも

27％ということで、世界最低水準の日本はどれだけ

公務員が少ないのか。そしてその中で、苦労されて

いる現状もあるかと思いますし、同時に、公の役割

が薄くなっているのがこの国の状況だというふうに

思います。これは国の全体の問題でもありますけれ

ども、こういったことも市として認識をしていただ

きながら、来年新たな計画を立てるというふうに思

いますけれども、検討をしっかりとしていただきた

いというふうに思います。 

 次に、行政サービスの提供を充実させていくため

の組織の在り方としての、市民ニーズに応じられる

組織体系が求められていると思います。計画にも市
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民ニーズの把握を行っていくと、適切に行うという

記載があるわけですけれども、この市民ニーズの把

握というのをどのように行われているのかお伺いし

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 市民ニーズの把握につき

ましては、日常の業務を通して、また関係団体への

聞き取りをはじめ住民懇談会のほか、事業計画の策

定などでは住民アンケートなども行いながら、ニー

ズの把握に努めているというふうに認識をしており

ます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 このニーズの把握としてはなか

なか難しいですよね。アンケートを受けて、そのア

ンケートにいろいろ書いてあるそれをデータでとっ

て、ではそれをどう反映させるのかというのは非常

に難しいところなのだろうなというふうに思いま

す。しかし、そもそもが市民ニーズをしっかりと把

握してないと、なかなか市民のための本当の改革と

いうのはできないことも事実ですし、これをどう受

け取っていくのかというところなのですが、先ほど

ありましたアンケートだとか、直接聞き取ります

と、団体からも聞き取りますというところで聞き取

った情報を、組織としてどのように受けて実際に反

映させていくのか、市としてですね。そこのプロセ

スというのはどういうふうになっているのかなとい

う思いでこれは聞いたのですけれども、市民ニーズ

の把握はアンケート等で受けるけれども、その受け

たのを集約してどのように反映させるために取り組

んでいるのか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 市民のニーズの集約をし

た後ということですけれども、ただ、アンケートな

どについては全体的な傾向を見てとるということが

あります。それからその中でも少数意見が書かれて

いる自由記載の部分をどう政策に反映していくの

か、受け入れていくのかという判断をしますけれど

も、それらを総体的に判断をして市で行っている政

策検討の中で、原課から提案をしそれを全体として

どう判断するかというような手続で進めているとい

うのが現状でございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 アンケート等で自由記載等があ

ったものを原課で精査して、それを提案していくと

いうことで、その提案に乗るか乗らないかというと

ころもまたひとつあるのかもしれませんけれども、

なかなかこれは難しいなというふうに僕はいつも思

っていて、市民ニーズの把握と言うのですけれど

も、なかなかこれは本当にきちんとできているのか

なという、その仕組みがあれば一番いいのですけれ

ども、これはまた置いておきたいと思いますが、次

に市民ニーズに含め絡んでいるのですけれども、例

えば市民が利用する公共交通、これは前も指摘させ

ていただいたのですけれども、これは商工の担当に

ずっとなっていますね。市民が使うものなのだけれ

ども、違う運営するサイドの側のほうの課になって

いるというふうに、私は受け止めてしまうわけで

す。 

 ほかの自治体をやっぱり見ると、市民協働課だっ

たり市民生活サポート課だったりということで、公

共交通を扱う、特に公共交通網計画などをつくると

ころはそういった市民部的なセクションのところで

行われているということが多いのですけれども、網

走は商工でそういった計画もやっているということ

で、僕はどうしてもそうなると運営する側の主眼に

なってしまって市民の視線になっていかないのでは

ないかなというふうに思うのですが、それも含めて

ここの部分どのような認識なのかをお伺いします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 所管事務についてですけ

れども、これも先ほど答弁をさせていただきました

が、平成29年度の機構改革にあわせて見直しをした

ところでございまして、適切に分掌がされていると

いうふうに認識をしております。 

 社会情勢や住民ニーズが変化をしていくというこ

とに応じるためには、今御指摘があったようなこと

もあろうかと思いますが、今後とも組織体制の見直

しは不断に行うことが必要だというふうに考えてお

ります。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 市民が利用するものですから、

市民の声を受ける場所にあるのが当然だろうという

ふうに思うのですね。もちろん検討委員会中には市

民も含まれていて、そういう市民団体も入ってはい

ると思うのですけれども、やはりそれだけでは本当

に市民のニーズを受け入れているのかというと、私

はちょっと違うのではないのかなというふうに思う

ところです。なので、今これから検討するというふ

うに答弁いただきましたけれども、この点しっかり

受けていただきたいなというふうに思います。特に
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今計画をつくってる最中ですから、そこに市民の声

がしっかり入らないと、利用する側の目線が入らな

いと、これは全く意味がないというふうに思います

ので、その点を十分踏んでいただきたいなというふ

うに思いますがいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 商工観光部長。 

○後藤利博観光商工部長 今、網計画の策定に向け

ての話もあったので私のほうからお答えをいたしま

すけれども、当然市民ニーズにつきましては、そう

いうものを策定する段階で、市民のところに私ども

が出向いていってお話も聞いている中でつくり上げ

られていくということもございます。決して商工が

やっているから市民ニーズを把握してないかといっ

たらそういうことはございません。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 もちろんそうだとは思うので

す。そうだとは思うのですけれども、そこで例えば

会議の中にも入っていると思いますし、そういうふ

うに行っている方からも話を聞いた中でなのですけ

れども、やはり市民の側に本当に立ってるのかとい

うと、やはりそうではないのではないのかという声

も聞かれるというところですので、指摘をさせてい

ただきました。 

 本来であれば、市民がサービスを受ける部分であ

れば、そういった場所にあるべきではないのかなと

いうふうに私は思うところです。 

 次に移りますが、職員の資質の向上等についてち

ょっとお伺いしたいのですけれども、ＩＣＴなどの

技術が大幅に進歩している現状、また先ほどからニ

ーズ、ニーズと言ってますけれども、人のニーズが

多様化しているという現状、こういったことを背景

に、職員にも専門性がより求められる時代が、今変

化が起こってきてるのだというふうに思います。 

 今まで以上に、各部門で専門的に取り組む人材が

求められているということであるというふうに思い

ますが、今でも聞くと、やはり担当する職員がなれ

てきたころに、その業務の内容をわかってきて全体

を把握してこれからしっかりとというときに異動に

なってしまうというような話を内外から耳にすると

ころであります。 

 職員の資質の向上、人材育成にもう少し専門性を

高めること、このことに重点を置いて一つの部門の

専門職的な職員を増やしていく、そういった必要が

あると思いますけれども、所見についてお伺いしま

す。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 職員の専門性についてで

ございますが、例えば建築技術職や保健師など資格

を必要とする職種につきましては、これまでも専門

職の採用に努めてまいりました。一般職について

も、先ほどから御指摘のとおり、市民ニーズについ

ては多様化をしてきているというふうに認識をして

おりますので、求められる専門性は高くなってきて

いるなという認識でございます。 

 そのため、職員に対しては北海道市町村職員研修

センターをはじめとする研修機関で開催される研修

の受講機会を設け、専門的知識の習得あるいは資質

向上といったスキルアップに努めているところでご

ざいます。さらに、国や北海道との人事交流を通じ

た行政能力の向上にも努めているところでありま

す。 

 人事異動についてでございますが、議員の指摘に

あるような側面もあろうかと思いますけれども、行

政全般への幅広い知識や視野を持つためにも定期的

な異動は必要と考えております。 

 異動に際しましては、本人の希望も一定考慮して

行っているところでございまして、今後の人材育成

や人事異動に当たりましては、専門知識や技術の継

承についても意を用いてまいりたいというふうに考

えています。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 本当に５Ｇになっていろいろな

専門用語、また日本人は横文字が好きなものですか

らの何でも片仮名になってしまって、初めて聞く言

葉が毎年いっぱい出てくるのですね。もちろん技術

も自動運転に伴って様々なシステムが変わってきた

り、遠隔医療がどうのこうのとなってくると、はっ

きり言って一般的な知識を持っているという人がそ

こに行ったり移ったりして、そういった時代に対応

できるのかというとちょっと難しい時代が本当に来

ているなというふうに思いますので、時代の流れに

応じながら専門性、これから求められてくる専門性

についてはしっかりとそれに対応できる職員を育て

るという意識を、意を用いて取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

 次に移りますが、民間と連携した新しい取組とし

てのＰＰＰ・ＰＦＩの推進という記載が、これは第

４次行政改革推進計画にもあるわけであります。 

 この例として、ＰＰＰによる新たなまちづくりを

行っている岩手県紫波町のオガールを会派で視察を
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してきたところだったのですが、大変勉強になりま

した。ただこの定義というのが何かこう、いまいち

まだ定まっているのだけれども、大学との中でもい

ろいろな方向性があるのだなというふうに受け止め

ているところであります。 

 そういった中で、市ではこのＰＰＰやＰＦＩをど

のように捉えているのかをお伺いします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 ＰＰＰ・ＰＦＩにつきま

しては、民間の資金、経営能力、技術的な能力を活

用することによって、事業コストの削減であったり

より質の高い行政サービスを効率的、効果的に提供

することが期待できるというふうに認識をしており

ます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 そのとおりだと思うのですね。

民間の資金力がどういうことかというと、民間で金

融等を活用しながらということになってくるのだと

いうふうに思います。 

 今日の道新に小清水の新庁舎の記事が出ていまし

て、その中で事務を中に入れて民間に経営してもら

って、非常時にはそういった設備を使いながら対応

するというようなことでありましたけれども、あれ

もある意味一つのＰＰＰなのかなというふうにも思

っているところです。 

 見てきたオガールでは、民間が市役所を含む図書

館などのニュータウンを建設管理して、市や民間へ

の賃貸事業を行っているのですね。なので市が市役

所を所有しているわけではなくて借りているのです

ね。その賃貸収益の安定性から金融機関から最初に

出資をいただいて建てたということで、建設費等に

民間が行って建てたと、という形で行われていま

す。 

 こういった公共施設の設置運営に関して、ＰＰＰ

は非常に効果的だというふうに思うのですが、こう

いったところの推進についての考えについてお伺い

します。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 公共施設の設置や運営に

関してのＰＰＰ・ＰＦＩの導入に当たりましては、

先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、事業コ

ストの削減であったり、より質の高い行政サービス

の提供が期待できるというメリットはあるものの、

ＰＰＰやＰＦＩの導入までの準備、それから手続に

時間がかかることや参入する民間企業も経験や実績

が必要となり、加えて一般的に投資回収期間が長期

にわたるというケースが多いというふうにお聞きし

ております。そのような対応ができる企業が限定さ

れる可能性があるというふうにも考えております。 

 またトータルコストを含めＰＰＰ・ＰＦＩに適し

た事業かどうかの検証も必要でありますし、導入に

当たってはさらに研究が必要であるというふうに考

えています。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 なかなか難しいという答弁でい

ただいたのですけれども、第４次行政改革推進計画

にはＰＰＰ・ＰＦＩを推進と書いてるのですけれど

も、これでは全然推進にならないなというふうに受

け止めさせていただきましたが、いろいろと各地で

取組を進めていますので、ぜひ研究をしていってい

ただきたいというふうに思います。この先も推進し

ていく必要は、僕はあるというふうに思いますので

検討を進めてください。 

 次に、総人件費の抑制について伺いたいというふ

うに思います。 

 総人件費の抑制については第４次計画では、計画

期間中に見込まれる収支不足については、歳出削減

と歳入確保の取組により収支不足の解消は図ります

が、全ての解消には至らないため総人件費の抑制を

行い収支不足を圧縮します。また働き方改革の上で

も副次的に時間外手当の減少効果が現れるものと見

込んでいますということで、さらにはこの抑制の効

果見込み額も示されているところです。先ほど近藤

議員のほうからもありましたけれども。 

 まず現在のところのこの効果をどのように認識し

ているのかをお伺いします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部 行革における総人件費抑制

についての詳細な検証につきましては、今後になり

ます。現時点の中では、一定程度の効果はあらわれ

ているというふうに認識をしております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 計画にあるような、数字ではま

だだけれども効果があるのではないかと見込んでい

るということで理解をしました。 

 それで、この総人件費の抑制なのですけれども、

具体的に言うとどのように抑制しているのかという

のがちょっとわからなかったものですから、どのよ

うな形で抑制を行っているのか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 
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○岩永雅浩企画総務部長 具体的にですけれども、

期末勤勉手当における役職加算の２分の１の凍結、

それから住居手当のうち持ち家分の廃止、現業職員

の退職補充といったものがこの抑制の取組でござい

ます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 いろいろと職員の皆さんには、

抑制する背景にあるところの収支不足の解消は全部

行かない、解消には至らないから抑制を行っている

という部分の抑制が影響はあるのだということを理

解をしました。 

 それで次に、働き方改革がここにも記載があるの

ですけれども、実際働き方改革が始まって、ここで

抑制されるというような記載があるのですけれど

も、実際にこの働き方改革で抑制されていると、抑

制されていると考えているのか。抑制される場合

は、これどのように抑制されると考えているのか、

あわせて伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 働き方改革でございます

けれども、今後組織体制や住民ニーズが変化した場

合でも職員それぞれが協力し合って働き方を効率化

できる組織づくりをすることにあるというふうに考

えておりまして、その結果、副次的な効果として時

間外勤務手当が抑制されるということはあるかもし

れないなというふうに理解をしております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 時間外が抑制されるのではない

かというところで、管理する側も、ところがこれは

なかなか大変なのですね。時間をしっかり管理し

て、何時から何時まではこの作業をして次からまた

何時までこの作業するというような形で、働き方を

しっかり管理をしていくのが働き方改革のまず一つ

時間外抑制の作業になっていくというか、流れにな

っていくということで、学校現場でももう行われて

ますけれども、実際にそれで時間外の縮小になった

のですかということ何人かに聞いたのですけれど

も、全くなっていないという返答でありました。な

かなかこれは難しいところだというふうに、僕は思

っているところです。 

 来年度に、先ほど言いました第４次から第５次計

画の策定に入っていくのだと思いますけれども、こ

の総人件費の今後についてどのように考えているの

かなというところなのですが、先ほどの答弁でいく

と、収支不足解消のために総人件費を抑えてきたと

いうことで伺ったところですけれども、一方で、市

長の給与については月額19万円アップ、広報誌10月

号では市民に初めて報告という報道が10月にあった

ところです。本来の給料に戻したというような内容

でしたけれども、その理由は苦しい財政状況を考慮

して２割削減していったものを、この記事でいくと

市の職員いわく財政の危機的状況を脱したと判断し

たから、先ほども近藤議員の質問にそういう答弁が

ありましたけれども、という内容の報道でした。財

政の危機的状況を脱したという判断であるならばな

ぜ総人件費、この部分はというふうに客観的に市民

感情として見るとそう思いますね。 

 総人件費を抑えるという計画が、現に実施されて

いる、第４期の実施計画が実施されている中で、こ

ういった報道がされて、実際にそうなのだと思いま

すけれども。となると、市民感情と市への信頼を損

なうことにも、私はなっていくというふうに思って

います。こういったことも含めて、総人件費抑制の

今後、どのように考えているのかお伺いします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 総人件費の今後の方針に

つきまして、現時点で具体的に示せるものはござい

ませんが、第４次行革期間を通じて得られる効果を

改めて検証した上で、今後の人件費のあり方につい

て検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 今後も検討していくということ

で、第５次計画が来年検討されていくのだというふ

うに思いますので、その経過も見ながらまた質問さ

せていただきたいというふうに思います。 

 終わります。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩します。 

午後２時04分休憩 

午後２時15分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 石垣直樹議員。 

○石垣直樹議員 －登壇－ 志誠会、自由民主党石

垣直樹が、通告に従い一般質問をさせていただきま

す。 

 まずは、農業用広域農道及び郊外路線の整備につ

いてでございます。 

 こちらの質問は、第２回定例会、第３回定例会に
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引き続きで今回もお伺いいたします。 

 農業用広域農道及び郊外路線の整備、特に東京農

業大学寒冷地農場前の道路について、いまだ路面が

隆起、陥没し危険な状況が続いております。 

 その後についてお伺いいたします。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○佐々木浩司建設港湾部長 斜網広域農道の整備に

向けたその後についてでございますが、道道昇格に

向けた動きにつきましては、北海道及び関係する町

と昇格に向けて課題について意見交換を引き続き実

施しております。また、関係する町と連携し、交通

量調査を11月６日に起終点など５カ所において実施

してきたところであります。今後この調査結果も含

め課題を整理し、さらに協議を進めていく予定でご

ざいます。 

 音根内地区寒冷地農場前及び山里墓地前路面改修

については、局地的に国の交付金事業による改修工

事を計画しているところでございます。また、応急

的に設置いたしました注意看板につきましては、除

雪に支障となるために雪解け後、再度設置を予定し

ております。 

 今後は、道道昇格の協議を進めるとともに、局地

的に危険な箇所の改修工事を早急に行ってまいりた

いと考えてございます。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 よろしくお願いいたします。 

 次に、網走市の人口ビジョンについてお伺いいた

します。 

 網走市人口ビジョン2015－2040において、目指す

べき人口の将来展望、網走市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の効果を十分に発揮し、2040年、令和22

年に人口３万2,900人を確保しますと掲げられてお

ります。 

 そこでは、合計特殊出生率の仮定値を用いた将来

人口の推計において、社人研の推計、国の目標値、

網走市独自の推計の三つが示されております。 

 2019年度本年は、その示されている数値は３万

8,000人という人口が示されておりますが、10月末

現在の住民基本台帳では日本人３万4,828人、外国

人326人であります。合計３万5,154人というのが現

状です。この３万5,154人という数字は、網走市人

口ビジョンにおいては2030年度の推計値となりま

す。つまり10年前倒しで人口減が進んでいるという

のが現状でございます。 

 この網走における推計以上の人口減少について、

網走市の認識をお聞かせください。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 当市の人口ビジョンは平

成22年の国勢調査による人口に基づき、国立社会保

障人口問題研究所による推計を基礎として策定をし

たものでございます。 

 お話の住民基本台帳の人口３万5,154人には、住

民登録されていない農大生や受刑者など約1,600人

程度が含まれておりません。 

 国勢調査ベースで比較する場合は、これを加えた

人口３万6,754人となりますけれども、この場合で

も人口ビジョンで2020年の将来人口は３万8,616人

となっており、約1,900人分の減少が進んでいると

理解をしております。 

 国土交通省の白書では、少子高齢化の影響により

生産年齢人口は今もなお減少し続けているが、高齢

化ではさらなる進行を迎え、これまでの人口転換理

論に当てはまらない新たな段階の少産多死型を迎え

たとされております。 

 市の人口ビジョンでは、総人口の推計は2010年か

ら2040年の30年間で20％の減少となっておりました

けれども、直近の国勢調査をもとにした2015年から

2040年の30年間の推計では31.5％の減少、同じく

2015年から30年間の人口推計において、老年人口で

は５％の増加になる推計でございましたが、これは

1.2％の減少となる推計、生産年齢人口では34.2％

の減少になる推計でございましたが、これは46.8％

の減少となる推計でございます。最後に年少人口で

は15％の減少になる推計でございましたが、これは

23.4％の減少となる推計となります。 

 このことから、当市でも人口転換の新たな段階に

入ったと考えられることから、引き続き若い世代が

安心して働き、希望どおり結婚、出産、子育てがで

きる環境づくりなど、網走市の人口動態を見据え、

地域特性を生かした積極戦略と調整戦略を同時並行

的に進め、市民の住みよい環境を持続的に維持する

ことが重要と考えております。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 予測を上回るスピードで人口が減

っていく中で、その中でもやはり網走市が前向きに

発展していかなければいけないというふうに考えて

おります。 

 その中で、この人口減が大幅に進む中で、まち・

ひと・しごと創生総合戦略にどのような影響が出る

のか、市の考えをお聞かせください。 
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○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 平成27年に策定をした人

口ビジョンよりも人口減少が進行していると認識を

しております。 

 総合戦略は人口減少が与える各分野への影響の緩

和を図るものであり、基本的に方向性は変わらない

ものと考えております。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 ありがとうございます。 

 この第１期まち・ひと・しごと創生総合戦略を検

証し、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

に向けて動き出している自治体がございます。 

 国においては、まち・ひと・しごと創生基本方針

2019が本年６月21日に閣議決定されております。 

 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略に対する

網走市のお考えをお聞かせください。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在、当市におきまして

も、第２期網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定作業を進めているところでございます。 

 当市の第２期総合戦略策定の方向性といたしまし

ては、第１期目のＫＰＩ達成状況の検証と国が基本

方針で示した関係人口、ソサエティー5.0、ＳＤＧ

ｓなど、新たな視点を盛り込み、基本的には第１期

の枠組みを維持しつつ経済社会情勢の変化に対応し

た必要な強化を図るものにしたいと考えておりま

す。 

 最終的には、議員のお話のとおり、12月中に閣議

決定予定の国の総合戦略を勘案の上策定することに

なりますけれども、地方創生は息の長い取組でござ

いまして、第１期で根づいた地方創生の意識や取組

を第２期以降も継続する必要があると考えておりま

す。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 より実効性のあるまち・ひと・し

ごと創生総合戦略になることを御祈念いたしており

ます。 

 続きまして、町内会、自治会のない地域の街灯設

備について御質問させていただきます。 

 この件に関しましては、過去何度も議員の方々か

ら質問されているかと思いますが、やはり全国的に

減少傾向にある町内会、自治会でございます。網走

市においても、町内会が存在しない住宅地がござい

ます。防犯灯の設置、維持管理は町内会が行うこと

となっておりますが、町内会の存在しない住宅街の

防犯灯の設置維持管理について、字潮見165番地、

三崎産業様前の住宅地でございます。そこにおかれ

ましてはおおよそ65世帯の住宅がありますが、街

灯、防犯灯が、潮見鱒浦線に２つ、あとは住宅街に

２つしかありません。 

 本年も、市内において不審者情報が出ている中、

そこに住まう住民からは、夜が暗くて怖いという声

が上がっております。実際に私も夜に伺いましたが

本当に暗いです。比較的新しい住宅地で若い世帯が

多く住まわれています。不安な思いで住まわれてい

る現状があるのに、町内会が存在しないという理由

で、市民の安心・安全が守られていない現状であり

ます。街灯を増やすべきだと思いますが、どのよう

にお考えかお聞かせください。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 防犯灯の設置管理につい

てでございますけれども、この間につきましては市

または町内会、地区連合町内会が行っております。 

 平成30年度より網走市は市町内会連合会に委託事

業として、地区連合町内会区域にある市及び町内会

が設置した防犯灯について、不具合の市への通報や

単位町内会等からの防犯灯の設置要望の取りまとめ

と検討を各地区の防犯協会支部と協議を行って、市

に要望や意見をいただくという事業を行っておりま

す。 

 防犯灯の電気代につきましては、月額料金を市ま

たは町内会、地区連合町内会が負担しているという

ところでございますけれども、平成30年４月以降は

町内会区域、または地区連合町内会区域の防犯灯の

半分までの電気代を市が負担しておりまして、残り

を町内会、地区連合町内会の負担としているところ

でございます。 

 お話のありました字潮見地区につきましては、潮

見地区町内会連合会の区域内となっておりまして、

潮見地区連に情報を提供いたしまして、防犯協会潮

見地区と協議をいただきながら、市も加わって設置

について判断しているというところでございます。 

 町内会ができるまでの間は、町内会が負担する電

気代である場合は地区連合町内会での負担を協議し

ているというところでございます。 

 また防犯灯のことを含めまして、地域での防犯や

防災、環境の美化、子供や高齢者の見守り活動のた

めにも、お話のありました65世帯の方々に町内会設

立に向けてのお話をさせていただきたいというふう

に思っておりますので、また潮見地区町内会連合会
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や市の町内会連合会と調整を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、網走市における人工知能ＡＩの活用

についてお伺いいたします。 

 現在、地方自治体における人工知能ＡＩの活用が

広がっております。 

 福島県会津若松市では、スマートフォンなどを使

って市民が問い合わせると、ＡＩが自動応答するシ

ステムを導入しております。冬季には除雪車の位置

情報を提供し、利用者は自分の住む地域がいつごろ

除雪されのかを予測できる。また、休日に病気にな

ったと打ち込めば、休日当番病院が表示されるなど

の情報でございます。さらには、さいたま市では保

育所の入所者調整で選考ルールを学習したＡＩを使

い、延べ1,500時間を要した作業を数秒に短縮した

とございます。 

 総務省によると、ＡＩを業務に導入している自治

体は政令指定都市で約60％、その他の市町村では約

４％となっております。 

 市民サービスの充実、職員の長時間労働などを解

決し今後の人口減少に対応するためにも、網走市も

積極的に導入を検討するべきだと思いますが、網走

市のお考えをお聞かせください。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 議員からお話のとおり、

地方自治体でもＡＩやルールエンジンなどの技術を

備えたソフトウエアのロボットが業務を代行、自動

化する取組が始まっていることは承知をしてござい

ます。 

 新しい形の市民サービスの提供や職員の長時間労

働の解消など、人口減少社会の影響を緩和するため

にも有効なものと認識をしておりますが、先進的な

取組を進める自治体でも多くは実証実験段階とお聞

きをしており、どのような分野や業務でのサービス

提供に適した技術なのか。ルールエンジンを機能さ

せるための事例データの蓄積と入力、費用対効果の

検証など、本格導入までに解決すべき課題が少なく

ないとも認識をしてございます。 

 いずれにしましても、第２期総合戦略の柱の一つ

と位置づけられているＳＤＧｓと連動するソサエテ

ィー5.0を推進する観点からも、どのような市民サ

ービスの向上に向けて、どのようなＡＩ技術を導入

できるかを研究してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 まだまだこれからの分野だと思い

ますので、他の自治体の動向を見つつ、ぜひとも進

めていってほしいと思います。 

 それでは、最後の質問になります。 

 平成28年度に策定された網走市公共施設等総合管

理計画についてお伺いいたします。 

 公共施設の一斉更新を迎える中、現在の財政状況

では膨大な更新費用の捻出が困難であり、人口減少

によりさらに厳しさを増すことが予測されます 

 長期的な視点を持ち、公共施設等の最適な配置を

実現し、将来世代に大きな負担を強いることなく、

持続可能な市民サービスの提供と安全で安心なまち

づくりの実現を目指して、平成28年に策定された公

共施設等総合計画でございますが、策定から３年が

たちました。本計画において、30年間で345億円が

不足すると試算されておりますが、現在の進捗状況

をお聞かせください。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 網走市公共施設等総合管

理計画で試算をした不足する推計更新費用345億円

は、今後30年間に見込まれる施設更新費用を国が示

す推計条件に沿って機械的に算出したものでござい

ます。今後の長寿命化対策や更新の手法によって、

その費用は変動するもので、あくまでも大枠的な目

安として捉えております。 

 不足する額を単純に床面積の削減で解消しようと

する場合、市の所有施設総量の約３割を削減する必

要があることから、これを目標としております。 

 計画目標に対しまして、これまで解体した施設の

ほかに、既に用途を廃止した施設で今年度解体する

施設や来年度以降に解体する施設を含めて約6,000

平米の削減となり、進捗率は5.2％となります。 

 総合管理計画及び個別施設管理計画により取り組

んでいる事業例ですけれども、集約化したものは２

つの僻地保育園を集約して今年度開園した西部地区

のさんごそう保育園、２つの市立保育園を閉園し民

設民営方式として建設補助を行ったいせの里保育

園、長寿命化を図るための公営住宅改修のほか、イ

ンフラ施設では道路舗装やヒーティングの改修など

に取り組んでいるところでございます。 

○井戸達也議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 30年かけて30％削減するのか、そ

れとも15年で30％削減するのかによって、大幅な財

源が変わってくるかと思います。 
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 ぜひとも積極的に計画を進めていただいて、健全

化を図っていただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 －登壇－ 日本共産党議員団、村

椿敏章です。通告に従いまして、質問をしたいと思

います。 

 まず一つ目ですけれども、障がい者雇用について

です。 

 2007年の障害者権利条約の署名、2011年の障害者

基本法の改正が大きな契機となり、障がい者に対す

る考え方が変わりました。それまでは個人への対応

だったものが、共生する社会の一員として障がい者

を支え合うというものに変わりました。 

 市は障がい者が生きがいを持って働けるよう就労

支援や自立支援をしている現状でありますが、その

点について伺います。 

 まず一つ目に、障がい者の働く場の現状について

です。 

 雇用型の施設の雇用人数、非雇用型の施設の利用

人数など、概要についてお伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 雇用型の施設の雇用人

数、非雇用型の施設の利用人数についてであります

が、雇用型の就労継続支援Ａ型につきましては、市

内に１事業所あり平成30年度の利用は31名となって

おります。非雇用型となる就労継続支援Ｂ型につき

ましては、市内に６事業所あり平成30年度の利用は

74名となっております。 

 また、就職に必要な知識習得やスキル向上をサポ

ートし一般企業への就職を目指す就労移行支援につ

きましては、市内に１事業所あり、平成30年度は５

名が利用しているところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 次に、企業に雇用されている人数についてお伺い

します。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 一般企業における就労者

数についてでありますが、障がい者雇用に関する市

全体の企業数及び就労者数は把握はしておりません

けれども、毎年公表されているハローワーク網走管

内、これは網走市、斜里町、清里町、小清水町、大

空町、北見市常呂が範囲になりますけれども、この

管内の障がい者雇用状況の集計結果によりますと、

障害者法定雇用率が適用される従業員数45.5人以上

の企業45社におきまして、フルタイム、パート合わ

せて76人が雇用されております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 私も先日ハローワークのほうに行

きまして、障がい者の雇用状況をお聞きしました。

今言われたように、ハローワーク網走管内の民間企

業における雇用状況45.5人以上の企業では1.85％

と、全道2.2％、全国2.05％より低い状況でありま

す。また網走だけを数字としては表していないとい

うことでした。 

 網走市として雇用状況を調査する予定はあります

か。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 網走市としての雇用状況

の調査といったことでございますけれども、障がい

者の雇用状況につきましては、現状では社会福祉課

が平成27年から28年度の２カ年で実施をいたしまし

た障がい者就労実態基礎調査、また来年度商工労働

課が実施する労働実態調査、さらに来年度の障がい

者福祉計画策定に伴い実施する障がい者へのアンケ

ート調査の結果、こういったことを踏まえて、また

さらにはハローワークや関係機関との情報交換、こ

ういったことを含めて実態把握に努めてまいりたい

と考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 網走市独自でも調査を行うという

ことがわかりました。実態をつかんで、今後の雇用

を増やす方策に生かしていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 障がい者が福祉施設で働く場合、先ほど言った雇

用型と非雇用型がありますが、雇用型の賃金は幾ら

なのか、月給なのか、日給なのか伺います。 

 また、体調が悪くて通えない場合は、給料が少な

くて苦しい生活を強いられると思われますが、その

場合には手当はあるのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 賃金、工賃についてであ

りますけれども、平成29年度における北海道公表の

賃金、工賃の月額平均では雇用型となる就労継続支

援Ａ型が７万61円、非雇用型となる就労継続支援Ｂ

型が１万8,810円となっております。 

 網走市内の就労継続支援Ａ型につきましては、平

成30年４月の事業開始であるため、月額平均はまだ

未公表で把握はしておりませんけれども、賃金は時
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給であり時間単価と就労時間によって支給される契

約となっており、体調が悪くて通えない場合の対応

ですけれども、有給休暇制度が整備されている状況

でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の答弁でいきますと、北海道の

数字しか今のところ押さえていないということです

よね。網走の数字はわかるのでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 雇用型で申し上げます

と、まだ平成30年４月からの事業開始というような

ことで、まだＡ型事業所についてはまだ公表されて

いないので把握をしていないというようなことでご

ざいます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 Ｂ型の工賃が１万8,810円ですか。その金額とい

うのはかなり低いと思うのですけれども、その工賃

を増やす方策というのはどのようなことをされてお

りますか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 就労継続支援Ｂ型におけ

る工賃の向上といったことでございますけれども、

事業所における作業収益を増やすため、商品の販売

機会や役務の提供機会を確保する必要があるという

ふうに考えておりますけれども、当市におきまして

は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律に基づきまして、平成26年

３月に網走市障害者就労施設等からの物品等調達方

針を策定しておりまして、封筒の購入ですとか、花

苗の育成・植栽委託や交流、弁当の購入、施設の清

掃等を発注している状況にございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の調達という、網走市が調達を

してからの調達ということですけれども、これをさ

らに広げていただくことを検討してほしいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 事業所での職員と障がい者の間の信頼関係は欠か

せないものだと思います。しかし、職員の言ったこ

とが障がい者に伝わらない、作業が進まない、施設

の規則が守れないなど、たくさんのことが毎日のよ

うに起こると思います。 

 その中で、全国的には職員が障がい者に対して差

別的な言動や無視をしたり、虐待など障がい者が傷

つけられてしまうこともあると聞きます。 

 市は事業所での差別やいじめ、虐待の実態につい

てどのように把握しているのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 差別やいじめについてで

ありますが、障害者福祉施設等は障害者総合支援法

に基づく事業所の運営基準により、事業所の運営規

程に虐待防止のための措置に関する事項を定めるこ

ととなっております。 

 具体的には、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

のため責任者を設置するなど、必要な体制の整備を

行い、その従事者に対し研修を実施する等の措置を

講ずるよう努めなければならないといった内容でご

ざいます。 

 これら虐待防止に係る事業所の取組状況は、北海

道が実施する実地指導の中で確認されるとともに、

指定権者である北海道が行う集団指導等においても

説明が行われているところでございます。 

 虐待等の発生に伴う通報につきましては、市が窓

口となっておりますが、北海道や労働基準監督署等

の関係機関と情報共有し、事実確認及び是正措置の

確認など適宜対応しているところでございます。 

 また、通報には至らないもののサービス提供中に

おける支援者の行為等の相談を受けた場合には、事

業所に状況を確認し、必要に応じて口頭指導等を行

っているところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の聞き取りというのは、網走市

が行っているのですか。北海道ではなくて網走市が

聞き取りをしているのでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市が虐待等の窓口になっ

ておりますので、市が確認するといったことでござ

います。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 市が受けて、現地のほうを確認す

るということですね。聞き取りをするということな

のですけれども、先ほど言われましたように、差別

やいじめなをくしていくには、対策としては職員の

理解力をつける。そのためには教育や研修を行い障

がい者についての理解を深める必要があると思われ

ますが、教育や研修はどのような、年に何回やると

か、そういう決まりがあるのでしょうか。それか

ら、研修は何人受けているのでしょうか、伺いま

す。 
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○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 虐待に対する職員研修と

いったことは特にしてはおりませんけれども、障が

い者の虐待対応につきましては、障害者虐待防止法

ですとか、国が定める手引に基づいて実施をしてお

ります。そういった部分を、職員に理解していただ

いて対応しているというような状況でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 研修の人数というのはわからない

ということですかね。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 事業所職員に対する研修

といったことで、ちょっと間違った答弁をしてしま

いましたけれども、事業所は随時職員に対する研修

は実施していると思います。また北海道による実地

指導や集団指導の中でも、そういったことはお話を

しているというふうに理解をしておりますので、た

だ事業所独自に実施している研修、回数、人数等に

は把握してない状況でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 できれば事業所ごとにどんな研修

をしているのか、回数なども把握していただきたい

と思います。 

 次の項目に移ります。 

 日体大附属高等支援学校についてです。 

 平成25年度から日体大附属高等支援学校の建設に

向け事業が始まりましたが、建設に至った経過につ

いて伺います。学校の誘致の目的について伺いま

す。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 日本体育大学は、障がい

者のスポーツ振興が明記されたスポーツ基本法が平

成23年に施行され、障がい者スポーツを通じた社会

貢献事業について強い関心を持っておられました。 

 この理念を実現するために適当な施設を全国規模

で探し、特にオホーツク管内では高校の統廃合、失

礼しました、高校の統廃合再編による廃校施設の有

効活用にも着手していたとの情報を得ました。 

 当市において、本格的な高齢化社会を迎え、障が

い者スポーツの振興を通じ障がい者への理解を深め

ることはやさしいまちづくり、高齢者も住みやすい

まちづくりにつながるもの、また日本体育大学との

連携によるスポーツ振興は子供の体力向上、市民の

健康増進にもつながることと判断し、誘致に向けた

取組を行ってきたところでございます。 

 誘致の決定は、これまで市民の理解と協力で培っ

てまいりましたスポーツや医療の環境、パラリンピ

ック代表選手の合宿実績などが高く評価されたと認

識をしております。 

 平成29年４月に開校した支援学校は、市民との関

わりを大切にする地域に密着した学校づくりを進

め、地域イベントへの参加や除雪ボランティアの取

組、スポーツ大会での生徒の活躍により、地域に

徐々に浸透してきており知名度も向上しているもの

と思われます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 ところで、設立から今まで事業費が幾らかかった

か、また補助金なども入っていると思いますが、事

業費全般について、どのようなものか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 誘致の取組から現在まで

の事業費でございますが、土地や建物の取得や施設

設備の補助などを含めて、約６億9,300万円となっ

ております。 

 このうち屋内直線走路整備につきましては、国か

ら２分の１の交付金を受けており、また施設整備補

助などはふるさと寄附を充当をしておりますので、

市の実質的な負担は約３億100万円程度となってお

ります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 今後、またその施設の整備とかをしていると思う

のですが、今後網走市が負担する部分はあるのか伺

います。また、その負担についての学校と協定とい

うのは結ばれているのでしょうか。あれば、ここに

ついても伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 日本体育大学とは体育ス

ポーツ振興に関する協定を平成27年３月21日に締結

をしてございます。 

 また、施設整備などにつきましては必要な支援を

していくということで考えておりまして、毎年意見

交換をしながら、それの判断をしているところでご

ざいます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 施設については必要なケアをして

いくということですね。 

 先ほども言ったのですけれども、今後網走市がそ

の部分、施設の負担をするというところ、どのよう
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なものがあるのでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今後の施設整備への支援

でございますが、これまで行ってきたような、例え

ば能力開発センターを取得をして、それを整備をし

てお渡しをするというようなことはもう予定はして

おりません。日体大が必要とする整備がどのような

ものかお聞きをして、その中で判断をしていくとい

うことでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 まだ、この後も協議をしながら負担する部分があ

るというふうに認識します。 

 来年春にはいよいよ３年生が卒業します。卒業後

の就職先はどのようになっているのか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 来年の３月には１期生17

人が卒業となりますけれども、進路の状況は一般就

労に５名、就労継続支援Ｂ型に４名、一般就労移行

支援に３名、進学が５名の予定とお聞きをしており

ます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 その予定の中に網走市役所で採用

する予定というのはないのでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 １期生からの採用はござ

いません。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 当初の目的である障がい者スポーツ振興を通じて

健康増進なども行い、そして障がい者に対する理解

や差別のない社会を目指していく。これまでに６億

9,000万円ほどの税金を使ってきているわけですか

ら、網走市内の企業への就職を増やすことや、それ

から障がい者の働く場を増やす契機にしまして、そ

して網走の人口増になるよう市の取組を進めていた

だくことを求めて、この部分については終わりたい

と思います。 

 次に移ります。 

 環境問題についてです。 

 地球温暖化が進み、世界の平均気温は産業革命以

前と比較して1.1度上昇しております。スペインの

首都マドリードで開かれていた国連気候変動枠組条

約第25回締約国会議ＣＯＰ25は、２日間の会期延長

の末、おとといの15日閉幕しました。 

 ＣＯＰ25は、パリ協定の目標である地球の気温を

1.5度未満に抑制するため、各国の温室効果ガス削

減目標の野心的な提示の促進、協定の運用ルール

で、唯一未解決だった温室効果ガス削減量の国際取

引協定６条などで議論しました。協定６条について

の合意は先送りとなる一方、各国に削減目標の引き

上げを促す文言が成果文書に盛り込まれておりま

す。 

 気候変動問題をめぐっては、今後2020年、来年に

パリ協定が本格的に始動し、各国には温室効果ガス

削減目標の再提出が義務づけられております。ＣＯ

Ｐ25を受けて、各国が温室効果ガス削減目標で、よ

り意欲的な目標を示せるかどうかが問われます。 

 日本も、昨年の西日本豪雨やことしの台風15号、

19号で甚大な被害が続き、温暖化による気候変動に

よる被害は今後も想定されます。しかし、日本は石

炭火力発電所を増やし、日本の大手銀行は石炭火力

発電所事業に融資しており、ＣＯＰ25では二度の不

名誉な化石賞を受賞し世界中から批判されておりま

す。 

 地球温暖化対策は待ったなしの状況となってお

り、そこについて市の取組について伺いたいと思い

ます。 

 まず、網走市の総合計画には、「自然環境の保全

と賢明な利用を図り、人と自然が共生するまちを目

指します」とあります。網走市は地球温暖化に対し

て、どのような対策を行っているのか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 網走市における地球温暖

化対策についてでありますが、家庭向けの啓発資料

であります「ストップ・ザ・地球温暖化 家庭でで

きる10の取組」を、平成20年度及び改訂版を平成26

年度に全戸配布しております。そして、平成28年度

には事業者向けの啓発資料を市内事業所に配布して

おります。 

 また、網走市の事務事業から発生する温室効果ガ

スの排出量につきましては、地球温暖化対策の推進

に関する法律第21条の規定に基づきまして、網走市

役所地球温暖化対策実行計画を策定し、平成19年度

から実施しております。 

 さらに本年度は、ＦＭあばしりでも地球温暖化防

止対策の啓発に御協力をいただいているところでご

ざいます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今のチラシや、それからラジオで
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すとか、そこで啓発をしているということなのです

が、網走市がしてるのは啓発だけですか。具体的に

は何かしてはいないでしょうか。例えば、電気自動

車を買うとか、そういうことはされていないのでし

ょうか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 チラシでの啓発内容につ

いては、地球温暖化の仕組みを解説するとともに家

庭については全世帯での取組と、網走市内から排出

される二酸化炭素８％削減できることを目標として

啓発を行っております。 

 市の公用車についてですけれども、市では電気自

動車１台、ハイブリッド車を９台導入しておりま

す。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の電気自動車やハイブリッド車

を導入しているということですが、その効果はどの

程度あるのか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 電気自動車につきまして

は、平成28年度に国の補助を利用して、市民が体験

乗車できる試乗会を開催いたしまして、35名の方に

電気自動車の運転を体験していただきました。 

 電気自動車やハイブリッド車の導入に係る効果を

測定するというのは難しいところでありますけれど

も、化石燃料であるガソリンの消費や温室効果ガス

の排出の減少にはつながっているものというふうに

考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 過去には、ドライバーに向けてエ

コドライブを呼びかけたりしておりました。そして

その効果や今の電気自動車の効果、網走市の施設の

電気量削減なども取り組んでいると思うのですが、

その取組を市民に知らせることも必要ではないかと

思います。ぜひ検討してほしいと思いますがいかが

でしょうか。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 この効果の周知というこ

とで、例えばアンケートなども手法としてあるわけ

ですけれども、これにつきましては平成28年度に市

民対策アンケートを実施しております。600世帯を

無作為抽出して261件から回答を得て、回収率は

43.5％いただきました。回答された方の皆さんの関

心はかなり高かったのではないかというふうに認識

しております。29年度も同様のアンケートを行って

おります。このアンケートの結果については、市の

ホームページ上で公開しておりまして、また、平成

30年度におきましては、クールチョイスのチラシや

小中学生向けの学習資料を作成して配布を行ってい

るというところです。 

 今後も地球温暖化の防止対策については、取組を

進めてまいりたいと考えておりまして、新たな事業

を実施する場合にはアンケート調査など、皆様の関

心を集約するとともにまた啓発など、これらを通じ

て行ってまいりたいと考えています。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 アンケート調査も含めて、網走市

の取組を伝えているということですかね。そのよう

に受け取っていいのでしょうか。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 アンケート調査を通じて

市民周知をしていくということでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 さらに今の温暖化の状況、待ったなしのところだ

というところも含めて市民に知らせながら、このア

ンケート調査はぜひ続けていただきたいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 廃棄物の処理についてです。 

 レジ袋の有料化を来年からコンビニエンスストア

も始めることになりますが、市としての取組は何か

考えておりますか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 レジ袋につきましては、

国では令和２年４月１日からレジ袋の有料化を義務

づける方向で検討されているところでありますが、

バイオプラスチックや、生分解性の材料でできた袋

は対象外とするという情報もございます。このこと

から、事業の方向性が判明次第、市事業者、消費者

協会等で組織します網走市レジ袋等削減推進連絡会

の中で、意見を伺いながら新たな取組について検討

してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 令和２年７月からということです

けれども、その時期になってというのですか、それ

から始めてはやっぱり遅いと思うのですね。できれ

ばもっと早くから網走市の方向性も見せていったほ

うがいいと思うのですが、例えば、私は最近コンビ

ニエンスストアでは、品物３品くらいなら袋は要り
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ませんと断ったりして、手に抱えて持って帰ること

もあるのですが、あと財布やかばんに使い終わった

レジ袋を持ち歩くようにしております。ただ、マイ

バックを持ち歩くというのはなかなか難しいので、

それは市民の方もそのような感じだとは思うのです

けれども、使い終わったレジ袋を持つようなこと

も、市民に勧めるというのもいいのではないかなと

思いますがいかがでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 網走市内でスーパーのレ

ジ袋を有料化していったときに、マイバックの推進

も図っておりまして、そのマイバッグを持ち合わせ

ていない方、それは議員がおっしゃられるように、

スーパーから受け取った袋を持っていくとか、それ

から数量の少ないときにはテープを張ってもらうと

か、そのようなことをそのときに啓発もしておりま

す。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。よろしくお願いし

ます。 

 次に移ります。 

 プラスチックごみについてです。 

 前回も聞きましたけれども、プラスチックごみが

今海洋や河川を汚染しております。前回は、網走産

の魚からプラスチックごみが発見されたという報告

はないとのことですが、先日網走川流域の会で網走

川を調査したところ、マイクロプラスチックがある

ことがわかりました。この調査内容と結果について

お聞きします。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 網走川流域の会が実施を

しました網走川でのプラスチックごみ調査について

でございますが、本調査は北海道ｅ－水プロジェク

トの助成を受けまして、７月から９月にかけて計４

回網走川流域の自治体、津別町、美幌町、大空町、

網走市の４地点で調査を実施しております。 

 調査の結果、全ての調査地点からマイクロプラス

チックが発見されております。網走川で発見されま

したマイクロプラスチックの量は、水１立方メート

ル当たり平均個数は0.522個、平均質量は0.0312ミ

リグラムの結果となっております。これが多いのか

少ないかというところでございますが、東京理科大

学の研究チームが行いました国内29河川における調

査結果では、１立方メートル当たりのマイクロプラ

スチックの平均個数は1.6個、平均質量は0.4ミリグ

ラムでありまして、これと比較すると、網走川で発

見されましたマイクロプラスチックは非常に少ない

調査結果というふうになってございます。 

 東京理科大学の研究チームの結果では、マイクロ

プラスチックの量は流域の人口密度が高く水質が悪

い河川から多く見つかる傾向であるという報告があ

りまして、今回の結果は、網走川の流域は人口密度

が少ないということも関係しているというふうにも

考えられますが、あわせまして、網走川流域の会が

平成28年度より毎年流域全ての自治体で実施をして

おります、網走川流域一斉清掃などの取組の成果で

もあるというふうにも考えてございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 川では４地点ということなのですけれども、海に

もマイクロプラスチックはあると思われるのですけ

れども、海での調査をする予定はないのでしょう

か。そして、その調査をして市民に知らせていくこ

とでごみのポイ捨てを防ぐ、そういうことにつなが

ると思いますがいかがでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 現在のところ、海洋での

調査の予定はございませんが、海岸清掃やボランテ

ィア清掃などを行いますと、ペットボトルやプラス

チック製容器など多くのプラスチックのごみが回収

されておりますことから、ポイ捨てをしないための

啓発に引き続き取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 ぜひ、海洋でも調査していただきたいなと思いま

す。 

 次に、包装用プラスチックを分別して２年となり

ますが、集めた後の行き先というのはどのようにな

っているのでしょうか。海外へ運ばれたりしてはい

ないでしょうか。日本容器包装リサイクル協会とい

うところに運んでいると聞きますが、そこの要件は

厳しいのか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 網走市で回収、選別した

容器包装プラスチックは、国の指定法人であります

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡

しておりまして、国内でリサイクルされておりま

す。引き渡しの要件ですけれども、容器包装プラス

チック以外のものの混入割合が高いとランクが下が
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っていく方式となっております。中でも刃物などの

危険物や医療系の廃棄物などが入っていると最低の

ランクに落とされまして、引き取りを拒否される可

能性もありますので、市民の皆様には排出の段階で

分別していただくよう啓発するとともに、施設での

選別におきましても、特に注意を払って行っている

ところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 国内で処理されているということ

ですけれども、その処理のされ方ですが、再生する

のか、それともプラスチックを燃やしてしまうとい

うこともあるというのですけれども、燃焼の材料と

してしまうのか、どのような状態で最後は処理され

てるかというのを伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 回収されたプラスチック

につきましては、容器包装リサイクル協会が引き取

りを希望する業者さんから入札をするという形で決

定しているのですけれども、今年度分につきまして

は、道内の製鉄所のほうに出して燃料というふうに

されております。 

 昨年度につきましては、上川管内の業者のほうに

出されておりまして、そこは再生利用されておりま

して、パレットや医療用のごみ箱やプランターなど

に再生されております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 やっぱり燃やされているというこ

となのですけれども、やはり熱にしてしまうと結局

また二酸化炭素か出てしまうということなので、で

きるだけ燃やさずに再利用する方向で考えていただ

けたらと思います。 

 次に、生ごみについてです。 

 生ごみを堆肥化することで温室効果ガスを削減す

ることはできると思うのですけれども、この効果は

どのような効果がありますか。それから、生ごみの

堆肥化はどの程度進んでいるのでしょうか伺いま

す。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 生ごみの堆肥化について

でありますが、生ごみの搬入量は平成29年度が

3,666トン、30年度が3,262トンとなっております。 

 なお、生成した堆肥は平成30年度に900キログラ

ム、平成31年度は2,259キログラムで、町内会や学

校などに配付して有効利用いただいております。 

 生ごみの分別に伴う温室効果ガスの削減の効果で

ありますけれども、網走市の地球温暖化対策実行計

画に基づいた集計では、メタンの排出量が減少して

おりまして、分別開始前の平成27年度が１万49二酸

化炭素トンであったのに対し、平成30年度は7,904

二酸化炭素トンと、2,145トン減少しているところ

でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 網走のごみの分別が先ほどのプラスチックにし

ろ、それからこの生ごみについてですが、分別は地

球温暖化対策になっているということをもっと宣伝

していただきたいと思います。そして若い世代も分

別の大切さを知ってもらうこと。そして分別は面倒

だではなくて、温暖化ストップになっていると考え

てもらえたらなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 バイオマス発電所についてです。 

 次に、能取港町にできたバイオマス発電所の概要

について伺います。 

 燃料は間伐材、一般木質材を使用しているという

ことですが、間伐材は何トン使用しているのでしょ

うか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 能取のバイオマス発電所

は、主に中標津、網走、佐呂間、美幌における間伐

材等由来の林地残材、未利用材を燃料として使用し

ており、昨年10月から本年９月までの実績による

と、総量で約２万2,000トンというふうにお聞きし

ております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今のは有機残材ですか。間伐材は

使用されてないということですか。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 間伐材由来等の林地残

材、間伐材だけでなく皆伐の中でも林地に残ってい

うの未利用材、そういうものを全て合わせてという

ことでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 間伐材由来の林地材、残材という

ことですね。 

 これは、今まで捨てられたものなのではないかと

思うのですが、その捨てられていたようなものを集

めて運ぶというのは大変だと思うのですけれども、

どのようにして集めるのでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 
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○後藤利博観光商工部長 今まで林地に残ってい

て、既存事業者が使っていないような林地残材です

か、未利用材ですか、それは発電事業者が主にチッ

プにしまして加工して、発電所に運搬をしていると

いう状況でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 山でチップにするということです

ね。それを、チップにしたものをトラックで運ぶと

いうことですね。わかりました。そのように認識し

ます。 

 今後のバイオマス発電所の計画はどのようになっ

ているのか伺います。また、大きいというふうに若

干報道されていますが、その燃料は確保することが

できるのか。どこから持ってくるのかとか、その辺

ですね。今、紋別でバイオマス発電所が、大きなも

のが動いているのですけれども、そこから若干聞い

た話では、材料が集められなくなったら石炭を燃や

すというような話も聞いたのですが、そのようなこ

とはないとは思いますが、何を使うのか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 今後のバイオマス発電の

拡張ということでございますが、現在２号機につき

ましては、本年は既に準備工事を進めておりまし

て、冬期間の工事を避けて2020年春より本格的な建

設工事に着手をする予定というふうに伺っておりま

す。 

 なお、この２号機の容量は9.9メガワットでござ

いまして、使用燃料の大部分は木質ペレットという

ことで、主に海外材を調達するというふうに伺って

おります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 石炭という話はないということですね、今はね。 

 バイオマス発電は太陽光発電とともに、石炭火力

発電の発電量を減らすことにつながると思いますの

で、これからも注視していきたいと思います。 

 最後の質問に移ります。 

 最後ではないですね、もう一つあります。失礼し

ました。 

 網走の森林面積ですけれども、１万6,000ヘクタ

ールありまして、そのうち民有林が１万ヘクタール

あると市のホームページにあります。 

 今、かなり伐採しているような感じは見えるので

すが、樹齢40年とか、また50年ほどの伐期を過ぎる

と二酸化炭素の取り込み量が少なくなったり、また

夜間の二酸化炭素の排出量が増えることから、大き

くなり過ぎた木は伐採して植え直したほうがいいと

言われております。伐採後は新しく苗木を植えて育

てたり、また適正に間伐をすることで、木はさらに

太く大きく育ちます。そしてＣＯ₂が固定化され、

ＣＯ₂の削減がさらに進むことになります。 

 また、この森林を管理することで、森林事業者の

雇用が増え、経済の活性化にもつながると思いま

す。森林を生かしたまちづくりが、温暖化対策にも

経済の活性化にも有効だと思われますが、市の見解

を伺います。 

 また、現在年間何ヘクタールほどの木が伐採され

ているのか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 森林を生かしたまちづく

りについてでございますけれども、森林の有する地

球温暖化の緩和、水路保全機能など、多面的機能を

維持していくためには、伐採後の造林とともに下刈

り、除間伐などの森づくりを行っていくことが重要

であるというふうに思っております。 

 議員お話のとおり、二酸化炭素の吸収による温暖

化の抑制には、適切な森づくりが有効であるという

ふうに考えてございます。このため市といたしまし

ては、森林所有者に対しまして森林整備事業によ

り、人工造林、下刈り、除間伐、枝打ちに対して引

き続き助成を行いまして人工林の保全を図り、林業

の振興を進めていきたいというふうにも考えてござ

います。 

 また、どのぐらいの面積を伐採しているのかとい

うことでございますが、過去５カ年の伐採面積を見

ますと、凸凹はあるものの平均で約年間で260ヘク

タールとなってございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 年間260ヘクタールということで

すが、40年かけたらちょうど１万ヘクタールぐらい

ですかね。先ほど私が話ししたのが民有林は１万ヘ

クタールあるということなのですけども、それが40

年かけて切り倒されて、また再生産するというふう

に受け取ってよろしいのでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 民有林は１万ヘクタール

というお話でございますが、その中で人工林の面積

というのは約半分の5,000ヘクタールというふうに

なってございますので、この人工林の面積のところ

をリサイクルをしながら伐採をしていくという考え
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でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 思ったより多いということで驚いたのですけれど

も、そうなると260ヘクタールは続けて切っていく

ことはなかなか難しいなという現状だということは

わかりました。 

 今後は伐採後の計画的な植林育成を進めていくよ

う求めて、次の質問に移ります。 

 地域で発電した電気の有効利用という観点から質

問します。 

 昨年のブラックアウトのときに、バイオマス発電

所や太陽光発電の電気があのとき使用できればよか

ったと思いますが、そのような非常時に切り替える

ことは可能なのでしょうか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在当市に設置をされて

いるメガソーラー発電所及びバイオマス発電所にお

いて発電された電力は、固定価格買い取り制度の契

約により北海道電力へ売電をしている状況でござい

ます。 

 現状では昨年発生したブラックアウトのような非

常時において、これらの発電所を活用した電力を供

給する仕組みとはなってございません。 

 非常における切り替えなどによる電力供給につい

ては、北海道電力や発電事業所との協議によって電

力系統の整備やシステムの構築などが必要となり、

加えて、これらの発電量に見合った供給先の選定や

需要と供給のバランス調整など様々な課題があると

考えております。 

 また、バイオマス発電所においては、昨年のブラ

ックアウト時に発電機能が停止をし、再起動のため

に大きな電力供給が必要だったと伺っております

し、太陽光発電につきましては、天候や時間帯によ

り安定した発電に難があるというふうに認識をして

おります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 網走で発電されている電気が網走

に、非常時に切り替えることは今はできないという

ことですけれども、協議を重ねて、ぜひ調査検討し

ていただきたいと思います。 

 次に、太陽光発電の余剰電力固定価格買い取り制

度ＦＩＴの買い取り期間10年が11月から順次終了し

ております。ＦＩＴを卒業する、卒ＦＩＴの家庭用

太陽光発電が誕生しております。この卒ＦＩＴ電気

の有効活用を考える必要があると思いますが、市の

見解を伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 卒ＦＩＴの家庭用太陽光

発電についてでございますが、制度終了後は蓄電池

を設置して各家庭で利用する、大手電力会社もしく

は新電力会社に売却するという選択肢がありまし

て、各設置者個人が選択してエネルギーを利用する

内容となっております。 

 現在市として、各家庭で発電された電力を有効活

用するということは、技術的に難しいことがござい

ますので、今後の制度や技術等に関する情報を収集

し、研究してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 そうですね。今言われた新電力に

買い取ってもらうというのがあると思うのですけれ

ども、岩手県久慈市では、六つの会社と市が出資し

て電気の小売事業を立ち上げています。地域内の経

済循環による持続可能な地域経済基盤を造って、地

域経済の自立と雇用の拡大など、地域の豊かな暮ら

しと明るい未来を創造するとしております。 

 そこでは、市の施設はこの新小売事業者、新電力

の小売事業者と契約をして、そこから電気を買うと

いうことをされているそうです。企業もこの電気事

業者から買うなどしております。なので、このよう

な新電力の会社を立ち上げるということも、網走の

電気を地産地消できるような形になると思いますの

で、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○井戸達也議長 ここでお諮りをします。 

 本日の議事日程であります一般質問はまだ終了し

ておりませんが、本日はこの程度で延会とし、明日

一般質問を続行することにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本日はこれをもって延会

とします。 

 再開は、明日午前10時としますから参集願いま

す。 

 お疲れさまでした。 

午後３時33分延会 
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○議事日程第４号 

令和元年12月18日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （栗田議員、小田部議員、松浦議員、 

平賀議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

工 藤 英 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 観光商工部次長    田 口   徹 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

職 員 課 長    寺 口 貴 広 

財 政 課 長    古 田 孝 仁 

社会福祉課長    岩 尾 弘 敏 

介護福祉課長    高 橋 善 彦 

農 林 課 長    佐 藤 岳 郎 

水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

観 光 課 長    大 西 広 幸 

商工労働課長    秋 葉 孝 博 

観光商工部参事    高 井 秀 利 

観光商工部参事    前 田 関 羽 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、定足数に達しておりま

すので、ただいまから本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議には、次の議員から欠

席の届出がありましたので、報告いたします。 

 欠席、工藤英治議員。 

 本日の会議録署名議員として、立崎聡一議員、澤

谷淳子議員の両議員を指名します。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第４号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、昨日に引き続き、一般

質問を続行します。 

 栗田政男議員。 

○栗田政男議員 －登壇－ 令和の会の栗田でござ

令和元年第４回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ４ 日 

令和元年 12月 18日（水曜日） 



- 60 -  

います。 

 ２日目の一般質問、早速させていただきます。 

 私のほうからは２項目通告をしております。 

 まずは、光ファイバー通信網の整備についてであ

ります。 

 実は新聞紙、地方紙の報道で、女満別町、大空町

の、女満別町ではないですね、失礼しました。大空

町の光ファイバー通信網の整備についての記事を読

みました。非常に多額の費用をかけて整備を行う大

きなプロジェクトだというふうに認識をしました。 

 私の知る限りでは、早い時期に小清水町のほうで

農業地域について光ファイバー網整備というのは、

大分前ですね、されているという情報は入っており

ました。それについての結果云々は聞いてないので

すけれども、多分これからの、特に第一次産業の農

業については非常に必要性を感じる部分ではないか

なというふうに感じております。 

 そこで、まずお聞きしたいのは、当市の光通信網

の状況というのはどういうふうになってるかについ

てお答えをいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 市の基幹産業である農業

分野で、担い手がその意欲と能力を存分に発揮でき

る環境を創出するためには、ＩＣＴ技術を用いた農

作業の省力化や精密化などを図ることが極めて重要

であると認識をしております。 

 また、最新テクノロジーの活用につきましては、

農業分野に限らず少子高齢化と人口減少に係る多く

の課題解決に貢献できると期待されておりますの

で、当市でもこれまでスマート農業や介護施設での

見守りなどへの支援のほか、自動運転の実証実験の

協力などに取り組んでまいりました。 

 平成27年国勢調査の全世帯１万8,035世帯のう

ち、光回線の未整備エリアの世帯は835世帯、約

4.6％と推定をしてございます。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 かなり整備は都市部では進んでる

ということだと思います。 

 この中で、今回の質問の趣旨でありますけれど

も、郊外地域は住宅地が集積されていませんから

点々とされているのですが、網走はほぼ100％に近

く電話回線は引かれているのだろうと思います。電

気が通ってる以上は、多分付随して今までは電話回

線が入ってると思うのですが、その辺の状況につい

ては把握しているのでしょうか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 郊外地域に限った未整備

エリアの把握ですけれども、これについてはＮＴＴ

のほうからも情報提供がございませんので、私たち

のところで把握するのは難しいなというふうに考え

ております。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 通常はＮＴＴの回線が主体なので

すね。それに利用する側、契約する側は違った民間

のものを使ったりするのでしょうけれども、この光

通信、今盛んに来年の２月にはローカル５Ｇの導入

が閣議決定されるという報道もありましたし、５Ｇ

は来年度多分導入されるであろうと思います。今

我々はスマホの中に入っている４Ｇの100倍の能力

があるということなのですが、その光ファイバーと

５Ｇの無線通信ということについての原課の認識と

いうのは、どういうような把握してるのでしょう

か。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現状の光通信と５Ｇでご

ざいますけれども、いずれも基地局を必要としてい

るという点については共通かと思いますけれども、

５Ｇについてはまだ具体的な情報が得られていない

というところはございますけれども、かなり短いス

パンで基地局の設置が必要というふうにお聞きをし

ておりまして、そのため当面大都市圏での設置、あ

るいはローカル５Ｇという形で局地的な、例えば工

場内ですとか、そういう狭いエリアでの設置が中心

になるというふうにお聞きをしておりますので、網

走市のような地方自治体については、導入はもっと

先になるのかなというふうに認識しております。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 調べていくと、まだはっきりはわ

からないのですが、やはり基地局がたくさん必要だ

ということと、それに多大なる費用がかかるという

ことで、当然都市部からこういうものは進んでいく

というのは現実に私思うのですが、逆に郊外地域と

いうか、変な言い方ですが、田舎のほうがこういう

通信網のインフラというのは非常に必要性があるの

ではないかと思うのですね。都市部というのはいろ

いろな手法がありますから、単純にそれに頼らなく

てもいろいろなコンテンツで引っ張るということが

できると思うのですが、やはり地方都市、特に網走

のような広大な面積がある、そこに住宅地が分散し

ている地域で、その分散している地域、特に郊外地



- 61 -  

域は農業主体でやってらっしゃると思います。その

農業というのは今スマート農業という言われ方をさ

れてますが、急速に進展をしております。ＧＰＳに

よる遠隔操作だったり、遠隔操作で無人による耕作

をしたりということが進んでる中で、言われている

のは、近い将来かなりＩＴ化が進みＡＩ化が進み、

それに見合う機械も導入されていくという現況があ

ります。そういう意味で、女満別町のほうとしては

大切な第一次産業、核となっている、ごめんなさ

い、失礼しました。失言しました。大空町のほうで

は、核となっている第一次産業の農業を何とか支援

できないかということで、今回の英断という形にな

ったのだと思います。 

 大空町のほうでは、民設民営という形をとるらし

いのですが、いろいろな国の支援をいただきなが

ら、この事業を進めるということでありますが、大

変スピーディーに国のほうに申請をして進めていく

ような予定でいるみたいです。その内容については

いろいろな、大空町は私も初めて知ったのですが、

過疎債も使えるということなので、そういう財源を

確保しながら、なおかつ足りない部分については民

間のＪＡの協力もいただきながら進めていくという

ことなのですが、知ってのとおりＪＡさんは大空町

の場合はちょっと管轄が違う関係で、行政区とＪＡ

さんの管轄が変わってると思うのですが、その辺の

情報は私のほうでまだ持っていないのですけれど

も、原課のほうで何か情報とか持っていれば教えて

いただきたいのですけれども。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 大空町における光回線整

備事業の状況でございますけれども、今議員からお

話のあったとおり、整備方式は民設民営ということ

のようでございます。ただこれには一定の条件があ

るようで、目安の600戸を確保できなければ行われ

ないということでもあるそうです。 

 ここについては、民設民営なのかどうかというこ

とについては、その判断まだ担当レベルの確認状況

だというふうにお聞きしておりますし、ＪＡの関わ

り方については、私たちとしては情報についてはい

ただいておりません。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 進行形ですから、いろいろこれか

らのことが出てくるのだろうとは思います。 

 なぜ光通信なのかといいますと、多分Ｗｉ－Ｆｉ

の関係だと思いますね。そういうものがやはり急速

に進歩しているので、多分皆さんの家庭でも電話回

線は電話としての利用よりもＷｉ－Ｆｉを飛ばす機

能のほうが多いのではないかと。現実にほとんどが

携帯電話で通話をしてるのではないかなという現況

があるかと思います。それを表す例としては、やっ

ぱり回線の休止というのがすごく増えています。無

駄なお金なので、一般の電話回線は要らないという

家庭も大変増えていますし、都市部に行けば行くほ

ど、特に集合住宅等は回線を引かない家庭は非常に

増えているという現状があります。 

 そういう中で、なぜこう光回線が必要なのか。大

量にいろいろなデータを引き込むために、これから

より複雑になってきますし、もちろんいろいろな業

種によっては販路、そのときの市況などもデータと

して入れながら仕事をしていく、それがもう既にや

っぱりこういう地方都市にも入ってくる時代になっ

ています。 

 そういう中で、やはり僕はやっぱりこの光通信網

というのは、早いうちに整備すべき大切な事業では

ないかと思うので、多分大空町で費用的なものをざ

っと聞きますと、１キロ当たり700万円ぐらいの敷

設替えの費用がかかるということですから、それを

郊外地域全部の回線を取り替えるとなると、とんで

もない大きなお金が動く、かかるということになる

のだと思うのですけれども、この辺についての考え

方、何かあれば教えていただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 残された未整備エリア、

郊外が中心になりますけれども、そのエリアへの光

回線等のブロードバンド環境の整備を、北海道市長

会やオホーツク圏活性化期成会を通じて国に要望を

しております。また、通信事業者に対しても、早期

整備を要請しておりますけれども、採算性の課題な

どから、全道的にも整備は頭打ちの状況でございま

す。 

 その中で、当市としましても整備方法については

様々検討を重ねてまいりましたが、残されたエリア

の光回線整備には約20億円の費用が見込まれており

ます。 

 これまで無線方式のブロードバンド環境の整備も

検討してまいりましたが、通信速度が遅く天候によ

る通信安定性への懸念もあることから、この方法で

の整備は難しいと判断した経過もございます。 

 現在は、エリア全体の面的整備ではなくてピンポ

イントで各世帯、あるいは狭いエリアごとに光回線
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を整備をする方法がないかの検討を進めている段階

でございます。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 真剣に取り組んでいるということ

を理解いたしました。ぜひとも取り組んでいる以上

は、早いうちに実現をしていただきたいですし、ど

ういう形にこれから変わるかは、すごいスピードで

変化していきますのでわかりませんが、しっかりと

取り組んでいただきたいと思います。 

 アメリカという国は、ある面で通信というのはす

ごく進んでいる国というふうに認識をしてたのです

が、もう最近はかなり変わってるのですが、20年前

にビジネスミッションでアメリカのほうに行ったと

きに、その当時は日本ではもう今のスマホではない

ですが携帯電話は普及してました。必ず１人に１個

は持ってましたが、アメリカのほうでは携帯電話は

普及してませんでした。なぜかというと、実は通信

料が異常に安いのですね、公衆電話はワンコインを

入れることによってずっとお話ができるということ

で、国がその通信に、事業に対しては補填している

ということですから、安いがゆえに普及しなかっ

た。アジアのほうはやっぱりそのときは後進国でし

たからいろいろな面で、無線のほうが速やかに設置

できるということで無線のほうの普及が早かったの

ですが、そういうふうに思いました。ハイウエイも

もちろん無料で走れます。 

 やはりこのインフラ整備というのは、僕は大切な

政治の仕事だと思っています。税金で賄うべき大切

な役割だと思っています。道路にしても、あなたは

税金が安いから１メートルしか歩けませんよという

ことには絶対ならないわけですね。やはりみんな全

国民がやっぱりしっかりとその利益を享受できる公

共のものだというふうに、私は道路も含めて思って

います。通信もできるならば、一応民間がその役割

を担っているわけですが、やはり通信インフラとい

うのはこれから必要不可欠なものですから、これも

大事な公の仕事ではないかなというふうに思ってい

るので、ぜひとも公的なスタンスを持ちながらこの

事業、多少そのお金が20億円という話も出てました

が、お金の問題はいろいろな策を考えれば何とかな

ると思います。もちろん受益者である人たちにも、

負担をある程度していただくことも必要になってく

るかもしれません。また大きな団体であるＪＡさん

も大変今おかげさまでというか、内容のいい事業体

であります。そういうところに協力をいただきなが

ら、いろいろな支援をして、みんなでつくり上げて

いくということが必要ではないかなと思います。 

 町場の人は黙っていても回線が引かれているの

で、あと自由に多少のお金を出すと引っ張れるので

すね。郊外の地域は少し高くてもいいから、ぜひと

もその回線が欲しい。家の中にもあると、すごく家

の中の環境もよくなるし、回線さえ入れば町と何ら

変わらない住環境ができるということがそこにある

わけです。 

 一つの考え方として、町に住んで通い畑をすると

いう方法も農業者の方には実際に行われている地域

もあるのですが、やはり原則は自分の地域に住んで

いただいて、そこで耕作をしていただいて、そこに

住んでいただくという基本的なスタンスがあって私

はいいのではないかなというふうに思います。 

 最後になりますけども、その辺についての見解が

もし何かあれば教えていただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 ブロードバンド環境の整

備につきましては、今や水道と同様にライフライン

の整備と同格に位置づけることが必要と認識をして

おります。 

 先ほども答弁をさせていただきましたが、オホー

ツク圏活性化期成会を通じて、情報通信基盤の整備

には自治体間で格差が生じないよう国主導による整

備を促進するよう要請を継続するほか、引き続き技

術革新の動向を注視しながら、農業を初めとする産

業や医療、福祉、教育、地域コミュニティーなど、

様々な場において必要とされる支援に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 ぜひとも、これはあんまり時間が

ない事業ではないかと。ゆっくり考えるよりもスピ

ーディーに対応していかなくてはいけない事業では

ないかなというふうに思っています。 

 農業の話を中心にしましたけれども、企業進出と

いう意味からも、その回線というのは絶対必要、必

須条件なのですね。それがないと、企業もこの網走

に進出をしてくれないという現状があります。これ

は当たり前の話なので、誰が考えても当たり前の話

なので、そういうことも含めながら、この地域が未

来永劫次世代の人たちがこの中で暮らしていくため

にはいろいろな力が必要です。そのための一助とし

てぜひとも光通信の、少なくてもいろいろな地域に

十二分に行き渡るような環境整備というのは、僕は



- 63 -  

絶対条件ではないかなと思いますので、なるべく早

い時期に実現されることをお願いいたします。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 次は、すごく長いのですが、アイヌの人々の誇り

が尊重される社会を実現するための施策の推進に関

する法律についてであります。 

 本当にこういう名前なのですね。これを略してア

イヌ施策推進法というふうになっています。 

 実は今年の４月にこの法律が制定をされました。

それまでもいろいろあったのですが、皆さんも御存

じのように、アイヌという言い方が悪いということ

でウタリという名前に変えたり、古い方は知ってい

らっしゃると思いますが、昔の法律では旧土人保護

法という、僕はすごくこれは違和感の感じる法律の

呼び方なのですが、これは現存としてそういう法律

があったので言わせていただきますが、旧土人保護

法という法律がございました。 

 そういう中で、いろいろな国連憲章の中で少数民

族、その発端はこの前亡くなられた中曽根さん、総

理の時代に単一民族国家という発言をしてしまった

ことによって、日本は違うよと、アイヌの人たちも

いたのだよという声が上がって、国連の決議につな

がったという経過があります。 

 国連決議の中で、やはり何が言われたかといいま

すと、なぜ日本人は、日本という国はアイヌの人た

ちをそういう形できちんとフォローしてこなかった

のだということがいろいろな形で、皆さんも御存じ

のように、研究のためにアイヌの墓を掘り起こして

大学のほうに持っていったとか、勝手に持っていっ

たとか、それを今返還の時期でどうのこうのという

報道もされてると思います。 

 そういう中でこういう法律ができまして、国のほ

うでも予算措置をしております。よく報道で皆さん

が、白老のウポポイという施設がもうすぐ完成する

ということを聞いてると思います。いろいろな形で

これは国の事業として、50億円程度かかったらしい

のですが、白老の地に民族共生空間アイヌの文化施

設をつくったということであります。 

 そういうことで、まずはこのアイヌ施策推進法に

ついて、原課としてどのように認識をしているかを

まずはお尋ねをしたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 アイヌ施策推進法の成立

に伴う当市の取組といったことでございますけれど

も、これまでアイヌ関連の政策体系につきまして

は、アイヌ文化の振興と普及啓発及びアイヌの人々

の生活向上を主体とした内容でありましたが、議員

お話のとおり、本年５月アイヌ施策推進法が施行さ

れまして、従来の政策に地域振興、産業振興、観光

振興などを加えた新たな支援を継続的に実施する交

付金制度が創設されたところでございます。 

 既に取組を進めている自治体が見受けられます

が、今後アイヌ協会と意見交換を行い、要望などを

把握していきたいというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 長いのでアイヌ新法という言い方

をさせていただきますが、このアイヌ新法ができた

おかげでいろいろな予算づけをされております。 

 もちろんウポポイの施設も北海道にできるわけで

すから、非常に大切な施設ではありますが、そのほ

かに各自治体の権限で利用できる、活用できるいろ

いろな施策、予算がついております。今年度に関し

ては10億円、これも報道によるところなのですが、

そのうちの６億5,000万円くらいはいろいろな申し

込みにより活用される予定になってるということで

あります。 

 札幌市においては雪まつりの文化発信、登別にお

いてはウポポイと登別温泉を結ぶバス運行など、日

高管内の平取町などはレーザー彫刻刀導入、多分ア

イヌ民芸を作るのだと思いますが、公営塾の運営、

ほとんどいろいろな事業に活用ができるというふう

に捉えてます。本州では三重県松坂市が武四郎まつ

りの舞踏を披露ということで、これは308万円の予

算を計上しております。 

 一つは、要はアイヌ施策でなぜ予算がつくかとい

いますと、やはりアイヌの人たちがいまだやはりい

ろいろな差別だとか、いろいろなことで苦労してい

るという現実があるのですね。その中で、北海道の

開拓の歴史はすなわちアイヌを、アイヌの皆さんを

虐げた歴史でもあるわけです。これは歴史でしっか

り確認されていることですから、公に言って問題は

ないのですが、その中でもともと文字も持たない、

貨幣も持たない人たちは、強制的に和人によってい

ろいろな契約書にサインをさせられて、もちろん字

も書けないのになぜサインしたのかということにな

るのでしょうけれども、そういう環境の中で追いや

られてきた現況があります。 

 森では木をとって、森の動物をとりながら生活を

して、川ではいろいろな魚をとりながら、一部農業

経営の耕作もしていらっしゃったと。そういう中で
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文字文化がなかったがゆえに、変な意味ではないで

すが、和人の皆さんにいろいろと虐げられてきた、

そういう現実があります。 

 そういうことがあったからこそ、国連憲章の中で

もアイヌの人たちをしっかり守ってくださいという

決議がなされた、それが国会の中でもしっかりと決

議をされてます。 

 この予算、そういった意味から、官房長官直轄の

事業というふうになっております。道経由も必要な

いですし、いろいろな意味からすると直轄の事業で

す。それだけ重要性があるということという認識を

持ってほしいと思うのですが、そういう中で、当市

にもアイヌ協会は現存していますので、そういう中

で市として様々な今まで支援をしてきたと思うので

すが、それについて概要で結構ですから教えていた

だきたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 アイヌ協会網走支部との

関わりといったことでございます。 

 網走市として、今実施している事業でございます

けれども、アイヌ生活支援相談事業として、アイヌ

協会に相談事業を委託しているということが１点、

また、アイヌ協会の運営補助金を支出しているとい

うような部分もございます。また、アイヌ住宅改良

資金貸付事業なども実施しているところでございま

す。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 自治体単独でこういうふうにいろ

いろフォローしているというのは、本当に珍しいケ

ースだと思います。 

 通常は国の支援があったり、北海道アイヌ協会と

いうのがございますので、そこを介しての支援だっ

たりというのが一般的なのですが、市単独に当市に

おいては、きちんとした支援をしてるというのは非

常に評価される部分であると思います。 

 また、住宅資金だとか教育資金、今活用されてい

るかどうかは別ですが、もありましたし、それを利

用して学校に行ったアイヌの人たちも結構いらっし

ゃる現実があります。住宅資金、そういう資金を使

って住宅を建てたという方もいらっしゃいます。 

 では、なぜそういうことをしなくてはいけなかっ

たのかということを原点に返ったときに、やはり私

は、負の連鎖ではないですが、非常に恵まれない経

済状況というのがアイヌの人たちにはあったと思い

ます。これは、やはりいろいろな面で貧しい中から

はい上がったと。はい上がって何かできればいいの

ですが、そこまでなかなか行かれない人たちが今ま

でのアイヌ人の皆さんの生活ではなかったかと。だ

からこそ、国としてもいろいろなそういう制度をつ

くりながらフォローアップをしていったという現状

がございます。 

 ここで私が言いたいのは、こういう国がせっかく

いろいろなメニューを出してきました。幅も広げま

した。これは自治体がきっちりと計画書を提出し

て、当然議会の承認も必要な事業になるとは思いま

すが、できるならばこういう事業を活用して国の支

援、この非常に有利な補助内容になっていますの

で、事業を起こしてあげて、アイヌ政策の一部とし

てしっかりと活用してはどうかなということなので

すね。これはやっぱりその地域にアイヌ協会がなけ

ればできない事業ですし、そういう人たちが自立で

きて未来永劫組織をきっちり守っていくために、や

はりお金も必要だと思うのです。 

 そういう中でいろいろな活用方法がないのかなと

いうことを提案したいと思うのですが、原課として

その方向性はあるのかないのか聞かせていただきた

いと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 アイヌ関連事業の推進と

いったことでございますけれども、アイヌ施策推進

交付金制度のスキームといたしましては、政府が策

定した施策の総合的かつ効果的な推進を図るための

基本方針に基づきまして、市町村がアイヌ施策推進

地域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた当

該計画に位置づけた事業に対する交付金制度となる

ため、今後アイヌ協会としっかり連携を図りながら

要望もお聞きし、事業の方向性といったものを見出

していきたいというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 栗田議員。 

○栗田政男議員 協会としてどう考えている、非常

に大切な話です。いろいろ私も参加させていただい

て勉強させていただいてますし、北海道アイヌ協会

のほうにも何度も足を運んでいます。そういう中で

感じるのは、やはり考えてないわけではないです

し、こういう事業、国からの事業がこういう形で来

たときに、単独の協会としてもやはり未来につなげ

るため、正直言って今の網走アイヌ協会のスタッフ

というのは高齢化なのです。では、これを子供たち

の世代にどうつないでいくかというためには、協会

自体がやっぱり自立していかなくてはいけない、そ
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ういう考えを持ってらっしゃいます。ただ、私たち

は無学なゆえに、そのやり方がわからない。もし可

能であれば、いろいろなものを活用して市にも協力

をしていただいて、協会自体が未来永劫きちんと守

っていける、誇りを持ってその伝統文化継承をして

いけるような方向性を持っていきたいのだというこ

とを望んでいらっしゃいます。もちろんこれから先

いろいろな研究、調査をしながら、市のほうにも要

望しなくてはいけないことが多々あろうかと思いま

す。ぜひともその辺、そのときにおいては前向きに

検討していただきたいですし、来年度の予算では20

億円を予定されています。 

 北海道が主体となるアイヌ人が、本州のほうにも

いらっしゃるのですが、ほぼ90％以上は北海道が主

体になろうかと思います。北海道の中でも特に日高

地域のほうにはずっと集積をしてますし、この北網

圏も実はあんまり目立たないのですがしっかりとし

たアイヌ協会がある。それぞれアイヌの人たちが活

動をされてます。小さいですけれども、二、三人の

協会もあれば、認知されない協会もありながらも団

体として動いているというのが現状があります。 

 これからの時代ですから、昔のように生活館を建

てたり、それを市が活用したりというのはなかなか

その維持管理も今後出てくる話ですし、その縛りも

いろいろ出てくるでしょうから難しいことなのかも

しれませんが、ぜひとも有効活用して、それが市に

とってもいいことであり、アイヌ協会にとってもい

いことであるということであれば、僕はぜひとも活

用していただきたい。 

 決定しているのは８割の補助であります。最終的

には９割の補助になります。それも決定しておりま

す。１割の皆さんの負担によっていろいろな事業の

可能性が開けるということなので、ぜひとも前向き

に検討していただいて、できるならば、その協会が

世代交代をしてもしっかり運営できるような経済状

況になれるような状況をつくっていければなという

ふうに、私も全力で取り組んでますので、協力をお

願いして、今回の質問を終わらせていただきます。 

○井戸達也議長 小田部照議員。 

○小田部照議員 －登壇－ おはようございます。

早速質問に入らせていただきます。 

 地域貢献のための副業について伺います。 

 日本は今、都市化、核家族化、少子高齢化などで

急激な人口減少社会を迎えています。国の産業や技

術を守り、経済の維持、発展を求めていくには労働

力不足が大きな課題であり、政府は働き方改革を軸

に施策展開を進めているのが現状であります。多少

の地域差はあるものの全国的、全道的にこの状況は

時代の認識として捉えなければならないと考えま

す。 

 当市も同様の状況にあると思いますが、この労働

力不足の現状をどのように捉えて認識しているのか

伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 労働力不足の関係でござ

いますけれども、ハローワーク網走管内によります

10月の有効求人倍率は1.37倍と依然として高い水準

にあり、主な職種別の状況としましては、食料品製

造などの生産工程部門が3.72倍、建築土木技術者、

看護師などの専門技術分野が2.54倍、介護サービ

ス、飲食店などのサービスが2.42倍と高く、一方事

務職は0.51倍という低い状況となっております。 

 また、網走商工会議所によります令和元年度第２

四半期の景気動向調査において、経営上の問題点を

人材不足と上げた事業者は58.3％と最も多く、人材

不足を１位とした業種は建設業、卸売業、小売業、

サービス業という状況となってございます。こうし

た人材不足の状況は、予断を許さないものというふ

うに考えてございます。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたしました。 

 次に、外国人労働者の受入れの状況について伺い

ます。 

 当市は、農林畜産業、漁業生産加工業に加え、観

光産業や建設サービス産業といった複合都市であ

り、地域経済と活動を支える中核都市であると認識

しております。 

 この地域産業を守り次世代につないでいくために

は、労働力の確保は欠かせない条件であると思いま

す。このため、これまでも外国人の研修生の受入れ

や就労支援に努めてこられているとは思いますが、

現在の状況とこれまでの推移について伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 当市の外国人技能実習生

の現状についてでございますが、平成元年11月末現

在で228名となっておりまして、国別では中国人が

172名、ベトナム人が50名、インドネシア人が３

名、カンボジア人が３名となっております。 

 業種につきましては、非加熱性水産加工食品製造

業が137名、食鳥処理加工業が54名、牛豚食肉処理
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加工業が19名、畜産農業が18名となっております。 

 これまでの推移についてでございますが、当市水

産漁港課の調べによりますと、平成27年には125

名、28年には143名、29年には150名、30年には181

名、令和元年は228名となっておりまして、年々増

加している状況になっております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 わかりました。 

 外国人の受入れとなると言葉や生活文化も異な

り、様々な課題、問題点もあるとは思われますが、

それらはどのようなものがあるのか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 外国人労働者受入れに対

しての課題や問題点というところでございますが、

市内監理団体では実習開始当初に市内で入国時講習

を実施しており、また、市でも生活環境や保健の推

進、また地域産業について説明を実施しているとこ

ろでもありまして、これまで受入れに対するトラブ

ルは特に報告をされてはおりません。 

 一方で、技能実習生の受入れにつきましては、入

国渡航費や研修費の負担があるとともに、受入れ後

も監理団体へ支払う管理費や機能評価試験検定料な

どの負担が発生すること、また給与体系におきまし

ても、日本人と同等以上であることが要件となって

おりますから、受入機関側の費用負担が課題となっ

ていると認識をしております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 外国人労働者の受入れを拡大する

新たな制度が４月１日から始まり、これまで高度な

専門人材に限定されていた就労目的の在留資格を事

実上単純労働者にも認めるという大きな政策転換が

なされ、人手不足に直面する産業界からは歓喜の声

が上がっているところであります。 

 当市でも、介護の分野で外国人受入れに対し前向

きな事業所もあるようですが、住居の問題や言葉の

問題、資金繰りなど課題も多いようですが、現状の

認識と今後の対応について伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 介護分野における外国人

材受入れの課題と今後の対応でありますが、現段階

では経済連携協定技能実習制度特定技能により外国

人を受け入れている事業所はございませんが、介護

人材の確保につきましては、喫緊の課題であるとい

うふうに認識をしております。 

 外国人の受入れに当たりましては、受入側の費用

負担や住まいの確保、介護のスキルやコミュニケー

ション、安定的な雇用などといった課題があるた

め、年明けに第８期計画策定に向けた事業所に対す

るサービス見込み量調査を行います。その中で、外

国人受入れの意向を把握させていただくとともに、

介護人材確保検討会で意見交換をしてまいりたいと

考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 介護の分野でも外国人受入れに前

向きな姿勢の事業所もあるようです。ぜひ、よく協

議しながら実現に向けて、しっかりと取り組んでい

っていただきたいと思います。 

 今年の制度改正により、介護や建設、農業や漁業

といった14業種に向け特定技能が新設され、今後ま

すます外国人労働者の増加が予測されている状況で

ありますが、当市ではどのように取組を進めていく

つもりなのか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 今後の外国人労働者の受

入れの方向性についてでございますが、今年の４月

１日に施行されました改正出入国管理法による新た

な受入制度特定技能につきましては、まだ開始され

たばかりのため、国内でも当該制度による在留者数

は少なく、網走市ではまだいません。 

 しかしながら、既存の技能実習制度から特定技能

への移行も想定されるとともに、技能実習生につき

ましても、市内にある監理団体及び受入機関が優良

基準適合者となっていることから、実習受入人数を

増やすことも可能となっておりまして、当該地域で

労働力が確保できない場合は、この制度により在留

者の増加も予想されるところでございます。 

 市といたしましては、引き続き市内の状況の把握

に努めまして、市内監理団体や受入機関と連携をし

て、適宜適切な対応をとっていきたいというふうに

考えてございます。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 できたばかりの制度ということで

様々な課題はあるようですが、ミスマッチのないよ

うな受入体制の構築に努めていっていただきたいと

思います。 

 農業や漁業は、当市の経済活動を支える基盤であ

ることは言うまでもありません。その繁忙期におけ

る、いわゆる農業ではまきつけ時、漁業ではホタテ

の稚貝放流時などがこれに当たると思われますが、

この時期の関係者の労働力の確保がどのような状況
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にあり、どのような苦労、努力がなされていると認

識しているのか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 農業、漁業の繁忙期の労

働力確保についてでありますが、既存労働者の高齢

化や労働人口の減少によりまして、全国的にどの産

業でも労働力不足が懸念されているところでありま

す。当市におきましても、農業や漁業の繁忙期にお

ける労働力の確保は、以前と比較すると容易ではな

くなってきてはおりますが、学生アルバイトなどに

より繁忙期における労働力は今のところ確保されて

いる状況と認識をしております。 

 しかしながら、農業、漁業のどちらも繁忙期に

は、近隣地区との労働力の取り合いが生じてきてい

るとも聞いております。このため、労働力の確保対

策とあわせまして、それを補うためのスマート農業

やコントラクター事業の充実、漁業作業の機械化に

よる省力化などについても、関係機関と研究を進め

ることが必要であるというふうに考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 大体実情を把握されていると認識

しました。 

 地域産業を維持するためには、先ほども述べたと

おり、労働力の確保が絶対条件であります。しかし

現状において、人口減少に伴い生産年齢人口も年々

減少しております。つまり働く人が減っているとい

うことでありますが、この働く人が減るということ

は産業が衰退し、網走市の力が弱まることを意味し

ていると思います。これは日本社会全体の問題でも

あり、政府は2018年にモデル就業規程を改定し、副

業を原則容認する意向を示しました。当市としても

労働力不足の解消として、先ほども質問させていた

だきました外国人労働者の受入れという方法もあり

ますが、分野によってはまだまだ様々な課題や問題

があるということで現状すぐにというわけにはいか

ず、より可能性のある働き盛りの世代に兼業、副業

をしてもらうということで、課題の解消に努めてい

くということも一つの方法であると考えます。これ

に対する市の認識を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 平成29年３月28日に内閣

総理大臣を議長とする働き方改革実現会議におい

て、実行計画が決定をされ、柔軟な働き方がしやす

い環境の整備の一つとして副業・兼業の推進が盛り

込まれ、平成30年１月には厚生労働省によりモデル

就業規則が改訂をされ、労働者の遵守事項の許可な

く他の会社などの業務に従事しないことという規定

が削除されるとともに、副業・兼業についての規定

が新設をされました。 

 本年９月に実施をされた民間企業による中小企業

の実態調査の中では、副業・兼業の禁止が65％、容

認が25％、わからないという答えが10％となってお

ります。 

 なかなか副業・兼業が進まないという現状として

は、勤務日数や時間、健康管理、秘密保持など解決

しなければならない課題が多数あることや、企業の

規模、業種、あるいは都市、地方など置かれている

状況の違いもあり、副業・兼業に対する考え方も多

様なものと考えております。 

 まずは、副業・兼業を希望する労働者の方と企業

が十分なコミュニケーションをとりながら、双方に

とってよりよい形とすることが必要であるというふ

うに認識をしております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 わかりました。 

 公務員の副業についてですが、他の自治体に先駆

けて2017年４月には兵庫県の神戸市が公益性の高い

地域貢献活動としての副業を認めており、2017年８

月には奈良県の生駒市が公益性のある組織での副業

を認めております。 

 やはり公務員ということで、両市とも公益性や地

域貢献などが前提とされてはいるものの副業解禁の

流れが見え始めていると考えます。 

 行政と市民が連携し、地域の課題を解決する新た

な取組として注目されていますが、これに対する市

の認識を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 地方公務員の兼業につき

ましては、公務の能率や公務の公平性の確保、そし

て職員の品位の保持などのため、国家公務員と同様

に許可制が採用されております。一方で、民間労働

政策においては兼業や副業が促進されている現状が

ございます。 

 地方公務員も地域社会のコーディネーターなどと

して、公務以外でも活動することが期待されるよう

になっていることから、こうした背景を受けて許可

基準を明確にし、兼業許可の公平性、透明性などを

確保することで、地域活動に関する兼業に取り組む

自治体があることは承知をしております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 
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○小田部照議員 まだまだ様々なリスク課題も多い

とは思いますが、北海道では道南の鹿部町でも条件

つきで副業を解禁いたしました。町内の深刻な人手

不足を職員の副業で補うことが狙いであり、地域団

体の有償ボランティアやスポーツ文化関連の指導

者、ホタテや昆布漁の手伝いなど漁業を想定してい

るようです。 

 当市でも先ほど答弁があったように、網走漁協ホ

タテ稚貝放流時期では１日に約1,000人近いでめん

さん、マンパワーが必要であり、各ホタテ養殖事業

者は毎年労働力の確保に大変苦労されております。

地元の人材では賄い切れず、地方からも人手を確保

し、様々なあつれきやトラブルも起きているという

のが現状であります。西網走漁協の稚貝放流時期も

同様であり、地域産業を守るためにも、市職員に地

域貢献という一定の条件つきで副業を解禁し、市内

の事業所にも波及していくということにも積極的な

研究と検討が必要になってくると考えますが、市の

見解を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 当市の職員につきまして

は、直ちにこうした制度を導入する段階にはないと

の認識でございますが、先進自治体の事例や近隣自

治体の動向などを踏まえて、兼業制度について研究

してまいりたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 これからますます少子高齢化が進

んで人口減少が加速していきます。2040年には地方

消滅というようなショッキングなデータも出ている

というような状況です。将来を見据えた対策、対応

が必要になってくると考えます。 

 ぜひ、地域産業を守り抜くための当市の努力に今

後期待いたしまして、質問を終わります。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩します。 

午前10時50分休憩 

午前11時00分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

一般質問を続行します。 

 松浦敏司議員。 

○松浦敏司議員 日本共産党議員団の松浦敏司でご

ざいます。 

 通告に従って質問をしてまいります。 

 質問に入る前に、ちょっと風邪を引きましてお聞

きづらい点があるかもしれませんが、御容赦願いた

いと思います。 

 まず、１項目でありますが、福祉灯油の実施につ

いてであります。 

 第２次安倍政権が誕生して、およそ７年がたとう

としております。この間、安倍政権が誕生以来、国

政選挙においては、アベノミクスの経済を唱えて国

民の暮らしをよくするかのように、言葉巧みに選挙

で多数を占めてきました。 

 安倍政権が７年間やってきたことは一体何か、憲

法と平和、暮らしと経済、民主主義と人権など、あ

らゆる分野で戦後どの内閣もやってこなかった史上

最悪の暴政の連続だったと私は感じています。その

最たるものとして、二度にわたって消費税の大増税

を強行し、合計するとおよそ13兆円にもなります。

経済の６割近くを支えている家計の負担増というの

は、消費不況と国内需要の低迷に悩む日本経済にと

っても致命的な打撃となると思います。安倍政権に

よる影響は、網走市民にとっても大きく影響を与え

るものと考えております。 

 そこで、何点か質問をしてまいります。 

 １点目に、灯油価格の状況についてであります。 

 ここ数年は灯油価格は１リットル当たり80円台後

半から90円台で推移し、いわゆる高止まりの状況が

続いているというふうに思います。この高止まりが

続いているため、１リットル当たり80円台後半でも

感覚としては麻痺してしまう状況になっていると、

こんなふうにも私自身感じています。 

 しかし、低所得者層と言われる住民税非課税世

帯、母子・父子世帯、障がい者世帯、年金生活者世

帯などは、灯油価格の高止まりによって、特に冬期

間は暮らしが厳しい状況にあるというふうに思いま

す。 

 市としては、ここ数年の灯油価格について、どの

ような認識を持っているか、まず伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 灯油価格の状況と認識に

ついてでありますが、ここ数年の推移でございます

けれども、2014年をピークに下降を続け、2016年４

月には市内の平均販売価格が61.1円まで下降したと

ころであります。 

 2017年２月に原油価格の高騰に伴い90円を上回

り、以降上昇を続け、2018年11月に一時100円を超

えたものの、その後原油価格の落ち込みに伴い下降

し、現在まで90円台で推移している状況でございま

す。 
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 灯油価格につきましては、高止まりではあるもの

の2017年２月以降安定していると認識しております

が、今後も販売価格の動向には注視してまいりたい

と考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういうことだというふうに思い

ます。高止まりということでは、意見が一致すると

思います。 

 そこで、福祉灯油への認識について伺いたいと思

いますが、原油価格については2015年ごろから比較

的落ちついていて、以前のような急激な価格の上昇

というのは起きておりません。 

 北海道の灯油価格について、今年の11月25日の段

階では、店頭販売で18リットル当たり1,678円とな

っておりまして、１リットル当たりにすると93円

と。 

 当市は平成24年度、25年度、26年度と３年連続

で、低所得者世帯に対して灯油価格高騰緊急対策事

業としてこれらを実施してきましたが、しかしその

後は実施に至っておりません。これまで市が実施し

てきた事業は、灯油の価格が高騰したことに伴っ

て、低所得者世帯に対して灯油券を支給してきたと

いうふうに思います。それでは、この福祉灯油とい

う事業についての基本的な市の考え方について伺い

ます。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 福祉灯油への認識につい

てでありますが、当市におきましては、これまで議

員お話のとおり、５回の灯油価格高騰緊急対策事業

を実施してきたところでございます。 

 当該事業につきましては、灯油価格が高値で推移

することにより生じる市民生活への負担を考慮し、

低所得世帯を対象として、厳寒期の暖房用灯油の購

入に伴う一部助成措置を講じ、当該世帯の冬期間の

生活安定に資することを目的として実施をしている

ところでございます。 

 実施に当たりましては、厳冬期を迎える前に灯油

の価格が100円を超える高値の状態が長期間にわた

り続く、あるいはその傾向が継続していくのかな

ど、灯油価格の動向を見据えながら判断をしている

ところでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 厳冬期に灯油価格が100円を超え

る、その状況が続くというようなお話も、答弁があ

ったかというふうに思うのですが、では、この灯油

価格が１リットル当たり100円を超えるという、そ

の判断の根拠というのは何なのか。また、ほかにも

判断する材料があって総合的に判断すると、この福

祉灯油を実施するかしないかというふうに判断する

のではないかと思うのですが、その辺についてお考

えを伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 灯油価格、事業実施に伴

う根拠というようなことでございますけれども、初

回を平成19年度に実施しておりますけれども、この

ときに前年度70円から80円台で推移をしていた平均

価格が12月の時点で100円を超え、その後も継続す

ると見込まれたため、平成19年度の事業の実施に至

っております。 

 それ以降、事業実施の判断につきましては、灯油

の平均価格が100円を超える状況が続くかを目安に

事業を実施してきたところでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 100円の根拠というのはそういう

ことなのだろうと思うのですが、確かにそれも重要

だというふうには思います。ただやはり、後ほどま

た質問をしてまいりますけれども、他にもいろいろ

な要因について判断すべきだなというふうに思いま

す。 

 次に移ります。 

 ２点目に、日用品価格の値上がりが続いておりま

すが、この状況についてです。 

 第２次安倍政権ができて７年になりますが、実は

労働者の賃金というのは事実上上がっておりませ

ん。消費税の増税によって、実質賃金は下がってい

ます。年金生活者はマクロスライド制の導入によっ

て、年金支給額が下げられる、生活保護の生活扶助

費が下げられるなどが行われております。そんな状

況にあるのに、一方で物価が上がり、とりわけ日用

品である食料品などは、今年４月から様々な食料品

の値上がりというのが続いております。 

 社会福祉課として、この日用品の値上がりによっ

て、低所得者への影響についてどのような認識を持

っているか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 日用品の値上がりによる

低所得者層への影響についてでございますが、総務

省は現在の物価の状況につきまして、緩やかに上昇

しているとの見方を示しております。 

 本年４月には、原材料費や資材価格の上昇に伴



- 70 -  

い、乳製品、冷凍食品、食料品などの日用品の値上

げが実施され、消費者物価指数の数値が前年同月に

比べ0.9％上昇しております。 

 低所得者層につきましては、可処分所得における

基礎的支出項目の消費割合が相対的に大きいことか

ら、日用品の値上がりによる影響はあると思われま

すが、飲食料品が軽減税率の対象となっているた

め、一定の影響緩和が図られているのではないかと

いうふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういう面もある意味ではある

と。ただ私は、軽減税率と言うけれども、これは複

数税率といいますか、軽減だけではない。軽減税率

という名前を使っているけれども、実は８％のまま

推移しているものや現金ではなくカードを使えば安

くなるとか、それも期間限定ですから、それが本当

に市民にとってどうなのかと、果たしてどれだけの

人たちがそれを活用できるのかという点では、非常

に私は疑問を持っている一人です。 

 そこで伺いますけれども、この日用品の値上がり

というのは、網走市民だけでなく全ての国民に影響

を与えるというのは言うまでもありません。とりわ

け低所得者への影響というのは大きいと、今、部長

の答弁がありましたけれども、可処分所得のお話が

あったかと思いますが、低所得者層はもともと収入

が低いわけです。ですから、日用品の物価が上がる

ということは、即暮らしを直撃することになりま

す。つまり日々の暮らしが夏冬関係なく厳しくなる

ということになります。 

 灯油価格の１リットル当たり100円も大事な要素

だというふうにも思いますが、この日用品の値上が

りと、価格は変わらないけれども実は中身が減って

いるというのも結構あります。そういう市民の皆さ

んからの声も伺います。中身が減らされているとい

うのであれば、結局は物が足りなくなりますから、

また買わざるを得ない状況になる。 

 それで、ここをどのように、市として原課として

見ているのかということが大事だと思うのですが、

その辺での見解を伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 日用品の値上がりといっ

たことでございます。 

 議員お話のとおり、様々な状況があり、日用品の

値上がりによる影響がないとは言えませんが、重複

した答弁にはなるのですが、飲食料品の軽減税率、

低所得者層への対応といったことで、ある程度の影

響緩和が図られていると認識をしてございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 影響の緩和という点では、ないと

は言えません。確かにあります。それはそのとおり

だなというふうに思います。 

 それで、網走市内の灯油価格について、実は網走

消費者協会の広報誌がこの前届きまして、今年12月

３日現在の灯油の価格が載っておりました。それに

よると、１リットル当たり高値で100.9円、安値で

88円、平均すると95.5円と書いておりました。限り

なく100円に近づいている状況かなというふうに思

うのですが、この点での原課としての認識を伺いた

いと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 灯油の販売価格、平均価

格が100円に限りなく近づいているというようなこ

とでございます。 

 当市といたしましては、事業の実施に当たりまし

ては、先ほどの答弁と重複しますが、厳冬期を迎え

る前に灯油価格が100円を超える高値の状態が長期

にわたり続く、あるいはその傾向が継続していくか

といったことで、福祉灯油の実施の判断をしている

ところでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 これ以上言っても変わらないの

で、次に移ります。 

 市民の中には、消費税10％の実施前に駆け込み需

要が一定程度あったのだというふうには思います

が、原課としてどのような変化があるのか、把握し

ていれば伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 消費税増税前の駆け込み

需要の実態把握についてでありますが、網走市にお

ける駆け込み需要の数値は把握しておりませんけれ

ども、総務省の家計調査によりますと、９月の家計

支出が前年同月比で実質プラス9.5％であるのに対

し10月は実質マイナス5.1％となっていることか

ら、９月に一定の駆け込み需要があったものと考え

ております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そうだと思います。 

 それで、今総務省の調べということであります

が、網走においても一定程度の駆け込み需要があっ

たということでありますが、実はこの状況というの
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は、2014年に消費税が５％から８％に上がったと、

このときのような大きな駆け込みというのは実はな

いのだそうです、これは全国的な調べの中で。そう

いう意味でも、今回2014年とは違った形のいわゆる

消費者の大変さというのがあるのではないかと私は

思います。駆け込み需要をするだけの体力が、ひょ

っとするとないのかもしれません。それは私の想像

であります。 

 次に移ります。 

 消費税の８％、10％の実施による影響についてで

あります。 

 2014年４月に消費税が８％に引き上げられ、これ

までにない消費不況が起きて、その状況は現在も続

いていると私は認識しています。 

 安倍政権は消費税率10％引き上げについて、これ

まで２回にわたって見送らざるを得なかった。理由

は明確です。アベノミクスによる経済回復は起こっ

ていない。消費の低迷が続き、デフレが止まらない

状況だと。そしてさらに、国民の消費増税に反対の

声が強かったためだというふうに思います。 

 しかし、一方で財界は、国民の生活実態を顧みず

消費税の増税を政府に強く求めると同時に、自らの

法人税の大幅な引き下げを求めるという実に厚かま

しい要請を行ってきたと、こんな認識であります。

それに対して安倍政権は、財界の要請を受け入れ

て、今年10月からの消費税10％を実施いたしまし

た。早速、法人税の引き下げの相談もしているよう

です。 

 10％増税の理由づけとして、社会保障の充実と幼

児教育の無償化など、子育て支援も口実にしており

ました。しかし、増税直後から社会保障費の削減計

画が次々と具体化されつつあります。これがこの間

の消費税増税の流れであったというふうに思いま

す。 

 そこで、網走市民における消費税の８％増税前と

2014年４月以降の８％と対比して、原課としてはど

のような影響が出ていると考えているのか伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 消費税８％増税前と後の

影響についてでありますが、2014年４月の消費税率

改定に伴う影響につきましては、市内の経済や家計

消費に一定の影響を与えたものと考えております。 

 当市における数値は把握しておりませんが、北海

道財務局におけるオホーツク圏経済状況報告により

ますと、個人消費では消費税引き上げに伴う駆け込

み需要の反動により、医療品、飲食料品の主要小売

店売上高が前年比マイナスとなっております。 

 また、総務省の家計調査によりますと、世帯当た

りの消費支出は、2014年４月から2015年５月の13カ

月連続で前年比マイナスとなり、消費の落ち込みが

発生しております。 

 消費税改定後の一定期間は大きな支出を抑える、

また節約によって経常的な支出を抑えるなどの抑制

的な消費行動がなされるといった影響が出たものと

考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 相当これから、私はその影響がさ

らに出てくるのだろうというふうな考えを持ってお

りますが、2014年４月の消費税８％増税というのが

国民の消費を冷え込ませる、そういう最大の要因と

なったことは専門家の多くが認めるところでありま

す。 

 消費税が５％だったのが、８％へと３％引き上げ

られた。しかし一方で、労働者の賃金はわずかしか

上がらない。消費税増税に追いつかない状況。つま

り可処分所得が減ったことになるわけです。だから

庶民は財布のひもをきつく締めざるを得ないことに

なって、どの調査を見てもこの消費が大きくマイナ

スになっているということではないかというふうに

思います。加えて、10月からの消費税が10％と引き

上げられたわけで、低所得者にとっては大変な痛手

になるというふうに感じますが、改めてどのような

考えか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 消費税10％による低所得

者層への影響はないとは言えませんが、今回国は低

所得者対策として、先ほど議員からお話のありまし

たとおり、幼児教育・保育の無償化、また年金生活

支援給付金の支給、プレミアム付商品券の販売、ま

た軽減税率制度の実施などに取り組んでおりますの

で、ある程度の影響緩和が図られているというふう

に考えてございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 ある程度ということですが、実は

このプレミアム付商品券の販売というのがあります

けれども、それでは、当市のこのプレミアム付商品

券の販売は、どれぐらいの予定をしていて、現在ど

の程度の販売がなされているのか伺いたいと思いま

す。 
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 軽減税率についての現時点での効果というのは、

どのように押さえてるのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 初めに、プレミアム付商

品券の関係でございます。 

 住民税非課税世帯と子育て世帯が対象となりまし

て、500円券10枚5,000円の商品券を4,000円で５セ

ットまで購入できることとなります。引き換え券の

発行合計は3,656世帯であり、全ての世帯が上限の

５セットを購入した場合、１万8,280セットを販売

することになりますけれども、11月の時点での販売

数ですが、１万2,488セットといった状況でござい

ます。１セットずつの購入が可能であるため、来年

２月28日の期限までにさらに販売数は伸びるものと

考えているところでございます。 

 軽減税率の効果といったことでございます。 

 この部分につきましては、消費税増税は10月から

といったことで、現在この効果といったものにつき

ましては把握できていない状況でございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 実は高齢者の中で、お話の中であ

るのは、このプレミアム付商品券を買いに行くのも

大変だと。つまり、タクシーで行ったらもうほとん

どなくなってしまうということなのです。これは本

当に現実にそうなのです。バスの使えないお年寄り

は、結局そういうことです。タクシーで行けばタク

シー代でほとんどなくなってしまうという、こうい

う問題も抱えているということで、ただやっぱりこ

れは低所得者の人にすると大変ありがたい話でもあ

ります。ただこれはあくまでも一時的で、消費税

10％が続く限りこれがやられるわけでありません。

一時的なものです。それから、来年の６月まで限定

つきのものとかいろいろありますが、しかし結果と

しては、消費税10％で重く国民にのしかかることに

間違いはないのだというふうに思います。 

 今後とも、プレミアム付商品券については期限ま

でにできるだけ販売したいということでありますけ

れども、そういった高齢者の皆さんや本当に大変な

人たちにとっては、なかなか購入に行くことでさえ

ためらうというような状況にあるということは、ぜ

ひ原課として認識していっていただきたいというふ

うに思います。これは指摘にしていきたいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 平成25年度に、灯油価格高騰緊急対策事業とし

て、市民税非課税世帯や母子・父子世帯、障がい者

世帯など、低所得層と言われる世帯へ灯油券を支給

しました。しかし、その後は支給しておりません

が、今日の市民の暮らしの状況と、先ほど来、部長

とも議論してきましたけれども、こういったことを

考慮して、ぜひ、この福祉灯油を実施すべきではな

いかというふうに私は考えますが、見解を伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 福祉灯油の実施といった

ことでございますけれども、現在市内における平均

灯油価格が90円台を推移しているため、現時点では

実施することは考えておりませんが、価格の状況に

つきましては、今後も注視してまいりたいと考えて

おります。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういう点では、先ほどから基本

的な答弁の流れは変わっていないというふうに思い

ますが、ただ、なぜ私があえて福祉灯油という言葉

を使うかということであります。これまでの３回、

３年連続やってきたのは、灯油価格高騰に関わって

ということで緊急対策事業としてやってきている

と。しかし、この福祉灯油というのは、あくまでも

灯油も含めて市民の暮らしに非常にいろいろな影響

を与えているという点で、支給するのが福祉灯油だ

と私は認識しておりますので、そういう点で今質問

をしているということであります。 

 次に移ります。 

 北海道はこれまで福祉灯油について、セーフティ

ーネットとして必要だというふうにして、福祉灯油

を実施する自治体に対しては支援していくというふ

うに言っておりました。現在も続いているというふ

うに認識しておりますが、この中身が非常に問題だ

と私は思うのですが、その場合、道の助成というの

はどの程度の支援なのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 北海道の助成についてで

ありますが、対象となる地域づくり総合交付金は現

在も継続されており、当市の人口規模の市町村が事

業を実施した場合は、最大で70万円程度の助成とな

る見込みでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 スズメの涙というのはこういうこ

とを言うのだなと私は思うぐらい、道も財政は大変

だとは思いますが、それにしても、その支援という
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名に値しないほどの金額でしかないというふうに思

います。 

 先ほども言いましたけれども、この福祉灯油とい

うのは近隣の町村では実施しているという状況であ

ります。そういう点では、今後ぜひ、灯油価格が今

後どうなるかわかりませんし、そして市民の暮らし

がさらに大変になるのは間違いないというふうに思

いますので、これはぜひ前向きの方向で検討してい

ってほしいというふうに、これは要望しておきま

す。 

 ２項目めに移ります。 

 補聴器の助成についてです。 

 補聴器を必要とする方は、聴力が低下して難聴に

なりコミュニケーションがとりづらくなり、社会活

動にも影響するなど、近年では認知症との関連も指

摘されております。 

 聴力は20歳をピークに、年齢とともに衰えるもの

だというふうに言われております。つまり、年齢と

ともに聞こえが悪くなる可能性が、誰にでもあると

いうことであります。これは加齢とともに、視力が

低下することと同じように、長年耳を働かせたくさ

んの音を聞いてきた証拠でもあります。 

 難聴とは、小さな音が聞き取りにくくなることだ

と言われがちでありますが、聞こえの状態には幾つ

かのパターンがあるそうです。例えば、高い音が聞

こえにくい、低い音が聞こえにくい、右耳が、また

は左耳が聞こえにくいなど、難聴の種類、程度は人

それぞれのようであります。補聴器はこのような聞

こえに関する悩みを和らげてくれるものだというふ

うに思います。 

 国の制度では、補聴器を含む補装具の支給は障害

者総合支援法によることとなっています。補聴器で

いうと単なる難聴ではなく、障害認定を受けるほど

の高度、重度の難聴についてのみ支給されるものだ

と聞いています。 

 手続は、障がい者、障がい児の場合は扶養義務者

が市町村に申請して身体障害者更生相談所等の判定

または意見に基づく市町村の決定により、補装具費

の支給を受け入れるという流れだと聞いています。

高齢化が進む中、高齢による難聴者への補聴器購入

に対する公的補助に強く関心が寄せられています。

補聴器が、高齢者の社会参加の必需品であるとの考

えから質問をしてまいります。 

 １点目に、市独自の取組についてです。 

 網走市の状況を調べてみますと、条例にはござい

ませんでした。担当者に伺うと、網走市軽度・中等

度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業実施要綱

があるとわかりました。目的として、軽度・中等度

難聴児に対する補聴器購入費事業は、身体障害者手

帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対

し、補聴器または修理に要する費用を支給すること

により、日常生活の便宜を図り、もって対象児童の

福祉の増進に資することを目的とするとあります。 

 そこで現在、軽度・中等度難聴児に対する支給状

況はどのようになっているのか伺います。 

 また、金額にするとどの程度になるのか伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 軽度・中等度難聴児に対

する支給状況についてでありますが、当該事業につ

きましては、平成27年度から取り組んでおります

が、支給実績は平成28年度の１件のみとなっており

まして、内容につきましては高度難聴用耳かけ型補

聴器の購入で、金額は６万9,310円となっておりま

す。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 たった１件しかないというのはち

ょっと驚きですけれども、それほど結構対象となる

めどは厳しいのかなというふうにも思います。 

 次に伺いますが、第８条の費用の負担というとこ

ろでは、支給を受けた者は補聴器の購入または修理

に要する費用の一部を業者に直接支払わなければな

らない。２として、前項の規定により支払うべき額

は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく補装具費の支給の例によ

るというふうにありますが、この文章だけ読んでも

私はよくわかりません。理解できるように、具体的

にお答えいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 費用負担についてであり

ますが、要綱第８条第２項につきましては、自己負

担額を定める規定となってございます。 

 原則、補装具の支給を受けた利用者は費用の１割

を負担することとなりますが、障害者総合支援法の

規定により対象者の所得区分に応じて月額負担上限

額が設定されております。所得区分につきまして

は、生活保護、低所得１、低所得２、一般、一定所

得以上の５段階ということでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 その辺については、なるほどわか
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りました。 

 それで、軽度・中等度難聴児に対して補聴器また

は修理に要する費用を支給するということになって

いるのですが、つまりこの児童のことを指している

というふうに思うのですが、そうすると児童という

のは一般的には小学生までというふうに私は捉える

のですが、中学生以降についてはどんなふうな対応

になるのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 事業の対象者でございま

すけれども、要綱では18歳未満としているため中学

生以降も対象といったことでございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。とりあえず児童と

いうよりも18歳未満ということ、理解いたしまし

た。 

 次に２点目に、障がい者への補聴器助成の現状に

ついてであります。 

 市独自の取組として、軽度・中等度難聴児に対し

て補聴器または修理に要する費用を支給していると

いうふうになっています。国の制度としては、どの

ような範囲で補聴器の助成支援をしているのか伺い

ます。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 障がい者への補聴器助成

の現状についてでありますが、補聴器の支給につき

ましては障害者総合支援法に基づく補装具給付費で

あり、対象者は聴覚による身体障害者手帳６級以上

を所持し医師により補聴器が必要と認められ、かつ

北海道心身障害者総合相談所の判定により支給が適

当と認められた方が対象となります。 

 支給につきましては、原則片耳となりますが、職

業、教育上必要とされ、北海道心身障害者総合相談

所が必要と判定した場合に両耳装用が認められるこ

とになります。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 結構、これは厳しいのだなという

ふうに思います。 

 次に３点目に行きますが、低所得者への助成の取

組についてであります。 

 個人の自己負担額は、原則として１割負担という

ふうになっております。住民税非課税、低所得者の

負担というのはどのようになっているのか伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 低所得者への助成の取組

についてでありますが、障害者総合支援法の規定に

より所得区分に応じて月額負担上限額が設定してい

るため、原則低所得者の自己負担はありませんが、

基準額を超える補聴器を購入する場合につきまして

は基準額と購入費用の差額を負担していただくこと

になります。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それは理解しました。 

 次に４点目に、高齢者への助成についてです。 

 2017年に開かれた国際アルツハイマー病会議でラ

ンセット国際委員会が、認知症の約35％は予防可能

な九つの原因により起こると考えられる。その中で

難聴というのが、９％が最大危険因子であると発表

しました。九つの予防可能なリスクは、糖尿病や高

血圧、社会的孤立、鬱などです。中でも難聴は予防

可能な最も大きいリスク因子として、されていま

す。厚生労働省の新オレンジプラン、認知症施策推

進総合戦略・15年でも、難聴は危険因子の一つとし

て上げられております。 

 団塊の世代が後期高齢者となる2025年、認知症の

人は予備軍と合わせて1,400万人になると言われて

おります。補聴器が必要な難聴者も今後10年間で

1,400万人から1,600万人になると言われておりま

す。そういう意味でも、認知症予防に難聴対策が注

目されています。 

 アメリカなど各国の大規模な調査研究を通じて、

難聴が認知機能の低下や脳の萎縮を招くことが証明

されていると報道がありました。国会でも、補聴器

購入に公的補助をすべきとの議論がなされておりま

す。当市でも、認知症の予防という観点から、高齢

者に対して補聴器購入に当たって公的補助を検討す

べきと思いますが見解を伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 高齢者への補聴器購入助

成についてでありますが、現状におきましては高齢

を要件とする助成制度はなく、補聴器購入に伴う費

用助成につきましては、身体障害者手帳６級以上、

これは聴力レベル70デシベル以上となりますけれど

も、この手帳の交付を受けている方が対象となりま

す。 

 近年様々な議論がなされ、新オレンジプランや認

知症施策推進大綱におきましても、難聴が認知症の

起因因子の一つとして上げられておりますが、現

在、日本医療研究開発機構による聴覚障がいの補正
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による認知機能低下の予防効果を検証するための研

究が進められておりますので、今後の研究結果や全

国の自治体の取組状況を注視していきたいというふ

うに考えてございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 障害者手帳６級以上ということ

で、私なりに調べてみましたら、聴力レベル70デシ

ベルと。どれぐらいのものかというふうに見ると、

一つには40センチメートル以上の距離で発生された

会話が理解し得ない者、これは結構あるなと思いま

す。二つに、片側の耳の聴力レベルが90デシベル以

上、ほかの耳の聴力レベルが50デシベル以上の者と

のことです。 

 これでもよくわからないのですけれども、しかし

こういう人たちというのは結構いるのではないかと

思うのですが、しかし、なかなかそういう人たちが

補聴器をつけているというふうに思えないわけで

す。 

 その点で、今のこの現状についてどのように認識

しているか伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 現在、聴覚障がいで身体

障害者手帳の交付を受けている方につきましては

130人おられます。 

 一方で、聴力レベルが身体障害者手帳の交付要件

に該当するものの交付を受けていない方もおられる

と思いますけれども、手帳交付の審査は日常生活に

おける聞こえ方だけではなく、医学的な診断も必要

となるため、人数の把握は難しいと考えておりま

す。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 実はなかなか大変なことでして、

実は欧米では、この難聴を医療のカテゴリーとして

捉えて、そして補助制度というのがあるのです。し

かし日本はどうかというと、障がい者のカテゴリー

として捉えているので、補助対象というのを絞り込

んでしまうと。そのため、補聴器保有率が圧倒的に

低いというのが、この日本の現実の問題だというふ

うに思います。 

 厚生労働省の審議官は、さきの国会で日本共産党

の大門実紀史議員の質問に対して、補聴器を用いた

聴覚障がいの補正による認知機能低下予防効果を検

証するための研究をすると答弁しました。 

 麻生財務大臣はやらなければならない必要な問題

だというふうに、前向きな方向の答弁かなというふ

うに思うのですが、この国の認識もこのように示し

てるわけです。 

 市としても、ぜひ、この抜本的見直しをするよう

に、国に対してぜひ、求める必要があるのではない

かと、いわゆる障がいというものではなくて医療と

いうカテゴリーで見る必要があるのではないかと、

こういう要望を国にすべきと思いますが、いかがで

しょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 先ほども答弁を申し上げ

ましたけれども、現在日本医療研究開発機構が様々

研究を進めているところでございまして、そういっ

た研究結果、また国の動向を注視していきたいとい

うふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 あと、私のこれはあくまでも個人

的な印象としてですけれども、いわゆる対象となる

難聴の人たちがいわゆる障害者手帳６級以上という

ものだとか、そういったものを十分知らないのでは

ないかと。結構耳に口を当てないと聞こえない高齢

者というのはいらっしゃいます。そういう意味で

も、やはりこの補聴器、いわゆるきちんとお医者さ

んに診てもらって、それが６級以上というふうに認

められれば補助の対象になるのですよという、この

周知が足りないのではないかというふうに思うので

すが、その辺での考えを伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 周知の関係でございま

す。 

 身体障害者手帳の交付ですとか補装具の支給につ

きましては、市のホームページやパンフレットで周

知しているところですけれども、その判定基準につ

きましては医学的所見が必要となるため、相談があ

った場合は、誤解を招かないように主治医へのお問

い合わせをお願いしているような状況でございま

す。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 高齢者でインターネットでホーム

ページを見るという人はどの程度いるかちょっとわ

かりませんけれども、できるだけ丁寧に説明をする

必要があるかなと思います。 

 最後に、生活保護者への支給の取組についてで

す。 

 現在、生活保護を受給している人の中にも、難聴

で困っている人がいるというふうにも思います。現
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状では難聴者への補聴器の支給は行っていないとい

うふうに私の認識していますが、補聴器を望む声と

いうのは、把握していれば、その点どのようなもの

なのか伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 生活保護者への支給の取

組についてでありますが、生活保護法における助成

制度がないことから、支給につきましては聴覚によ

る身体障害者手帳６級以上の所持がやはり要件とな

ってまいります。 

 補聴器を望む声は把握はしておりませんが、生活

保護者の難聴が疑われる場合につきましては、ケー

スワーカーが身体障害者手帳の交付や補聴器の支給

制度を説明し、サービスにつなげているところでご

ざいます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。これもなかなか難

関だというふうに思いますが。 

 実は私も相談を受けたことがあるのです。最近耳

が聞こえないのだと。その人と話をしていると、だ

んだん声が大きくなって、ずっと怒られているよう

な話し方で結局自分が耳が遠いために相手にうまく

伝わってるかどうかということで、だんだん声が大

きくなるというのが特徴なのですけれども、そうい

う人に聞いたら支給されることになっていないのだ

というような話も伺って、あえてこうやって今回の

質問に入れたのですけれども、そういう意味では、

ぜひ生活保護を受給している方で相当な人たちは高

齢者の人たちだと思うので、その辺をぜひケースワ

ーカーにも注意するように、把握するようにして、

丁寧な説明をしながら対象となる人についてはしっ

かり知らせていく必要があるかなというふうに思い

ます。 

 最後に、やはりこの点で国がやはりしっかりとし

た対応といいますか、今のような障がい者というよ

うな位置づけではなく、医療という点から考え直す

というふうにしなければ、世界とは余りにも距離が

あり過ぎるというふうに思いますので、あえて今回

質問したわけです。 

 そういうことを述べて、私の質問を終わります。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで昼

食のため休憩といたします。 

再開は午後１時といたします。 

午前11時50分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

一般質問を続行します。 

 平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 通告に従って質問をさ

せていただきます。 

 さて、国会が閉会をいたしましたが、閉会後も含

めていろいろと物議を呼ぶことが多い国政でありま

す。こうした状況が我が国に対する厳しい目を国際

社会から招いている、こうした政治の現在の状況に

憂慮するところでございます。 

 例えば、地球温暖化を防止する観点から、化石燃

料依存からの脱却を国際社会から求められ厳しい目

が注がれておりますが、政府はこれに十分に対応で

きている状況ではありません。また、マイクロプラ

スチックを取り巻く問題もしかりであります。 

 今回の一般質問では、この点については直接触れ

ませんが、網走市においても現在、そして過去の埋

立処分場からマイクロプラスチックが流出するなど

の環境の影響を与えることはないのかどうか。そし

て、現在の埋立処分場は全て適正に管理され、予定

外の流れが生じていることはないのかなど、機会を

改めてただしていくことも大切だと感じるところで

あります。このような流れは、文書管理と人権に対

する意識の面からも出ていることを私たちは認識し

ておかなくてはなりません。 

 我が国ではなぜか季節外れの桜が咲いているよう

で、国際社会からも憂慮する声がある中で、文書の

廃棄を障がい者雇用の方が行ったという首相の発

言、この発言が人権問題として、海外では現在も報

道が加熱している状況にあるのです。国内メディア

が多少沈静化したとしても、海外メディアを中心

に、この問題はスキャンダルとしていまだ認識され

ている現状です。大変残念な状況だと感じざるを得

ません。改めて、こうした状況がこれ以上続くこと

にならないように、桜は正しい季節に咲き、正しい

季節に花を散らすからこそ美しいのだと感じずには

いられないところであります。 

 こうした状況を踏まえ、網走市における予算の執

行や文書管理について伺います。 

 最初に、予算の執行管理についてであります。 

 網走市において予算の執行、そして事業の実施管

理はどのような考え方に基づいて行われているので

しょうか。基本的な見解を明らかにされたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 
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○岩永雅浩企画総務部長 当市の予算でございます

が、議決を得るものとしましては款項の予算額でご

ざいますが、予算執行では事業別予算を取り入れて

おりまして、中事業を最小事業単位として管理をし

てございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 基本的な考え方は理解させていた

だきます。 

 網走市において、特定の事業の経費が当初予算の

２倍あるいは３倍を超えるような状況になった場

合、どのような対処を行うのか見解を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 これまでも当初予算に限

らず中事業レベルの予算額と比較をして、事業費が

大きく増えたり減ったりする場合につきましては、

基本的に補正予算案として議会に提案をしてござい

ます。 

 また、緊急を要する場合や金額としては少額の場

合は、不用額が見込まれる事業の予算を流用して対

応することもございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 当然そういうやり方を地方ではや

っている。しかしながら、国政ではこのことがしっ

かり行われてこなかったのだということも、今回実

は初めてに近いぐらいわかったところだと思いま

す。 

 政府のずさんさももちろんそうですけれども、チ

ェック機関としての国会、これは与党も野党も甘か

ったのだというふうにやっぱり言わざるを得ない状

況にあるのだと改めて感じるところであります。 

 次に、公文書の管理についてでありますが、網走

市において、公文書の保存期間が部署ごとに異なる

などの状態はあるのでしょうか。 

 また、文書による保存期間の違いなど文書管理の

ルールの定めはどうなっているのか、見解を伺いた

いと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 文書保存期間の状況とル

ールについてでございますが、当市における公文書

の分類、編集及び保存等につきましては、網走市文

書編集保存規程の定めに沿って取り扱っておりまし

て、財務会計や人事関係など各部署に共通する文書

は統一した文書分類により取り扱っております。 

 それ以外の各部署の所管事業に係る文書につきま

しては、各分野別の文書分類表によりそれぞれ保存

期間を定めて運用しているところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 統一したものとそれぞれの課によ

ってのルールがあって、その中で行われているとい

うことであります。 

 それを踏まえて伺いますけれども、網走市の事業

において、参加者を招待するなどして事業を実施し

た際、招待者の名簿の保存期間や保存方法などの管

理はどのようなルールになっているのか、見解を伺

います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 式典など参加者を御招待

してとり行う事業に係る文書保存でございますが、

文書編集保存規程で定める文書分類に沿って、１年

から永年までの五つの区分により文書保存を行って

おりまして、式典や祝賀会などを伴う様々な事業に

つきましても、文書保存期間の定めに従って適正に

保存管理をしてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 地方自治体では適正に保存管理さ

れているにもかかわらず、国はそうなってはいな

い。改めてここも地方から見たときに、国の甘さ、

管理の危うさについて感じざるを得ないというとこ

ろであります。 

 続いて、保存期間が１年未満と定められている文

書を事業終了後２カ月から３カ月程度の期間で破棄

し、情報公開請求に応じられないような事態は網走

ではあり得るのでしょうか、見解を伺いたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 当市の文書保存規定で

は、保存年限は最短で１年と定めておりますので、

事業終了後二、三カ月で文書を廃棄し、情報公開請

求に応じられないような事例はこれまでございませ

ん。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 改めて、地方のほうがしっかりと

文書に対する意識を持ち、適正に管理をしているの

だということがわかりました。 

 それにもかかわらず、ああいった動きを見ると、

まるで地方でも同じようなことが起こっているので

はないかという声を市民から聞くこともある。大変

働いている職員の皆さんにとっても、迷惑千万の話

だと私は思います。しっかりと改めて国には、当然

の文書管理しっかりやっていただきたいというふう
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に感じざるを得ないところです。 

 網走市の管理については適正だということがわか

りましたので、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、産業と観光について伺います。 

 このたび、2017年に続いてイタリアのコンクール

で優勝したジェラートが網走で生まれたのは御承知

のとおりであります。 

 こうした特筆すべき産品を生かしたまちづくり、

観光振興活性化のチャンスが来たと考えるところで

あります。 

 まず、観光面そして商工面から捉えた基本的な考

え方とこれまでの取り組み、さらに今後の展開につ

いても見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 地場産品を生かした地域

活性化ということでございますが、このたびの市内

事業者Ｒｉｍｏの製品がイタリアのコンテストで優

勝しましたことは、大変すばらしいことであると心

よりお祝いを申し上げます。 

 まず、観光の面でございますけれども、網走の観

光コンテンツの一つとして食は重要なテーマであ

り、これまでも観光プロモーションなどにおいて、

特出する産品については活用してきており、今後も

ＳＮＳなどを通じ網走の魅力を発信してまいりたい

と考えております。 

 また、ものづくりの観点からも見ますと、市内事

業者が生産をした商品が高い評価を得たことについ

ては、生産者の努力のたまものであるとともに新製

品開発への機運の上昇にもつながるものというふう

に非常にうれしく思っております。 

 市では一次産品などの付加価値向上を図り、もっ

て地域経済の発展につなげるためものづくりを応援

しており、今後もしっかり継続していきたいと考え

てございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 基本的な見解について伺ったとこ

ろであります。 

 今後もこうした商品開発を積極的に進めることが

重要だと考えるところであります。 

 新たな商品の誕生は、ふるさと納税の返礼品とし

ての活用や地域の産業の底上げにもつながると考え

ますが、従来の網走市の支援の仕組み、あるいは考

え方で果たして十分なのか、どのように捉えていら

っしゃるか見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 市ではこれまでものづく

りの機運を醸成するために、道内の製造業者や研究

機関などを招聘し、ものづくり支援セミナーを開催

してきたのを初め、新製品創出や既存製品の改良な

どの取組について、ものづくり補助金を活用し支援

をしてきております。 

 開発された製品を含め商品の販路拡大に向けて

は、事業者が商談会などへ参加する場合の旅費や出

展料などを支援しているのを初め、ふるさと納税の

返礼品に登録された商品においては、特徴ある商品

について寄附サイトでそのストーリー性などを紹介

をしております。商品の人気度アップや知名度の向

上は様々なきっかけで高まるものと思っております

が、一朝一夕にヒット商品が生まれるものではない

と思っております。 

 今後も業界からの情報収集に努め、新製品の開発

と地域産業の底上げに向けた支援を進めたいと考え

ております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 基本的には現状の形を維持しなが

らやっていくということなのかなと、今思いますけ

れども、考え方と方向感は理解はできます。 

 一方で、今回の快挙についてはやはり市民にも積

極的に知らせるということも大切だと思います。ま

た、いわゆるキラーコンテンツとして積極的に活用

すること、このこともさらなる新商品の開発につな

がるというふうに考えますけれども、今後の展開に

ついてさらなる見解をぜひ伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 今回の新製品とその評価

の結果については、既にマスコミやＳＮＳ等などに

より情報発信も進んでいるものと思っております。 

 今後のさらなる商品開発や営業展開などについて

は、事業者の意向が第一に反映されることが望まし

いというふうに考えております。事業者とよく相談

をしてまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 これまで観光商工のほうで、様々

なものづくりに対する支援も行ってきたというふう

に私も理解をしています。 

 一方で、これも以前やりとりしたことがあります

けれども、どこまで目標を持つのかという目標をは

っきり定めずに投資的経費を予算化してきたという

ことは否めないのだと思います。 

 まず、ここは一定の見直しも必要だというふうな
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観点に立ちながらの質問をもう１点だけしようとい

うふうに思いますけれども、国家レベルで考えます

と、特定の産業あるいは特定の企業の生産品などを

国策として取り扱い強く支援を行うということも、

最近はよくあるようになってきております。また、

それがうまくいかないとなかなか難しくて、実は先

日ノーベル賞をとったリチウムイオン電池も生産で

はもう既に日本は１位ではありません。抜かれてし

まっている状況があって、安倍政権の６年間という

のは、ほかにも産業そうですけれども、世界から追

い越された、実は６年間でもあります。 

 こういったことを踏まえながら、網走市において

もそうした位置づけのものがそろそろ出ても、私は

いいのではないかというふうに考えますし、実際に

考えますと、農業と漁業というのは事実上そうなっ

ているのではないかなというふうに思う側面もあり

ます。製造業でもこうしたものがそろそろ出ても構

わないのではないかなと思いますが、今まで以上に

力を入れた政策ができないものか、最後に見解を伺

いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○後藤利博観光商工部長 今お話ありましたよう

に、国で行っております生産設備に対する支援、こ

れは網走市もその制度に乗っかった形で事業者を支

援しているという状況でございます。今お話があり

ました大変大きな視点でのお話かと思います。様々

な分野、いろいろな情報を収集して、その事業者に

とってどういう形の支援が望ましいのか、よく情報

を収集して考えてまいりたいと思います。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 網走市には様々な資源があり、資

源があり過ぎることがなかなかこれといった強いも

のが生まれないということもあるのだということを

長年言われてきました。そしてその中で、お菓子の

分野は弱いというふうにも言われ続けたところだと

私は思います。 

 そうは言っても、様々なものが誕生し伸びてきて

いる状況もありますが、ここに来て大きく伸びる可

能性のあるものが誕生したということですから、ぜ

ひ政策の展開また新たな展開含めて取り組んでいた

だきたい。ここは商工観光面の今後の取組に、ぜひ

期待をしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 次に、人権が尊重される社会の実現について伺い

ます。 

 12月４日から12月10日まで毎年人権週間とされて

おります。各地で人権に対する啓発や相談事業が行

われているのは御承知のとおりです。 

 また、網走市においては、網走市議会で昭和48年

12月20日ということで、私が生まれた次の年であり

ますけれども、人権擁護都市宣言を決議しておりま

す。その中では、「個人の尊厳と平等を基礎とした

人の和を大切にする人権の擁護を目的とした平和都

市であらんことを示しています」と書かれておりま

す。 

 これらを網走市としてどのように捉え、どのよう

に施策に生かしているのか、市長の基本的な見解を

伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 人権に対する考え方に

ついてのお尋ねがありましたので、市長へというこ

とですので、所見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 去る12月10日は、1948年国際連合総会で世界人権

宣言が採択された世界人権デーであり、12月４日か

ら10日まで人権週間とされておりました。 

 世界人権宣言はその前文で、人類社会の全ての構

成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利

を承認することは世界における自由、正義及び平和

の基礎であると、前文冒頭で高らかにうたい上げて

おり、第１条では全ての人間は生まれながらにして

自由でありかつ尊厳と権利について平等である。人

間は理性と良心等を預けられており、互いに同胞の

精神を持って行動しなければならないとされている

ところであります。 

 人類最大の人権侵害は戦争であり、人の命が守ら

れないことだと思いますが、世界ではいまだに戦争

や人の命が守られない状況が呈していると感じてお

ります。 

 過去には人種差別が、戦争の原因の一つともされ

ておりましたが、今からちょうど100年前の1919年

第一次世界大戦後のパリ講和会議の国際連盟会議に

おいて、我が国は国際連盟規約案に人種差別撤廃条

項を明記すべきであると強く提案したものの否定さ

れ、国際連合総会で人種差別撤廃条約が成立したの

は1965年に至ってのことでありました。 

 しかし、現在においても世界では自由を求めるデ

モが続き、少数派民族の監視や恣意的な大量拘束な

どが行われているとされており、国際社会の批判は

高まっていると感じております。 
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 12月10日から16日までの１週間は、拉致問題その

他北朝鮮当局による人権侵害問題での対処に関する

法律に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間となって

おり、拉致被害者・特定失踪者の人権の回復にも努

めなければなりません。 

 開発途上国では、貧しい家庭に生まれた少女の多

くが学校に通うことができず、早過ぎる結婚や家事

労働に従事されている折、人身売買による強制労働

を強いられていることも少なくありません。 

 このように組織的・物理的・身体的な性差別・性

犯罪を行うことはもってのほかでありますし、2015

年に採択をされた国際連合の持続可能な開発計画に

も掲げられているところであります。 

 また、日本国憲法第13条では全ての国民は個人と

して尊重される、第14条第１項では全ての国民は法

の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分または門地により政治的、経済的または社会的関

係において差別されないとされており、国において

は女性活躍推進法やパワーハラスメント対策の法制

化など打ち出され、それらの取組がされております

が、働く場ではなく場所だけではなく家庭や地域、

教育など生活のあらゆる場面で進めていかなければ

ならない課題であると存じております。 

 またネット上では言論が分断され、これらに異な

る意見に対する攻撃的な言質が安易に飛び混じって

おり、新しい誤解や著しい偏見も広がっていると感

じているところであります。ヘイトスピーチや差別

的書き込みなど、ネットの言論を是正していく動き

もある中、課題もあるなど、その動向を注視してい

く必要があると考えております。 

 当市における施策の講じているものにつきまして

は、その詳細につきましては、担当から御説明をさ

せていただきたいと、このように思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 人権擁護に対する網走市

の考え方と、取り組んでいる施策についてでありま

すが、昭和48年12月に人権擁護都市宣言が議会で決

議された背景につきましては、当時網走市が人権モ

デル地区の指定を受けたことを機として、市民の人

権を守る姿勢を改めて明確にすることを趣旨とする

請願が提出され、議会において審議、議決されたも

のと承知をしております。 

 市におきましても、総合計画の目標の一つに一人

一人を大切にするまちを掲げ、お互いの人権を尊重

し個人の尊厳と平等を基礎として人の和を大切にす

る人権擁護を目的とした平和都市を目指し、健康で

文化的な生活を保障するため、様々な施策に取り組

んでいるところでございます。 

 また、市民の権利を擁護するため、人権問題や法

律的な解決が必要な市民を対象として、弁護士、女

性、生活困窮、家庭児童、教育などの相談窓口を設

けるとともに社会を明るくする運動における人権啓

発に取り組み、さらに共生のまちづくりを啓発する

ふれあい広場にも参画しているところでございま

す。 

 人権擁護に関しましては、６名の人権擁護委員が

委嘱され、市内における各種相談に対応するととも

に街頭啓発や学校における人権教室を実施している

ところでございます。 

○井戸達也議長 平賀委員。 

○平賀貴幸議員 詳細に答弁をいただきました。 

 大切なことですので、古いものも含めていろいろ

表に出して、しっかり見解を表に出していくと、こ

れも大切なことだというふうに改めて感じるところ

であります。 

 一方、先ほどのお話にもありましたとおり、近

年、ヘイトスピーチあるいはヘイトスクラムやヘイ

トクライムと呼ばれるような人種、民族、宗教、性

的指向など特定の属性を持つ個人集団に対する偏

見、憎悪、そういったものがもとに引き起こされる

様々な問題が散見される状況であります。こうした

ものは認めてはならないというのは、共通の認識だ

というふうに理解をさせていただいております。 

 また、国政でも本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、い

わゆるヘイトスピーチ規正法、2016年６月３日に公

布され、外国人に対しての差別的言動を防止するこ

とが法的に定められています。 

 また、この法律では禁止行為の具体性が乏しく刑

罰としての実効性の定めがないなどのことの理由か

ら、先週12月12日川崎市議会で全国初のヘイト行為

禁止条例であります川崎市差別のない人権尊重のま

ちづくり条例が全会一致で可決され、外国人に対し

て差別的な言動を３度繰り返した場合、最大50万円

の罰金を科すことになるなど、強い規制の必要性を

改めて感じる状況もあるのだと思います。 

 北海道においても、先ほどもありましたけれど

も、来年４月24日には白老町に民族共生象徴空間ウ

ポポイがオープンすることになっておりますが、札

幌圏などを中心に、あるいはインターネットもそう
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ですが、ヘイトスピーチなどが残念ながらあるほ

か、様々な偏見、悪意のある言説も少なからず見ら

れる状況がありまして、心を痛めるとともにこのま

まではいけないのだなと改めて感じるところです。 

 こうした状況を踏まえて伺いますけれども、網走

市として、ヘイトスピーチやヘイト行為をどのよう

に定義し防止対策や、実際にこうした事態が発生し

た場合にどのような方針をもって対応する考えなの

か、基本的な見解を伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ヘイトスピーチ等の定義

と防止対策、対応方針についてでありますが、人権

擁護につきましては、日本国憲法に定められた基本

的人権や幸福追求権の尊重を基本として取り組むべ

きであると考えております。 

 近年、国内でも問題視をされております、特定の

人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチの抑止

と解消を目的として、平成28年６月にヘイトスピー

チ解消法が制定され、国や地方自治体による啓発や

教育の施策が進められることとなっております。 

 また同年には、障害者差別解消法が施行され、障

がいを理由とした不当な差別的取り扱いの禁止が

国、自治体、事業者に義務付けられ、さらに本年５

月にはアイヌ施策推進法が施行され、何人もアイヌ

の人々に対しアイヌであることを理由に差別するこ

と、その他の権利利益を侵害する行為をしてはなら

ないと規定されております。 

 これらの法律の定義につきましては、平等であっ

て差別されない、また公然とその生命、身体、自

由、名誉または財産に危害を加える行為や地域社会

から排除することを扇動する不当な差別的言動はあ

ってはならないものと認識をしておりまして、基本

理念といたしましては、差別のない社会の実現に寄

与するよう努めることが重要であると考えておりま

す。 

 基本的な施策としては、憲法や法律の規定と考え

方に基づき関係機関との連携はもとより組織体制の

整備、人権教育の充実、啓発活動の実施などがござ

いますが、市といたしましては、これらの施策を推

進するとともに、法律に抵触するような事態が発生

した場合には、法律に基づく指導等の必要な措置を

実施するほか、関係機関への通報や連携により対応

してまいりたいと考えております。 

 今後におきましても、差別や偏見のない社会を目

指し、法務局や人権擁護委員協議会等の関係機関と

連携し、防止対策や施策の検討を進めていきたいと

考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ヘイトスピーチ規制法のみなら

ず、しっかりとそのほかの法律で規制されているも

のも含めて網走市はしっかり認識されている、その

対応はしっかり行われるものだということを現時点

では認識させていただきました。 

 実際に問題が起きた場合の対処というのはなかな

か難しい部分はありますが、ぜひ、その場合につい

ても適正な対処をしていただきたいと思います。 

 一方、人権問題の中には性的指向に関するものも

あります。ＬＧＢＴｓの方々に関する網走市の取組

について伺わせていただきますが、現状近隣自治体

と比較しても先進的になってるとはなかなか言えな

い状況にあるなというふうに感じるところでありま

す。また、定住自立圏を構成する大空町の取組より

もいささか遅れをとっている感があるというふうに

感じます。 

 本年２月です。北見市議会で、辻北見市長が行っ

た市政執行方針の中には、ＬＧＢＴを初めとする性

的マイノリティーの方々の人権に配慮し、市に提出

していただく申請書の一部で性別欄を削除するほ

か、シンポジウムを開催し多様な性のあり方につい

ての理解促進を図るなど、人権尊重のまちづくりの

実現に努めてまいりますとありました。また、実際

に本年11月６日には初めてのＬＧＢＴ、性の多様性

と人権と題した講演会が開催されて、制度面も含め

た対応が進みつつある状況にあると認識していま

す。 

 また、先ほど申し上げた大空町ですけれども、北

見市で講演を行った同じ講師から北見市と同様のテ

ーマで、昨年そして今年と続けて講演会を開催する

など、必要な取組を進めているのが実際のところだ

と認識するところであります。 

 網走市においては、多様な性を考えるという特設

ホームページが市のほうにあるということは承知を

しております。近隣自治体や大空町と取組などと比

較したときに、これらを踏まえてどのような現状認

識を持っているのか見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在、国におきまして

は、ＬＧＢＴｓに関する国民の理解を深めるための

法律の整備の動きがございます。 

 その内容では、性的指向と性同一性と多様性を受
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け入れる寛容な社会の実現を目指すこととしており

ますので、地方自治体としても住民の皆様へ理解の

増進を図る必要があると認識をしております。 

 当市におきましては、ＬＧＢＴｓへの理解増進の

第一歩として、市民へは、市民の皆様へは公式サイ

ト、多様な性を考えるを掲載をし、また職員へは研

修を通して理解の促進を行っているところでござい

ます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 網走市議会でも文教民生委員会が

先日行政視察として先進地を訪れ、すみません、総

務経済委員会です。総務経済委員会が先日行政視察

として先進地を訪れ、調査研究を行ったのは御承知

のとおりです。 

 また、この間様々な媒体で、こうした課題につい

て報道をなされる機会も多かったというふうに認識

をしております。 

 このことから、網走市民の理解については周辺自

治体と比較して大きく劣っているということはない

のだろうというふうな理解をしているところであり

ます。 

 一方で、必要な情報提供あるいは理解の促進のた

めには、教育、福祉、権利擁護など様々な課題の解

決や必要な対応を進めるということが重要だと考え

ます。 

 網走市の基本的な見解を伺います。 

 また、今後の取組について、どのようなスケジュ

ール感を持って、どんなところからさらなる対応を

進めていく考えがあるのでしょうか。可能な限り具

体的に見解をお示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 基本的な考え方につきま

しては先ほど申し上げたとおりでございますが、今

後の取組につきましては、市の広報紙への掲載や市

民を対象とした講座の開催を検討をしてございま

す。 

 まずは、性の多様性について広く知識や理解を深

め、誰もが自分らしく豊かに暮らしていける社会を

目指すことが大事ではないかというふうに考えてお

ります。 

 また、市民の皆様に対しては理解を深める取り組

みやその手法などについて、国などの動向を注視し

ながら、様々な考えに配慮をした対応を検討してい

きたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 新年度新たな取り組みがスタート

するのだということも、答弁の中で理解させていた

だきたいというふうに思うところであります。 

 詳細については、まだまだこれからだというふう

に思いますけれども、ぜひ新たな取り組みを進めて

いって理解が広がってほしいと思います。 

 ９月11日に、この問題に積極的に取り組まれた佐

藤正隆さんがこの世を去られました。一生懸命彼は

この問題について、人生をかけて取り組まれたのだ

というふうに思っております。そういった方を含め

て、網走市にはこの問題を解決してほしいという方

が、少なくても数名は確実にいるのだというふうに

認識をしております。ぜひ、こうした問題が網走市

で解決されて、誰もが暮らしやすい、多様性をお互

いに認め合えて笑顔で暮らせる網走になることを願

いまして、私の質問を終わります。 

○井戸達也議長 これで一般質問を終わります。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 再開はあす午前10時としますから、参集願いま

す。 

 本日はこれで散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後１時33分散会 

─────────────────────── 
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○議事日程第５号 

令和元年12月19日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告案11件 

（議案第１号～議案第10号及び報告 

第１号） 

日程第２ 委員会審査報告案１件 

（請願第１号） 

日程第３ その他会議に付すべき事件（１件） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算 

      （原案可決） 

議案第２号 平成31年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 平成31年度網走市公共下水道特別会

計補正予算（同） 

議案第４号 平成31年度網走市簡易水道特別会計

補正予算（同） 

議案第５号 平成31年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第６号 平成31年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第７号 網走市公の施設に係る指定管理者の

指定について（同） 

議案第８号 地方公営企業法適用に伴う関係条例

の整理に関する条例制定について 

（同） 

議案第９号 網走市附属機関条例及び報酬職員給

与条例の一部を改正する条例制定に

ついて（同） 

議案第10号 網走市職員給与条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

報告第１号 平成31年度網走市一般会計補正予算

に係る専決処分の報告について 

      （報告承認） 

請願第１号 ことし10月からの消費税増税の中止

を求める請願（取下承認） 

その他会議 付託事件の閉会中継続審査について 

に付した事 （承認） 

件（２） 

─────────────────────── 

○出席議員（１５名） 

石 垣 直 樹  

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（１名）   

工 藤 英 治 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    後 藤 利 博 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 
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総務議事係長    高 畑 公 朋 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、定足数に達しておりま

すので、ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議には、次の議員から欠

席の届け出がありましたので報告します。 

欠席、工藤英治議員。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、古

田純也議員、永本浩子議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 ここで、諸般の報告の追加につい

て報告いたします。 

 既に印刷してお手元に配付のとおり、本定例会の

付議事件として委員会審査報告案12件、その他会議

に付すべき事件１件の合計13件を追加しております

ので、承知願います。 

 本日の議事日程は、既に印刷して配付の第５号の

とおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、委員会審査報告案11

件、議案第１号から議案第10号まで及び報告第１号

を一括して議題とします。 

 本件は、去る12月12日の本会議において関係委員

会に付託した案件でありますので、その審査結果に

ついて順次委員長の発言を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、立崎聡一総務経済委員

長。 

 立崎委員長。 

○立崎聡一議員 －登壇－ 今定例会において、総

務経済委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

本委員会に付託されました、議案第１号平成31年

度網走市一般会計補正予算中当委員会所管分、議案

第２号平成31年度網走市国民健康保険特別会計補正

予算、議案第３号平成31年度網走市公共下水道特別

会計補正予算、議案第４号平成31年度網走市簡易水

道特別会計補正予算、議案第５号平成31年度網走市

介護保険特別会計補正予算中、当委員会所管分、議

案第６号平成31年度網走市後期高齢者医療特別会計

補正予算、議案第７号網走市公の施設に係る指定管

理者の指定について当委員会所管分、議案第８号地

方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関する条

例制定について及び議案第10号網走市職員給与条例

等の一部を改正する条例制定についての合わせて９

件であります。 

 本件につきましては、去る12月12日開催の本会議

におきまして当委員会に付託され、同日開催の当委

員会において審査を行ったところでございます。 

審査の結果といたしましては、議案第１号及び議

案第10号につきましては大方の委員の意見により原

案可決すべきものと、また議案第２号から議案第８

号までの７件につきましては、いずれも委員全員の

一致により原案可決すべきものと決定したところで

ございます。 

 以上が、総務経済委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、委員

会の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 次に、文教民生委員会、永本浩子

委員長。 

永本委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ 今定例会において、文

教民生委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

本委員会に付託されました議案は、議案第１号平

成31年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第５号平成31年度網走市介護保険特別会計

補正予算中、当委員会所管分、議案第７号網走市公

の施設に係る指定管理者の指定について、当委員会

所管分、議案第９号網走市附属機関条例及び報酬職

員給与条例の一部を改正する条例制定について及び

報告第１号平成31年度網走市一般会計補正予算に係

る専決処分の報告についての合わせて５件でありま

す。 

 本件につきましては、去る12月12日開催の本会議

におきまして、当委員会に付託され、翌13日開催の

当委員会において審査を行ったところでございま

す。 

審査の結果といたしましては、議案第１号、議案

第５号、議案第７号、議案第９号及び報告第１号の

５件につきましては、いずれも委員全員の一致によ
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り、議案は原案可決すべきものと、報告は報告承認

すべきものと決定したところであります。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 以上で、各委員長の委員会審査報

告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。反対討論の通告があり

ますので、発言を許可します。 

 村椿敏章議員。 

○村椿敏章議員 －登壇－ ただいま委員長から報

告がありました、議案第１号人件費の補正概要と、

議案第10号網走市職員給与条例の一部改正概要につ

いて、日本共産党議員団を代表して反対の立場から

討論を行います。 

反対の理由は、本年の国家公務員の給与改定の取

り扱いに準じて一般職の給与並びに常勤者の特別

職、市議会議員の期末手当の支給月数を改正しよう

とするものです。 

人事院勧告に基づいて、網走市職員給与条例、網

走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、網

走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例

の改正については、当然ながら賛成であります。 

しかし、市議会議員の期末手当の支給月数につい

ては、人事院勧告の対象ではありません。そのため

市議会議員の条例改正については、市民の納得が得

られないことから反対します。 

以上、基本的なことを述べて反対討論といたしま

す。 

○井戸達也議長 以上で、通告による討論は終わり

ました。 

ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

これをもって討論を終わります。 

それでは、これより採決を行います。 

まず、上程中の議案第１号及び議案第10号の２件

を採決します。 

この採決は、起立により行います。 

お諮りします。 

議案第１号及び議案第10号の２件については、委

員長の報告のとおり可決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

起立多数であります。 

 よって、議案第１号及び議案第10号の２件は、委

員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、上程中の議案第２号から議案第９号まで及

び報告第１号の合わせて９件を一括して採決しま

す。 

 お諮りします。 

 議案第２号から議案第９号まで及び報告第１号の

合わせて９件は、各委員長の報告のとおり議案は可

決することに、報告は承認することに、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

よって、議案第２号から議案第９号まで及び報告

第１号の合わせて９件は、各委員長の報告のとお

り、いずれも議案は可決、報告は承認されました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第２、委員会審査報告

案１件を議題といたします。 

 請願第１号今年10月からの消費税増税の中止を求

める請願を議題とします。 

請願第１号は、令和元年第２回定例会において総

務経済委員会に付託された案件でありますので、そ

の審査結果について委員長の報告を求めます。 

総務経済委員会、立崎聡一委員長。 

立崎委員長。 

○立崎聡一議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました、請願第１号ことし10月からの消費税増税

の中止を求める請願の委員会審査の報告を申し上げ

ます。 

請願第１号につきましては、令和元年第２回定例

会において当委員会に付託され、慎重に審査を行っ

てまいりましたが、請願者から取り下げ願いが提出

されましたので、12月12日開催の当委員会におきま

して、これを承認すべきであると決定した次第であ

ります。 

どうか議員皆様におかれましても、当委員会の決

定に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委

員会の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 以上で、委員長の委員会審査報告

は終わります。 
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 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りします。 

 請願第１号については委員長報告のとおり、取り

下げを承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号は委員長報告のとおり取下承

認されました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第３、その他会議に付

すべき事件１件を議題といたします。 

 本件は、付託事件の閉会中継続審査についてであ

りますが、既に印刷して配付のとおり、本会議で関

係委員会に付託した案件２件、既に付託されている

案件10件の合計12件は、それぞれ関係委員長から閉

会中継続審査の申し出がありましたので、これを承

認することとしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 以上で、本定例会の付議事件は全

て終了いたしました。 

 これをもって閉会してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもちまして、令和元年網走市議会第４回定

例会を閉会します。 

大変御苦労さまでした。 

午前10時13分閉会 
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